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県内医療機関の宿日直許可の取得・申請状況

【調査概要】

【調査結果（令和５年12月１２日時点）】

調査期間：令和５年11月１５日～

調査対象：県内の５８病院および分娩を取り扱う１５有床診療所

取得・申請状況
回答数

病院 有床診療所

必要な宿日直許可を取得済み 48 9
必要な宿日直許可を申請し、結果待ち 1 0
必要な宿日直許可の取得のために、申請の準備中 7 0
必要な宿日直許可の申請を予定しているが、具体的な準備には着手していない 0 0
必要な宿日直許可を申請したが、許可は得られなかった 0 0
宿日直許可取得の必要がないため、申請していない 2 1
宿日直許可を取得したいが、業務の性質に照らすと許可取得は困難と考え、申請していない 0 0
宿日直許可が必要かわからない 0 0

計 58 10
回収率 100％ 66％
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Medical Policy Division

医師の働き方改革について

制度概要

• 時間外労働の上限規制

• 追加的健康確保措置

特例水準指定に係るフロー・進捗状況

• 特例水準指定に係る手続きフロー

• 県内医療機関の進捗状況１
４
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特例水準指定に係る手続きフロー

医
療
機
関

評
価
セ
ン
タ
ー

滋
賀
県

医師労働時
間短縮計画
作成

評価センター
評価受審

評価センター
結果受領

調査、評価
(受付から承認まで６か月を想定)

指定申請
受付

指定申請
提出

評価センター
結果受領

医療審議会
意見聴取

地域医療
対策協議会
意見聴取

指定結果
通知

指定公示

評価公表

指定結果
受領

勤務環境改善
支援センター
による支援

R4.10～

※

日
本
医
師
会

R6.4R5.7～

勤
務
時
間
の
上
限
規
制

施
行

① ②

③

④

④

⑤

⑥ ⑦

⑦

⑧

⑨

⑩

８月：済生会滋賀県病院
11月：滋賀医科大学医学部附属病院、近江八幡市立総合医療センター、

長浜赤十字病院
３月：大津赤十字病院、県立総合病院、市立長浜病院
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県内医療機関の進捗状況（Ｒ５.11月末時点）

特例水準 評価センター 滋賀県

Ｂ 連携Ｂ Ｃ－１ Ｃ－２ 申請 評価 申請 医療審議会
意見徴取

指定通知
(R6.4.1から適用)

大津赤十字病院 ○

滋賀医科大学
医学部附属病院 ○

済生会滋賀県病院 ○

県立総合病院 ○

近江八幡市立
総合医療センター ○

長浜赤十字病院 ○

市立長浜病院 ○

済
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Medical Policy Division

特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準

全水準共通

• 医療勤務環境評価センターによる評価結果

特例水準毎

• Ｂ水準

• 連携Ｂ水準２
※Ｃ-１、Ｃ-２水準は申請を予定している医療機関がないため省略

10



特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準（全水準共通）

指定要件 確認方法（書類）

１ 医師の労働時間の短縮に関する計画（以下、「労働時間短縮計画」という）の案が作成されており、作成された計画が下記
の要件のいずれも満たすこと。

当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を
聴いて作成されたものであること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

①医師の労働時間の状況、②労働が長時間にわたる
医師の労働時間の短縮に係る目標、③医師の労働管
理および健康管理に関する事項、④労働が長時間に
わたる医師の労働時間に関する事項 がすべて記載
されていること。

労働時間短縮計画（案）

２ 医療法の規定により必要な面接指導および休息時間の確保
を行うことができる体制が整備されていること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

３ 労働基準法または最低賃金法の規定に違反する行為を行い、
刑事訴訟法の規定による送致または送付が行われ、その旨
が公表された日から１年を経過していないものがないこと。

様式第５号（誓約書）
※別途、県から労働局に対し照会を行い確認します。

４ 医療機関勤務環境評価センターによる、勤務する医師の労働
時間の短縮のための取組の状況その他厚生労働省令で定め
る事項について評価を受審していること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書
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医療勤務環境評価センターによる評価結果

【全体評価の体系】

【評価結果の取扱い】

○
医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮
が進んでいる

○
医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われているが、労働時間短
縮が進んでいない。

○
医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があるが、医師労働時間
短縮計画案から今後の取組の改善が見込まれる。

△
医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要があり、医師労働時間短
縮計画案も見直しが必要である。

△
労働関係法令及び医療法に規定された事項（必須項目）に関する医療機関内の取組に
改善の必要がある。

「△」の評価を受けた医療機関の指定を行う際は、労務管理体制の改善見込み、地域医療体制
の観点から特例水準の指定の必要性を総合的に勘案して、医療審議会において審議を行う。
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特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準（Ｂ水準）

指定要件 例 確認方法（書類）

１ 次のいずれかの医療機関に該当すること。

● 三次救急医療機関 救命救急センター 不要

● 二次救急医療機関

（年間救急車受入台数1,000台以上ま
たは年間での夜間・休日・時間外入院件
数500件以上であり、かつ、県医療計画
において５疾病５事業の確保のために必
要な役割を担うと位置付けられた医療
機関に限る）

救急告示病院
病院群輪番制参画病院

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類
（病床機能報告におけ
る報告内容の写し等）

● 在宅医療において特に積極的な役
割を担う医療機関

在宅療養支援病院
在宅療養支援診療所

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

● 地域において当該医療機関以外で提供することが困難な医療を提供する医療機関

• 精神科救急に対応する医療機関
（特に患者が集中するもの）

精神科救急医療輪番病院 左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

• 小児専門医療を担う医療機関 小児救急医療支援事業参加病院 不要

• 周産期医療を担う医療機関 周産期母子医療センター
地域周産期母子医療センター
周産期協力病院

不要

• 災害医療を担う医療機関 災害拠点病院 不要

• 医療型障害児入所施設として滋
賀県に指定された医療機関

ー
不要

• 高度のがん治療を行う医療機関 都道府県がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
地域がん診療病院
滋賀県がん診療連携拠点病院
滋賀県がん診療高度中核拠点病院
滋賀県がん診療広域中核拠点病院
滋賀県地域がん診療連携支援病院

不要

• 移植医療等極めて高度な手術・
病棟管理を行う医療機関 ー

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

• その他、地域における医療の確
保のために必要な機能を有する
と都道府県知事が認めた医療機
関

ー

要検討

２ 36協定において年960時間を超える時間
外・休日労働に関する上限時間を定めること
がやむを得ない業務が存在すること。

別添１（様式第１号関連）
労働時間短縮計画（案）

３ B水準を適用することが地域の医療提供体制
の構築方針（県医療計画等）、地域医療構想と
整合的であり、地域の医療提供体制全体とし
ても医師の長時間労働を前提とせざるを得
ないこと。

医療審議会および
地域医療対策協議会
で審議します。
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特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準（連携Ｂ水準）

指定要件 確認方法（書類）

１ 医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するため
に必要な役割を担う医療機関であること。

様式第６号（派遣先医療機関一覧）
別添２（様式第２号関連）

２ 36協定において年960時間以内の時間外・休日労働に関す
る上限時間を定めているが、副業・兼業先での労働時間を通
算すると、時間外・休日労働が年960時間を超えることがや
むを得ない医師が勤務していること。

別添２（様式第２号関連）
労働時間短縮計画（案）

３ 連携B水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方
針（県医療計画等）、地域医療構想と整合的であり、地域の医
療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざる
を得ないこと。

医療審議会および地域医療対策協議会で審議します。
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Medical Policy Division

特定労務管理対象機関（Ｂ水準）の指定

に係る申請内容

近江八幡市立総合医療センター

長浜赤十字病院３
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近江八幡市立総合医療センター（全水準共通 審査基準）

【医療機関勤務環境評価センターによる評価結果】

【労働時間短縮計画（案）】

指定要件 確認方法（書類）

１ 医師の労働時間の短縮に関する計画（以下、「労働時間短縮計画」という）の案が作成されており、作成された計画が下記の要件のいずれも満たすこと。

当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成さ
れたものであること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

①医師の労働時間の状況、②労働が長時間にわたる医師の労働時
間の短縮に係る目標、③医師の労働管理および健康管理に関する事
項、④労働が長時間にわたる医師の労働時間に関する事項 がすべ
て記載されていること。

労働時間短縮計画（案）

２ 医療法の規定により必要な面接指導および休息時間の確保を行うことができ
る体制が整備されていること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

３ 労働基準法または最低賃金法の規定に違反する行為を行い、刑事訴訟法の規
定による送致または送付が行われ、その旨が公表された日から１年を経過し
ていないものがないこと。

様式第５号（誓約書）
※別途、県から労働局に対し照会を行い確認します。

４ 医療機関勤務環境評価センターによる、勤務する医師の労働時間の短縮のた
めの取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を受審して
いること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

５段階で評価される「全体評価」は、最も良い評価 （資料５－２,Ｐ１６ 参照）

全８８の個別項目のうち、１項目が「改善していない」の評価 （資料５－２,P１７～２６ 参照）

［Ｎｏ．８２］Ｒ３・４年度において、年間の時間外・休日労働が１８６０時間超の医師が１名いる

［県見解］宿日直許可の取得により、Ｒ５年度は改善見込みのため、問題なし

必要事項が全て記載されている （資料５－２,Ｐ７～１３ 参照）
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近江八幡市立総合医療センター（Ｂ水準 審査基準）

内科系診療科（共通）

• 内科系疾患患者が多く、日直の一部時間帯でしか宿日直許可を取得できない。
• 専門診療科を特定できない疾患患者については、それぞれの診療科で分担して診療しているため、入

院受け持ち患者数が多い。

腎臓内科

• 透析ベッド60床を有しており、土曜日日中や月水金の夜間を含め、血液透析の診療業務を担ってい
る（血液透析回数23,844 回/年）。

• 三次救急としての対応が必要な患者や、入院患者の重症化も含め、365日、24時間オンコール体制
で緊急血液浄化対応を行っている。

• 自科疾患だけではなく、内科疾患入院も担当するため、所属医師の入院患者担当数が慢性的に多い。
• 外来業務だけで日勤帯いっぱい掛かってしまう程の外来患者数（平均43人/日）であり、外来担当日

の病棟業務は、その前後時間外にせざるを得ない。

消化器内科

• 症例数の多い診療科である。滋賀県肝疾患専門医療機関、滋賀県肝がん・重度肝硬変治療指定医療
機関として癌関連の内視鏡的切除や化学療法もある。

• 胆石、総胆管結石、膵炎といった良性疾患の救急患者も多数診ている。また、吐下血、急性胆管炎、イ
レウスといった救急検査、治療も多数集積する。

• 医師2人のオンコール制を敷き、夜間、休日も対応しており、呼び出しも頻回にある。
• 侵襲的治療を金曜日にせざるを得ない事も多々あり、術後管理のため土曜出勤を行っている。
• 若手医師は、消化器内科外来以外にも総合内科外来を週1回務めており、その業務も長時間を要する

業務である。外来担当日は、外来終了後に病棟業務などをこなす事となり、業務が時間外に及んでし
まう。

循環器内科

• 東近江医療圏において唯一の三次救命救急センターであり、心血管病及び脳血管病を含め当該地域
における重症患者を積極的に受け入れている（外来患者数平均63人/日）。

• 365日、24 時間オンコール体制をとり、急性冠症候群、心不全、重症不整脈、動脈緊急症へ迅速な
対応を行っている。

総合内科

• 常勤医3名で病棟業務、外来業務を担っている。入院対象は、内科的疾患は全体的に対応し、病棟も
一般病棟、救命救急病棟、集中治療室と全ての病棟対応をしている。

• 土日祝の対応もせざるを得ない患者も多く、週末に主治医の代わりに出勤可能な医師も限定的であ
ることにより、年間の残業時間も多くなる。

外科

• 医師数に対して、定期手術の症例数が多い上に、手厚い周術期管理を要する高難易度手術の症例数
も多い（手術件数629件/年）。

• 頻繁な救急外科外来オンコール、緊急手術への対応を余儀なくされている。

整形外科

• 一般の紹介入院患者だけではなく、救急より夜間休日オンコール呼び出しや時間外に緊急入院手術
となる、重症骨折、開放骨折、小児骨折なども多数ある。

• 現在、通常と緊急手術を合わせ毎年千件の手術（手術件数965 件/年）を７人体制で実施している。

【やむを得ず長時間労働となる理由】

【業務内容】 （資料５－２，P３～６ 参照）
三次救急
地域において当該病院または診療所以外で提供することが困難な医療
（患者診察、重症患者対応、高難易度手術、術後管理、分娩対応、新生児管理）
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近江八幡市立総合医療センター（Ｂ水準 審査基準）
心臓血管外科

• 火曜と木曜の週2日が手術日となっており、時に手術の延長に加え、術後はＩＣＵでの術後管理を行わ
ざるを得ず、勤務時間外が必須となる。

• 救命救急センターの性質上、月に数件の急性冠動脈症候群や急性大動脈症に対して緊急手術に対応
しなければならず、夜間、休日における時間外勤務は避けることができない。

小児外科

• 小児二次救急医療機関（小児救急医療支援事業参加病院）として入院加療が必要な患者などに対し、
原則24時間365日オンコール体制で対応している。

• 滋賀県内では2カ所しかない小児外科専門医が常駐する施設であり、各地から手術を要する患児の
紹介を受ける。緊急手術を要する例も多く、疾患の性質上、時間外対応を強いられることになる。

産婦人科

• 地域周産期母子医療センターとして、年間373件の分娩を行っており、年間30件の救急母体搬送受
け入れも行っている。

小児科

• 県内に4 カ所ある小児科学会認定地域小児科センターとして小児医療の中核の一端を担っている。
• 小児二次救急医療機関（小児救急医療支援事業参加病院）、救命救急センター、地域周産期母子医療

センターとして多くの救急車を受け入れている（年間3,490人、新生児含む）。

指定要件 例 確認方法（書類）

１ 次のいずれかの医療機関に該当すること。

● 三次救急医療機関 救命救急センター 不要

● 二次救急医療機関（年間救急車受入台数1,000台以上または年間
での夜間・休日・時間外入院件数500件以上であり、かつ、県医療計画
において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けら
れた医療機関に限る）

救急告示病院
病院群輪番制参画病院

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類
（病床機能報告における
報告内容の写し等）

● 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関 在宅療養支援病院
在宅療養支援診療所

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

● 地域において当該医療機関以外で提供することが困難な医療を提供する医療機関

• 精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの） 精神科救急医療輪番病院 左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

• 小児専門医療を担う医療機関 小児救急医療支援事業参加病院 不要

• 周産期医療を担う医療機関 周産期母子医療センター
地域周産期母子医療センター
周産期協力病院

不要

• 災害医療を担う医療機関 災害拠点病院 不要

• 医療型障害児入所施設として滋賀県に指定された医療機関 ー 不要

• 高度のがん治療を行う医療機関 都道府県がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
地域がん診療病院
滋賀県がん診療連携拠点病院
滋賀県がん診療高度中核拠点病院
滋賀県がん診療広域中核拠点病院
滋賀県地域がん診療連携支援病院

不要

• 移植医療等極めて高度な手術・病棟管理を行う医療機関
ー

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

• その他、地域における医療の確保のために必要な機能を有す
ると都道府県知事が認めた医療機関

ー
要検討

２ 36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間
を定めることがやむを得ない業務が存在すること。

別添１（様式第１号関連）
労働時間短縮計画（案）

３ B水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（県医療計画等）、
地域医療構想と整合的であり、地域の医療提供体制全体としても医師の長
時間労働を前提とせざるを得ないこと。

医療審議会および地域
医療対策協議会で審議
します。 19



近江八幡市立総合医療センター（審査基準に基づく指定の判断）

【全水準共通】

【B水準】

医療機関勤務環境評価センターから、最も良い評価を得ている。

労働時間短縮計画（案）に必要事項が全て記載されている。

B水準の審査基準をすべて満たす。

• 36協定において、年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間を定めるこ
とがやむを得ない業務が存在することを確認した。

• 三次救急医療機関であるとともに、小児救急医療支援事業参加病院や地域周産期母子
医療センター、滋賀県地域がん診療連携支援病院をはじめとする様々な保健医療計画
上の医療機能を有することから、地域の医療提供体制を維持し、保健医療計画や地域医
療構想の実現のためには、医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

Ｂ水準による特定労務管理対象機関として指定

以上から、

20



長浜赤十字病院（全水準共通）

【医療機関勤務環境評価センターによる評価結果】

【労働時間短縮計画（案）】

指定要件 確認方法（書類）

１ 医師の労働時間の短縮に関する計画（以下、「労働時間短縮計画」という）の案が作成されており、作成された計画が下記の要件のいずれも満たすこと。

当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成さ
れたものであること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

①医師の労働時間の状況、②労働が長時間にわたる医師の労働時
間の短縮に係る目標、③医師の労働管理および健康管理に関する事
項、④労働が長時間にわたる医師の労働時間に関する事項 がすべ
て記載されていること。

労働時間短縮計画（案）

２ 医療法の規定により必要な面接指導および休息時間の確保を行うことができ
る体制が整備されていること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

３ 労働基準法または最低賃金法の規定に違反する行為を行い、刑事訴訟法の規
定による送致または送付が行われ、その旨が公表された日から１年を経過し
ていないものがないこと。

様式第５号（誓約書）
※別途、県から労働局に対し照会を行い確認します。

４ 医療機関勤務環境評価センターによる、勤務する医師の労働時間の短縮のた
めの取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を受審して
いること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

５段階で評価される「全体評価」は、最も良い評価 （資料５－３,Ｐ１２ 参照）

全８８の個別項目は、全て問題なし （資料５－３,Ｐ１３～２２ 参照）

必要事項が全て記載されている （資料５－３,Ｐ４～９ 参照）
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長浜赤十字病院（Ｂ水準 審査基準）

【やむを得ず長時間労働となる理由】
整形外科

• 救命救急センターとして、年間4480件の救急車を受け入れている。
• 緊急手術が必要となる症例が多く、時間内・時間外に限らず手術を実施している。休日や夜間の呼び

出し、時間外にまたがる手術なども多く、通常業務や病棟業務等が後回しになり時間外が増加する
傾向にある。

産婦人科

• 地域周産期母子医療センターとして、湖北・湖東地域を中心とした地域の中核的施設であり、年間
645件の分娩を行っており、昼夜問わず分娩対応や呼び出しが多い。

• 産婦人科においても近隣地域より母体搬送等も多く年間350件救急受診があり、救命救急センター
での対応、入院に係る対応等により、時間外労働が長時間となる傾向がある。

【業務内容】 （資料５－３，P３ 参照）
三次救急
地域において当該病院または診療所以外で提供することが困難な医療
（外来、入院診療棟、急変患者対応等）

指定要件 例 確認方法（書類）

１ 次のいずれかの医療機関に該当すること。

● 三次救急医療機関 救命救急センター 不要

● 二次救急医療機関（年間救急車受入台数1,000台以上または年間
での夜間・休日・時間外入院件数500件以上であり、かつ、県医療計画
において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けら
れた医療機関に限る）

救急告示病院
病院群輪番制参画病院

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類
（病床機能報告における
報告内容の写し等）

● 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関 在宅療養支援病院
在宅療養支援診療所

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

● 地域において当該医療機関以外で提供することが困難な医療を提供する医療機関

• 精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの） 精神科救急医療輪番病院 左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

• 小児専門医療を担う医療機関 小児救急医療支援事業参加病院 不要

• 周産期医療を担う医療機関 周産期母子医療センター
地域周産期母子医療センター
周産期協力病院

不要

• 災害医療を担う医療機関 災害拠点病院 不要

• 医療型障害児入所施設として滋賀県に指定された医療機関 ー 不要

• 高度のがん治療を行う医療機関 都道府県がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院
地域がん診療病院
滋賀県がん診療連携拠点病院
滋賀県がん診療高度中核拠点病院
滋賀県がん診療広域中核拠点病院
滋賀県地域がん診療連携支援病院

不要

• 移植医療等極めて高度な手術・病棟管理を行う医療機関
ー

左記の要件を満たすこ
とが確認できる書類

• その他、地域における医療の確保のために必要な機能を有す
ると都道府県知事が認めた医療機関

ー
要検討

２ 36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間
を定めることがやむを得ない業務が存在すること。

別添１（様式第１号関連）
労働時間短縮計画（案）

３ B水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（県医療計画等）、
地域医療構想と整合的であり、地域の医療提供体制全体としても医師の長
時間労働を前提とせざるを得ないこと。

医療審議会および地域
医療対策協議会で審議
します。 22



長浜赤十字病院（審査基準に基づく指定の判断）

【全水準共通】

【B水準】

医療機関勤務環境評価センターから、最も良い評価を得ている。

労働時間短縮計画（案）に必要事項が全て記載されている。

B水準の審査基準をすべて満たす。

• 36協定において、年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間を定めるこ
とがやむを得ない業務が存在することを確認した。

• 三次救急医療機関であり、地域周産期母子医療センターでもあるため、地域の医療提供
体制を維持し、保健医療計画や地域医療構想の実現のためには、医師の長時間労働を
前提とせざるを得ないことを確認した。

Ｂ水準による特定労務管理対象機関として指定

以上から、
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Medical Policy Division

特定労務管理対象機関（連携Ｂ水準）の指定

に係る申請内容

滋賀医科大学医学部附属病院４
25



滋賀医科大学医学部附属病院（全水準共通）
【医療機関勤務環境評価センターによる評価結果】

【労働時間短縮計画（案）】

指定要件 確認方法（書類）

１ 医師の労働時間の短縮に関する計画（以下、「労働時間短縮計画」という）の案が作成されており、作成された計画が下記の要件のいずれも満たすこと。

当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。 医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

①医師の労働時間の状況、②労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標、③医師の
労働管理および健康管理に関する事項、④労働が長時間にわたる医師の労働時間に関する事項
がすべて記載されていること。

労働時間短縮計画（案）

２ 医療法の規定により必要な面接指導および休息時間の確保を行うことができる体制が整備されていること。 医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

３ 労働基準法または最低賃金法の規定に違反する行為を行い、刑事訴訟法の規定による送致または送付が行
われ、その旨が公表された日から１年を経過していないものがないこと。

様式第５号（誓約書）
※別途、県から労働局に対し照会を行い確認します。

４ 医療機関勤務環境評価センターによる、勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況その他厚生労
働省令で定める事項について評価を受審していること。

医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書

５段階で評価される「全体評価」は、最も良い評価 （資料５－４,Ｐ２７ 参照）

全８８の個別項目のうち、３項目が「未達成」の評価 （資料５－４,Ｐ２８～３６ 参照）

［Ｎｏ．２７］超過勤務時間が月４５時間を超えない医師も、少なくとも月に１回は、医師本人が労働時間を把握
できることが分かる資料が必要

［県見解］令和６年４月から完全導入する勤怠管理システムにより達成できる見込みのため、問題なし

［Ｎｏ．２８］超過勤務時間が月４５時間を超えない医療機関全体の医師の勤務状況について、少なくとも月に
１回は管理者等が把握できることが分かる資料が必要

［県見解］令和６年４月から完全導入する勤怠管理システムにより達成できる見込みのため、問題なし

［Ｎｏ．８７］Ｂ・Ｃ水準の医師に対する意見収集を実施していることが分かる資料が必要
［県見解］評価センター受審後に、連携B水準を含む医師を対象とした職員満足度調査を実施しているため、

問題なし

必要事項が全て記載されている （資料５－４,Ｐ１１～２４ 参照）
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滋賀医科大学医学部附属病院（連携Ｂ水準 審査基準）

指定要件 確認方法（書類）

１ 医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関であること。 様式第６号（派遣先医療機関一覧）
別添２（様式第２号関連）

２ 36協定において年960時間以内の時間外・休日労働に関する上限時間を定めているが、副業・兼業先での労働時間を通
算すると、時間外・休日労働が年960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務していること。

別添２（様式第２号関連）
労働時間短縮計画（案）

３ 連携B水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（県医療計画等）、地域医療構想と整合的であり、地域の医
療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないこと。

医療審議会および地域医療対策協
議会で審議します。

【やむを得ず長時間労働となる理由】 （資料５－４,P３ 参照）
医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり月１～２日の手術応援に対応している。（１人当
たり平均年４３時間、他院での時間外労働を行っている。）これは、地域住民のために医療提供体制を確保
するために必要なものである。

医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり週１～３日，２～９時間の外来診療及び病棟診
療を行っている。（１人当たり平均年３２６時間、他院での時間外労働を行っている。）これは、地域住民の
ために医療提供体制を確保するために必要なものである。

医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり週１～３日，２～２４時間の救急対応を行ってい
る。（１人当たり平均年２９９時間、他院での時間外労働を行っている。）これは、地域住民のために医療提
供体制を確保するために必要なものである。

医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり週１～３日の宿直及び月１日の日直の対応を
行っている。（１人当たり平均年１３０時間、他院での時間外労働を行っている。）これは、地域住民のため
に医療提供体制を確保するために必要なものである。

【派遣先医療機関・派遣人数※】 （資料５－４,P４～１０ 参照）
滋賀県：39医療機関・２８９人

三重県：１医療機関・７人

京都府：１７医療機関・７０人

大阪府：５医療機関・１１人

兵庫県：２医療機関・６人
※令和５年４月1日～10月１日の派遣実績
※派遣先医療機関が異なる場合は、派遣人数を重複して計上
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滋賀医科大学医学部附属病院（審査基準に基づく指定の判断）

【全水準共通】

【連携B水準】

医療機関勤務環境評価センターから、最も良い評価を得ている。

労働時間短縮計画（案）に必要事項が全て記載されている。

連携B水準の審査基準をすべて満たす。

• 36協定において、年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間を定めるこ
とがやむを得ない医師が勤務していることを確認した。

• 県内唯一の医育機関として、医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣しており、地域
の医療提供体制を維持し、保健医療計画や地域医療構想の実現のためには、地域の医
療提供体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことを確認した。

連携Ｂ水準による特定労務管理対象機関として指定

以上から、
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様式第１号（特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請） 

近八病総第１４９号  

令和５年１０月２６日 

 

滋賀県知事   

 

                        開設者住所 〒５２３－８５０１ 

                        滋賀県近江八幡市桜宮町２３６番地 

                        氏名 近江八幡市長 小西 理                    

                                                                 

 

 

特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請書 

 

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正

する法律（令和３年法律第49号。以下「改正法」という｡)附則第５条の規定により改正法第３

条の規定による改正後の医療法（昭和23年法律第205号。以下「医療法」という｡)第113条の規

定により、別紙のとおり申請する。 

 

 

法人にあっては、名称、代表者の氏名お

よび主たる事務所の所在地 
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別紙（特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請） 

開

設

者 

住所（法人である

ときは主たる事務

所の所在地） 

ふりがな しがけんおうみはちまんしさくらのみやちょう 

滋賀県近江八幡市桜宮町２３６番地 

氏名（法人である

ときは名称） 

ふりがな おうみはちまんしちょう こにし おさむ 

近江八幡市長 小西 理 

管理者の氏名 

ふりがな みやした ひろあき 

宮下 浩明 

病院または診療所の

名称 

ふりがな おうみはちまんしりつそうごういりょうせんたー 

近江八幡市立総合医療センター 

病院または診療所の

所在の場所 

ふりがな しがけんおうみはちまんしつちだちょう 

〒５２３－００８２ 

滋賀県近江八幡市土田町１３７９番地 

               電話番号０７４８－３３－３１５１ 

医療法第 113 条第１項

の指定に係る業務の

内容（該当する番号

を○で囲むこと。） 

○1  救急医療 

２ 居宅等における医療 

○3  地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療 

添付書類 

① 医師労働時間短縮計画（案） 

② 医療法第 113 条第１項に規定する業務があることを証する書類 

（別添１（様式第１号関係）、対象医療機関に該当することを証す

る書類） 

③ 医療法第 113 条第３項第２号の要件を満たすことを証する書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 

④ 医療法第 113 条第３項第３号の要件を満たすことを誓約する書類 

（様式第５号（誓約書）） 

⑤ 医療法第 132 条の規定により通知された法第 131 条第１項第１号の

評価の結果を示す書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 
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別添１（様式第１号関係） 

医療法第 113 条第１項の指定に係る業務があることを証する書類 

 

１．業務内容（該当する内容に○をつけること。） 

１号 〇 三次救急 

 二次救急   救急車の受入件数              件 

       時間外・夜間・休日入院患者数        件 

     ※４月１日から翌年３月３１日までの１年間の件数を記載

し、申請時点における最新の病床機能報告の報告内容と同

様にすること。 

２号  居宅等における医療 

（36 協定に記載する予定の具体的な業務内容を記載すること） 

 

 

３号 〇 地域において当該病院または診療所以外で提供することが困難な医療 

（36 協定に記載する予定の具体的な業務内容を記載すること） 

患者診察、重症患者対応、高難易度手術、術後管理、分娩対応、新生児管

理 

 

２．当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間がやむを得ず長時間となる理由 

（当該業務による症例件数等の実績件数を含め、具体的な内容を記載すること。） 

【内科系診療科】 

・宿日直業務は、内科系疾患患者が多く、現状、日直の一部時間帯でしか許可取得で

きない。また、専門診療科を特定できない疾患患者については、それぞれの診療科で

分担して診療している。そのため入院受け持ち患者数が多い。 

 

【腎臓内科】 

・透析ベッド 60 床を有しており、土曜日日中や月水金の夜間を含め、血液透析の診

療業務を担っている（血液透析回数 23844 回/年、令和 4年実績）。通常の診療とは別

に、透析外来の診察がある。 

・三次救急としての対応が必要な患者や、入院患者の重症化も含め、365 日、24 時間

オンコール体制で緊急血液浄化対応を行っている。 

・自科疾患だけではなく、内科疾患入院を多数担当するため、所属医師の入院患者担

当数が慢性的に多い。 

・上記に伴い、休日や時間外急変対応や、患者家族対応（ＩＣ等）が必要となるケー

スが多い。 

・外来業務だけで日勤帯いっぱい掛かってしまう程の外来患者数（平均 43 人/日、令

和 4年実績）であり、外来担当日の病棟業務は、その前後時間外にせざるを得ない。 
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別添１（様式第１号関係） 

【消化器内科】 

・症例数の多い診療科である。滋賀県肝疾患専門医療機関、滋賀県肝がん・重度肝硬

変治療指定医療機関として癌関連の内視鏡的切除や化学療法もある。 

・胆石、総胆管結石、膵炎といった良性疾患の救急患者も多数診ている。また、吐下

血、急性胆管炎、イレウスといった救急検査、治療も多数集積する。 

・医師 2人のオンコール制を敷き、夜間、休日も対応しており、呼び出しも頻回にあ

る。 

・侵襲的治療を金曜日にせざるを得ない事も多々あり、その際は術後管理のため土曜

出勤を行っている。 

・ルーティン検査として、上部下部内視鏡が毎日あり、自科及び他科 order 検査をこ

なしている。 

・若手医師は、消化器内科外来以外にも総合内科外来を週 1回務めており、その業務

も長時間を要する業務である。外来担当日は、外来終了後に病棟業務などをこなす事

となり、業務が時間外に及んでしまう。 

 

【循環器内科】 

・東近江医療圏において唯一の三次救命救急センターであり、心血管病及び脳血管病

を含め当該地域における重症患者を積極的に受け入れている（外来患者数平均 63 人

/日、令和 4年度実績）。 

・365 日、24 時間オンコール体制をとり、急性冠症候群、心不全、重症不整脈、動脈

緊急症へ迅速な対応を行っている。 

・ＩＣＵ/ＣＣＵでは循環器疾患にかかわらず最重症患者への集中治療の役割を担っ

ているが、救急科、麻酔科などの人員不足により、循環器内科医師がＩＣＵにおける

宿日直業務の大半を請け負っており、医師負担は軽いものではない。 

 

【総合内科】 

・常勤医 3名で病棟業務、外来業務を担っている。入院対象は、内科的疾患は全体的

に対応し、病棟も一般病棟、救命救急病棟、集中治療室と全ての病棟対応をしている。 

・土日祝の対応もせざるを得ない患者も多く、週末に主治医の代わりに出勤可能な医

師も限定的であることにより、年間の残業時間も多くなる。 

 

【外科】 

・医師数に対して、定期手術の症例数が多い上に、手厚い周術期管理を要する高難易

度手術の症例数も多い（手術件数 629 件/年、令和 4年度実績）。 

・頻繁な救急外科外来オンコール、緊急手術への対応を余儀なくされている。 
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別添１（様式第１号関係） 

【整形外科】 

・一般の紹介入院患者だけではなく、救急より夜間休日オンコール呼び出しや時間外

に緊急入院手術となる、重症骨折、開放骨折、小児骨折なども多数ある。現在、通常

と緊急手術を合わせ毎年千件の手術（手術件数 965 件/年、令和 4年度実績）を実施

している。つきましては、現在の 7 人体制では、一人あたりの時間外が多くなるのは

やむを得ない。 

 

【心臓血管外科】 

・火曜と木曜の週 2日が手術日となっており、時に手術の延長に加え、術後はＩＣＵ

での術後管理を行わざるを得ず、勤務時間外が必須となる。また、周術期管理も重要

で、術後患者診療のため、週末の時間外勤務も必須。 

・当院は救命救急センターの性質上、月に数件の急性冠動脈症候群や急性大動脈症に

対して緊急手術に対応しなければならず、夜間、休日における時間外勤務は避けるこ

とができない。 

・医師数 3名のため、緊急手術は当番制にはできず、勤務時間の短縮が難しい。 

 

【小児外科】 

・小児二次救急医療機関（小児救急医療支援事業参加病院）として入院加療が必要な

患者などに対し、原則 24 時間 365 日オンコール体制で対応している。 

・滋賀県内では 2 カ所しかない小児外科専門医が常駐する施設であり、各地から手

術を要する患児の紹介を受ける。緊急手術を要する例も多く、疾患の性質上、時間外

対応を強いられることになる。新生児では、とくに術後管理に人手を要する（手術数

年間 200 件程度）。 

 

【産婦人科】 

・地域周産期母子医療センターとして、年間 373 件（令和 4年度実績）の分娩を行っ

ており、年間 30 件（令和 4年度実績）の救急母体搬送受け入れも行っている。宿日

直許可取得はしているが、緊急時には複数医師の対応が必要な状況も多い。 

 

【小児科】 

・県内に 4 カ所ある小児科学会認定地域小児科センターとして小児医療の中核の一

端を担っている。 

・小児二次救急医療機関（小児救急医療支援事業参加病院）、救命救急センター、地

域周産期母子医療センターとして多くの救急車を受け入れている。令和 4 年度実績

としては、救急車搬入実患者数 14，374 人のうち、小児科診療範囲である 0～14 歳に

おいて、3,490 人（約 24.3％、新生児含む）である。 

・小児ＩＣＵ症例において年間 200～300 件の対応を行っている。 

・地域周産期母子医療センターとして、年間 373 件（令和 4年度実績）の分娩を扱っ
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別添１（様式第１号関係） 

ており、異常分娩、病的新生児対応により、予定している労働時間が長時間になりや

すい。 

 

問合せ先 

担当部署・氏名 総務課・吉井大輔 

連絡先電話番号 ０７４８－３３－３１５１（内線７０３１） 

連絡先メールアドレス 030202＠city.omihachiman.lg.jp  
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令和６年度 近江八幡市立総合医療センター 医師労働時間短縮計画 

※令和６年度に向けた指定申請用 

 

 

計画期間 

 令和６年４月１日～令和９年３月３１日 

  

 

対象医師 

 腎臓内科（6名）消化器内科（9名）循環器内科（9名）総合内科（7名） 

外科（5名）整形外科（6名）心臓血管外科（3名）小児外科（3名） 

産婦人科（7名）小児科（11 名） 

 ※上記診療科申請水準は、全て B水準 

 

１．労働時間と組織管理（共通記載事項） 

 

（１）労働時間数 

 

全体（120 名）※令和 3 年度医師数 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

平均 751 時間 25 分 

最長 1932 時間 45 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 37 人・30.8% 

1,860 時間超の人数・割合 1 人・0.8% 

 

 

 腎臓内科医師（6名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 7 名 

令和 6 年度目標 

医師数 6 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 1159 時間 18 分 1127 時間 0 分 1014 時間 18 分 

最長 1465 時間 45 分 1433 時間 27 分 1290 時間 7 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 5 人・71.4％ 5 人・83.3％ 5 人・83.3％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 
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消化器内科医師（9名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 10 名 

令和 6 年度目標 

医師数 9 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 1001 時間 7 分 951 時間 14 分 856 時間 7 分 

最長 1343 時間 55 分 1294 時間 2 分 1164 時間 38 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 7 人・70.0％ 6 人・66.7％ 5 人・55.6％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 

 

 

循環器内科医師（9名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 10 名 

令和 6 年度目標 

医師数 9 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 1344 時間 53 分 1032 時間 45 分 929 時間 29 分 

最長 1932 時間 45 分 1620 時間 37 分 1458 時間 34 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 8 人・80.0％ 5 人・55.6％ 4 人・44.4％ 

1,860 時間超の人数・割合 1 人・10.0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 

 

 

総合内科医師（7名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 4 名 

令和 6 年度目標 

医師数 7 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 603 時間 36 分 582 時間 13 分 579 時間 55 分 

最長 985 時間 01 分 963 時間 38 分 960 時間 0 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 1 人・25.0％ 1 人・14.3％ 0 人・0％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 

 

 

外科医師（5名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 6 名 

令和 6 年度目標 

医師数 5 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 664 時間 12 分 463 時間 18 分 440 時間 49 分 

最長 1210 時間 30 分 1009 時間 36 分 960 時間 0 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 3 人・50.0％ 1 人・20.0％ 0 人・0％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 
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整形外科医師（6名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 6 名 

令和 6 年度目標 

医師数 6 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 903 時間 46 分 740 時間 22 分 令和 6 年度目標

時間を維持また

は削減を目標と

する。 

最長 1172 時間 45 分 960 時間 0 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 3 人・50.0％ 0 人・0％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 

 

 

心臓血管外科医師（3名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 2 名 

令和 6 年度目標 

医師数 3 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 1562 時間 52 分 1014 時間 30 分 950 時間 11 分 

最長 1573 時間 30 分 1025 時間 8 分 960 時間 0 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 2 人・100.0％ 2 人・66.7％ 0 人・0％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 

 

 

小児外科医師（3名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 3 名 

令和 6 年度目標 

医師数 3 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 1273 時間 52 分 872 時間 25 分 785 時間 11 分 

最長 1533 時間 40 分 1132 時間 13 分 1019 時間 0 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 2 人・66.7％ 2 人・66.7％ 1 人・33.3％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 

 

 

産婦人科医師（7名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 6 名 

令和 6 年度目標 

医師数 7 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 925 時間 22 分 325 時間 7 分 306 時間 18 分 

最長 1619 時間 51 分 1019 時間 36 分 960 時間 0 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 3 人・50.0％ 1 人・14.3％ 0 人・0％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 0 人・0％ 
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小児科医師（１１名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和 3 年度実績 

医師数 11 名 

令和 6 年度目標 

医師数 11 名 

計画期間終了年

度の目標 

平均 733 時間 2 分 556 時間 23 分 令和 6 年度目標

時間を維持また

は削減を目標と

する。 

最長 1264 時間 40 分 960 時間 0 分 

960 時間超～1,860 時間の人数・割合 2 人・18.2％ 0 人・0％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0％ 

 

（２）労務管理・健康管理 

 

【労働時間管理方法】 

令和 3 年度の取組実績 ＩＣカード、生体認証を使用した出退勤管理 

令和 6 年度の取組目標 ・時間外申請承認者への自己研鑽の取扱いなどに

基づいた承認を実施するよう定期的な啓発。また、

事務職等による承認された時間外申請の精査 

・令和5年度中に就業管理システムの更新を行い、

令和 6 年度以降はシステムを活用し、適切な勤務

計画作成及び労働時間管理を行う。 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 

 

【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】 

令和 3 年度の取組実績 特になし（許可は得ていない）。 

令和 6 年度の取組目標 宿日直許可に基づいた適切な労働の管理 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 

 

【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】 

令和 3 年度の取組実績 自己研鑽についてルールを定めている。 

令和 6 年度の取組目標 自己研鑽についてのルールの周知、徹底を行う。 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 

 

【労使の話し合い、36 協定の締結】 

令和 3 年度の取組実績 ３６協定の締結 

令和 6 年度の取組目標 Ｂ水準適用医師を労働安全衛生委員会（医師部会）

に参加させ、意見のくみ取りを行う。 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 
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【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】 

令和 3 年度の取組実績 健康診断を年 2 回実施する。 

令和 6 年度の取組目標 労働安全衛生委員会（医師部会）等で長時間労働

職員の対応状況の共有や対策等を検討する。 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 

 

（３）意識改革・啓発 

 

【管理者マネジメント研修】 

前年度の取組実績 国等が実施する病院長向けの研修会に病院長が参

加した。 

令和 6 年度の取組目標 ・全医師に対し、勤怠管理や職員自身が理解すべ

き内容（就業・退勤打刻、自己研鑽部分のルール

等）に関する研修会を年 1 回実施する。 

・主任部長、勤務計画管理者に対して就業規程や

勤務計画作成、管理等に関する研修会を総務課総

務・人事グループ職員又は外部講師を招き年 1 回

（4 月頃）実施する。 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 

 

（４）策定プロセス 

 

各職種（医師、看護師、薬剤師、医療技術職、事務職）が参画する病院勤務医負担軽減等改善検

討委員会（医師部会）を２・３月に開催し、この計画の検討を行い策定した。 

 

２．労働時間短縮に向けた取組（項目ごとに任意の取組を記載） 

  

（１）タスク・シフト／シェア 

 

【看護師】 

計画策定時点での取組実績 特定行為研修を受講した看護師が 3 名いる。 

計画期間中の取組目標 

救急外来における医師の事前指示や事前に取り決

めたプロトコールに基づく血液検査の検査オーダ

ー入力 
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【薬剤師】 

計画策定時点での取組実績 薬剤管理・服薬指導（本人と家族への説明） 

計画期間中の取組目標 事前に取り決めたプロトコールに沿って、処方さ

れた薬剤の変更 

＜投与量・投与方法・投与期間・剤形・含有規格変

更等＞ 

 

【診療放射線技師】 

計画策定時点での取組実績 造影検査、核医学検査における注入後の状態観察、

抜針を一部で実施 

計画期間中の取組目標 放射線造影検査時の造影剤注入確認・抜針・止血の

実施 

 

【臨床検査技師】 

計画策定時点での取組実績 採血検査・超音波検査の実施 

計画期間中の取組目標 ①術中モニタリングの拡充 

②耳鼻咽喉科・頭頸部外科検査の拡充 

③輸血副作用対象者について、血液センターと連

携し書類・検体等の準備を行う 

④人工呼吸器やＣＶポート（皮下埋込型中心静脈

アクセスポート）等の装着状況確認 

 

【臨床工学技士】 

計画策定時点での取組実績 
各種手術において術者に器材や医療材料を手渡す

行為を行っている。 

計画期間中の取組目標 医師の指示の下、麻酔科補助業務を行う。 

 

【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士】 

計画策定時点での取組実績 リハビリテーションに関する各種書類の記載・説

明・書類交付 

計画期間中の取組目標 検診時の視機能検査の実施と評価、検診結果報告

書の作成 

（※視能訓練士以外の職種のタスク・シフト／シ

ェアは既に取組済の為、視能訓練士の目標とした） 
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【医師事務作業補助者】 

計画策定時点での取組実績 医師の具体的指示の下、診療録等の代行入力（一部

の診療科・医師を除く）及び書類下書き・仮作成（全

診療科・医師） 

計画期間中の取組目標 医師の具体的指示の下、診療録等の代行入力につ

いて、介入出来ていない診療科・医師に医師事務作

業補助者を配置 

 

（２）医師の業務の見直し 

 

計画策定時点での取組実績 予定手術日の前日の当直には配慮している。 

計画期間中の取組目標 
病状説明の勤務時間内実施と患者・家族さんへの

周知徹底 

 

（３）その他の勤務環境改善 

 

計画策定時点での取組実績 
医師が短時間勤務等を希望した場合に受け入れ、

活用できる環境がある。 

計画期間中の取組目標 

・院外からの電子カルテ閲覧及び入力システム導

入 

・健康面や勤務へのモチベーション、医療提供体

制に関する懸念事項等について情報収集するた

め、年 1 回（10 月頃）職員満足度調査をｅラー

ニングシステムを活用し実施する。 

 

（４）副業・兼業を行う医師の労働時間の管理 

 

計画策定時点での取組実績 医師の副業・兼業の把握、許可 

計画期間中の取組目標 副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画の作成 
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様式第５号（誓約書） 

 

 

誓  約  書 

 

 

 

当近江八幡市立総合医療センターは、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 113

条第３項第３号に規定する要件を満たしていることを誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益

を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

              令和５年１０月２６日 

 

 

               住所（または所在地） 

滋賀県近江八幡市土田町１３７９ 

 

               医療機関名および代表者名  

        近江八幡市立総合医療センター 

        近江八幡市病院事業管理者 宮下 浩明 
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評価第23-95号
2023年9月29日

近江八幡市立総合医療センター　病院長 殿

医療機関勤務環境評価センター
代表　松 本 吉 郎

　このたび、貴院より受審申請いただきました「医療機関の医師の労働時間短縮の取組 」
の評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）を通知いたします。
　評価結果報告書の内容をご確認いただき、貴院が所在する都道府県への指定申請に向けた
手続きを進めていただくとともに、今後の医師の労働時間短縮に向けた取組にもご活用いた
だきますようお願いいたします。また、本評価結果につきましては、医療法第１０９条 に
基づき、貴院が所在する都道府県にも通知を行いますのでご了知願います。
　なお、 評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）の内容について異議がある場合
は、評価センターに対して異議申し立てを行うことができます。
　該当箇所とご意見をご記載（必要に応じて根拠となる資料を添付）の上、本通知の到達日
の翌日から１４日以内に当センター事務局宛て(isi-hata@po.med.or.jp)にメール にてご連絡
いただきますようお願いいたします。

評価結果通知書
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2023年9月21日

医療機関勤務環境評価センター
代表 松 本 吉 郎

評価結果報告書

近江八幡市立総合医療センター　病院長 殿

[全体評価]

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる

［指摘事項・助言等］
労働関係法令及び医療法に規定された必要な条件を満たしており、それ以外の労務管理体制の整備が十分に
行われているが、医師の適切な勤務計画の作成に向けて取組むことが必要である。また、労働時間短縮に向
けて着実に取り進められている。さらなる改善に向けて取組むことが望まれる。
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個別項目評価結果

医療機関コード 2510401322

医療機関名 近江八幡市立総合医療センター

医師労働時間
短縮計画

医師労働時間短縮計画（ R6年度以降） .pdf

サーベイヤー評価記入欄

項目
番号

項目 必須
項目 自己評価 取組状況 提出資料名 資料の該当箇所

提出資料
なし

必須
項目 評価結果 評価コメント

1 労務管理に関する責任者を置き、かつ責任の所在と
その役割を明確に示している

達成している 〇

労務管理責任者の選任について、労働安
全衛生委員会（医師部会）で協議し、院長
を労務管理責任者とする事と、その役割に
ついて労務管理運用規程に明記している。

1 【項目番号1】医師部会議事概要（ 4月）.pdf 1 Ｐ.1（3）

達成している 〇
近江八幡市立総合医療センター職員の労務管
理の運用に関する規程（ P.1第3条（1））において
確認した

2 【項目番号1】医師部会議事概要（ 5月）.pdf 2 Ｐ.1（1）

3 【項目番号1】近江八幡市立総合医療センター職員
の労務管理の運用に関する規程 .pdf 3 P.1第3条（1）

4 【項目番号1】組織図R5.4.1.pdf 4 すべて

5 5

2 労務管理に関する事務の統括部署が明確に存在す
る

達成している 〇

事務長が労務管理に関する事務統括者で
あること、総務課総務・人事グループが労
務管理事務業務の実務を担当す部署であ
る事を労務管理運用規程に明記している。
総務課の詳細な分掌業務は、管理運営に
関する規程に明記している。

1 【項目番号2】近江八幡市病院事業の管理運営に関
する規程 .pdf 1 Ｐ.3-5（1）

達成している 〇
近江八幡市病院事業の管理運営に関する規程
（Ｐ.3-5（1））および近江八幡市立総合医療セン
ター職員（P.1第3条（3）・（5））において確認した

2 【項目番号2】近江八幡市立総合医療センター職員
の労務管理の運用に関する規程 .pdf 2 Ｐ.1第3条（3）（5）

3 【項目番号2】組織図R5.4.1.pdf 3 すべて

4 4
5 5

3 医師の自己研鑚の労働時間該当性のルールを定め
ている

達成している 〇

医師勤務心得に医師の研鑽に係る労働時
間に関する考え方のルールを定め、医師に
資料の保管場所を通知し、ルールを周知し
ている。なお、ルールに関しては、評価に関
するガイドライン解説集にある資料編（ 2）自
己研鑽の「医師の研鑽に係る労働時間に
関する考え方について」を参考にしていま
す。

1 【項目番号3】医師業務心得掲載場所 .pdf 1 すべて

達成している 〇

医師勤務心得（Ｐ .3（4））およびイントラネットにお
いて確認した。
自己研鑽のルールは、医師の同意を得て適切
に対応すること。

2 【項目番号3】医師勤務心得 .pdf 2 Ｐ.3（4）
3 3
4 4

5 5

4
追加的健康確保措置の体制を整備するために、勤務
間インターバルと代償休息に関するルールをいずれ
も定めている

● 達成している 〇

医師勤務心得に勤務間インターバル・代償
休息規程の内容がまだ院内で固まってい
ないため、ルール（案）として明記している。
医師には、（案）であり参考までに内容を確
認するよう通知している。

1 【項目番号4】医師業務心得掲載場所 .pdf 1 すべて

● 達成している 〇
近江八幡市立総合医療センター医師勤務心得
P11～12および病院ポータルサイトにおいて確
認した

2 【項目番号4】医師勤務心得 .pdf 2 Ｐ.11（6）
3 3
4 4
5 5

5
議事録または議事概要を院内で公開することが前提
の多職種からなる役割分担推進のための委員会又
は会議が設置されている

達成している 〇

医師の負担軽減等を検討する委員会とし
て、他職種の委員で構成されている安全衛
生委員会（医師部会）を設置している。委員
会の議事概要は、開催の都度、遅滞なく院
内ポータルサイトの掲示板で職員に周知し
ている。

1 【項目番号5】20230512医師部会議事概要 .pdf 1 すべて

達成している 〇
多職種からなる負担軽減に関する委員会が設
置され、医師の負担軽減について検討されてい
ることを議事録から確認した。

2 【項目番号5】安全衛生委員会（医師部会）名簿 .pdf 2 すべて

3 【項目番号5】医師部会議事概要掲載場所 .pdf 3 すべて

4 【項目番号5】医師部会議事概要掲載内容 .pdf 4 すべて

5 【項目番号5】近江八幡市立総合医療センターの医
療従事者の軽減等改善検討部会設置要綱 .pdf 5 P.1第2条

6 就業規則、賃金規程を作成し、定期的に見直しを行
い、変更を行った際には周知されている ● 達成している 〇

就業規程・給与規定を作成し、改定が必要
になった際には、法定に則り手続きを行っ
ている。就業規程・給与規定は院内ポータ
ルサイトの共有フォルダ内に配置しており、
職員に周知している。なお、非常勤医師を
雇用しているが、適用される就業規程・給
与規程が作成出来ておらず、現在作成を
検討しています。【追記】しています。

1 【項目番号6】近江八幡市病院企業職員給与規程 .
pdf 1 すべて

● 達成している 〇 給与規則等が適切に作成されていることは確認
できた。

2 【項目番号6】近江八幡市病院企業職員就業規程
（印有）.pdf 2 すべて

3 【項目番号6】近江八幡市病院事業会計年度任用職
員給与規程 .pdf 3 すべて

4 【項目番号6】近江八幡市病院事業会計年度任用職
員就業規程 .pdf 4 すべて

5 【項目番号6】就業規則（変更）届、【追加】【項目番
号6】就業規程・給与規程掲載場所 .pdf 5 すべて

7 就業規則、賃金規程をいつでも医師が確認すること
ができる ● 達成している 〇

院内ポータルサイトの共有フォルダ内に配
置し、いつでも確認することできる。配置場
所については、医師勤務心得にも明記して
います。

1 【項目番号7】医師勤務心得 .pdf 1 Ｐ.10（3）（4）

● 達成している 〇 院内ポータルサイトの写しにより確認した。

2 【項目番号7】就業規程・給与規程掲載場所 .pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5
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https://drive.google.com/file/d/1Y5VyowqtVRJXzGx3EYeR2jCqeR1wwZvS/view
https://drive.google.com/file/d/1lG5Tmawjrt0-LJJGP0h1mQ7QuPdCSod_/view
https://drive.google.com/file/d/1xPBBOgFvTZU8rgOfu81D5omsjxZSqNbl/view
https://drive.google.com/file/d/1Mfd1Rc-XbuJeIL-6ODvLFz1V8jVsOchp/view
https://drive.google.com/file/d/1Mfd1Rc-XbuJeIL-6ODvLFz1V8jVsOchp/view
https://drive.google.com/file/d/1agvP7fEWLnntYCLZ3ZmVU3F1ul9rL1v4/view
https://drive.google.com/file/d/1Pxl7FwzF-AVc6FVXE7gIHjRcY0TzbS-k/view
https://drive.google.com/file/d/1Pxl7FwzF-AVc6FVXE7gIHjRcY0TzbS-k/view
https://drive.google.com/file/d/1-X2_oVmYvGqJ_GKWfUTcZw3q2yf2Ex9E/view
https://drive.google.com/file/d/1-X2_oVmYvGqJ_GKWfUTcZw3q2yf2Ex9E/view
https://drive.google.com/file/d/112OaN7i29KBoaXY1EcdoI4oQy8hBxEBh/view
https://drive.google.com/file/d/15TAvTB-SYpk-vsCh58gg2Ci-35AEPBLA/view
https://drive.google.com/file/d/1ApFq-YAWpL5b2pxbd3FCzGxQr1-qrCj9/view
https://drive.google.com/file/d/1eEKsLh1yfwwsOlps8Q1wFWFDEZqTcPEV/view
https://drive.google.com/file/d/1fgn5cKWqlzh7QV_sMl-U5aEv6JirjyKR/view
https://drive.google.com/file/d/1kPRgo5wqVutob612d4OSBlLO9EuSWLIA/view
https://drive.google.com/file/d/1d8tejrJIOemeNfds_NCHNhwZknWn0RUL/view
https://drive.google.com/file/d/14WY69lY9k_z7f569itpoJDQikPntlUaf/view
https://drive.google.com/file/d/1vLkuhbfKVU5nF7DXBeSd9sHVBqvANNA6/view
https://drive.google.com/file/d/1nVEytf6qW2gVdlBIAxCKBhPB4KeUeKgv/view
https://drive.google.com/file/d/1nVEytf6qW2gVdlBIAxCKBhPB4KeUeKgv/view
https://drive.google.com/file/d/1qQJiGTuAuixNL25bJn6FeKra4tzTAubS/view
https://drive.google.com/file/d/1qQJiGTuAuixNL25bJn6FeKra4tzTAubS/view
https://drive.google.com/file/d/11710xW4TsDFmBACGHwWbnh196_AGnxTr/view
https://drive.google.com/file/d/11710xW4TsDFmBACGHwWbnh196_AGnxTr/view
https://drive.google.com/file/d/1ZzKGkHd6C7PcH1cC0ljUAuEZU3eLEPLv/view
https://drive.google.com/file/d/1ZzKGkHd6C7PcH1cC0ljUAuEZU3eLEPLv/view
https://drive.google.com/file/d/1wxx2DM37_uk3184fUAMid9PKAwnYhbmy/view
https://drive.google.com/file/d/1wxx2DM37_uk3184fUAMid9PKAwnYhbmy/view
https://drive.google.com/file/d/1JXZ9aAMm3_vcVQH3boJ27ZllmcgjMi2z/view
https://drive.google.com/file/d/1JXZ9aAMm3_vcVQH3boJ27ZllmcgjMi2z/view
https://drive.google.com/file/d/1C4X8Qnqteh8jU0l04gqXAf2PLZQruLCJ/view
https://drive.google.com/file/d/1XKCvEILhXiES0mMzKt1ktAi4bc4hK-1i/view


8 育児・介護休業に関する規程を作成している 達成している 〇
育児・介護休業に関する規程を作成してお
り、法改正があった際は、法定に則り改定
しています。

1 【項目番号8】近江八幡市会計年度任用職員の勤務
時間、休暇等に関する規則 .pdf 1 Ｐ.2第5条2（3）～（5）

達成している 〇
昨年度の育児・介護休業法改正による条例改正
に対応して適切に育児介護休業規程を作成して
いる。

2 【項目番号8】近江八幡市職員の育児休業等に関す
る規則.pdf 2 すべて

3 【項目番号8】近江八幡市職員の育児休業等に関す
る条例.pdf 3 すべて

4 【項目番号8】近江八幡市病院企業職員就業規程
（印有）.pdf 4 Ｐ.21第26条（介護休暇）、Ｐ .25第30条（育

児休業等）

5 【項目番号8】近江八幡市病院事業会計年度任用職
員就業規程 .pdf 5 Ｐ.3第12条（育児休業等）

9
常勤・非常勤医師に対し、雇用契約を医師個人と締
結し、雇用契約書又は労働条件通知書を書面で交付
している

● 達成している 〇

非常勤医師とは雇用契約を締結し、正規職
員・会計年度任用職員には労働条件通知
書を書面交付しています。現在、非常勤医
師の勤務実績確認は出勤日連絡票用紙を
用いていますが、タイムカードや就業管理
システムで管理する事を今後検討していき
ます。

1 【項目番号9】非常勤医師雇用契約書 .pdf 1 すべて

● 達成している 〇 労働条件通知書および非常勤職員の雇用契約
書のひな型を確認した。

2 【項目番号9】労働条件通知書（会計年度） .pdf 2 すべて

3 【項目番号9】労働条件通知書（正規職員） .pdf 3 すべて

4 4
5 5

10
常勤・非常勤医師に対し、入職時に、就業規則、賃金
規程や労働時間の管理方法に関して、医師本人へ
周知している

● 達成している 〇

入職時にオリエンテーションを実施してお
り、総務課総務・人事グループ担当者より
労働時間管理方法と、医師勤務心得につ
いて周知している。就業規程・給与規程に
ついては、【追記】医師勤務心得に掲載場
所を明記しており、配置場所を掲載場所に
ついて説明し、自身で確認するよう周知し
ている。

1 【項目番号10】4.1入職医師通知文書・オリエンテー
ションスケジュール .pdf 1 オリエンテーションスケジュール（ 4月3日

①③）

● 達成している 〇
入職時に労働時間の管理方法のマニュアルや
医師の勤務心得は配布されたことが確認ができ
る。

2 【項目番号10】医師勤務心得（ 4.1入職時） .pdf 2 Ｐ.1Ⅱ当院の医師勤務規程 1.（1）、Ｐ.9Ⅶ法
令等（3）（4）

3 【項目番号10】休暇種別一覧 .pdf 3 すべて

4 【項目番号10】就業管理システム操作マニュアル
（4.1入職時） .pdf 4 すべて

5
【項目番号10】非常勤医師への事務連絡通知、【追
加】【項目番号10】就業規程・給与規程掲載場所 .
pdf

5 すべて

11
宿日直許可の有無による労働時間の取扱い（「宿日
直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直
・日直」）を区別して管理している

● 達成している 〇

文書（医師勤務心得）と図（宿日直許可を踏
まえた休息について）にて、労働時間の取
扱いについて説明している。現状、就業管
理システムでは区別して管理することがで
きないため、今後システム更新を検討し、
来年度はシステム対応する予定である。更
新時期につきましては、項目番号 49の取組
状況をご確認ください。

1 【項目番号11】5月出勤簿（医師3例）.pdf 1 すべて

● 達成している 〇
宿日直許可の有・無について診療科ごとに整理
されていることが提出された資料から確認でき
た。

2 【項目番号11】医師勤務心得 .pdf 2 Ｐ.6-4（1）～（3）

3 【項目番号11】宿日直関係担当表（ 5月）.pdf 3 すべて

4 【項目番号11】宿日直許可を踏まえた休息につい
て.pdf 4 すべて

5 【項目番号11】宿日直勤務許可書 .pdf 5 すべて

12 36協定では実態に即した時間外・休日労働時間数を
締結し、届け出ている ● 達成している 〇

36協定の延長することができる時間数 1年
1200時間について、令和 4年度実績では一
部の医師が超過しているが、宿日直許可
取得した事などにより、労働時間数が削減
される事が予想され、 1200時間を目処とし
働いて頂けると考え締結しています。しか
し、規定時間を超過する医師が現れる可能
性もあり、次回締結時には実績時間数精査
し乖離しないようにいたします。

1 【項目番号12】36協定書.pdf 1 すべて

● 達成している 〇 時間外労働時間の実績を確認しながら、 36条協
定を締結していることが確認できた。

2 【項目番号12】令和4年度医師時間外集計 .pdf 2 すべて

3 3
4 4

5 5

13
36協定を超えた時間外・休日労働が発生した場合の
見直し方法があり、かつその方法に基づく見直しを実
施している

達成している 〇

医師部会で勤務体制など見直すと医師勤
務心得に明記しているが、見直しのルール
は作成していないため、フローチャートを
8・9月頃完成を目処に作成します。

1 【項目番号13】医師勤務心得 .pdf 1 Ｐ.8（17）

達成している 〇

医師勤務心得Ｐ .8（17）により時間外労働時間の
実績に応じて36条協定を見直すことが確認さ
れ、根拠となる時間外労働時間の実績も示され
ている。

2 【項目番号13】令和4年度医師時間外集計 .pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

14 36協定の締結当事者となる過半数代表者が適切な
選出プロセスを経て選出されている ● 達成している 〇

医師の過半数が出席した診療部総会に
て、出席者全員の賛成で過半数代表者を
決定した。

1 【項目番号14】36協定書.pdf 1 すべて

● 達成している 〇 議事録を確認し、過半数代表者が選出されてい
ることを確認した。

2 【項目番号14】診療部総会会議録（ R5年度）.pdf 2 Ｐ.1（2）

3 3
4 4
5 5

15
36協定の締結に関して、医師（特にＢ水準、連携Ｂ水
準及びＣ水準適用医師）から意見をくみ取る仕組み
がある

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇

診療部総会にて、過半数代表者から 36協
定について説明し、意見を募った。また、令
和6年度以降の目標として医師部会に対象
医師を出席させ、意見聴取することを医師
労働時間短縮計画に明記すると共に、医
師勤務心得にも同じく明記している。

1 【項目番号15】医師勤務心得 .pdf 1 Ｐ.8（18）

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇 労働時間短縮計画 P4において確認した。

2 【項目番号15】医師労働時間短縮計画（ R6年度以
降）.pdf 2 Ｐ.4【労使の話し合い、 36協定の締結】

3 【項目番号15】診療部総会会議録（ R5年度）.pdf 3 Ｐ.1（2）

4 4
5 5

- 18 -

https://drive.google.com/file/d/1mQUMU68tLPMObD6QVs6zLJyaI3KVcMuk/view
https://drive.google.com/file/d/1mQUMU68tLPMObD6QVs6zLJyaI3KVcMuk/view
https://drive.google.com/file/d/1o3g-YGWM-NWSfwCXIA7QRimKGcoAJB_O/view
https://drive.google.com/file/d/1o3g-YGWM-NWSfwCXIA7QRimKGcoAJB_O/view
https://drive.google.com/file/d/1AaFpLm2g9eWqmJ8Wgf1HKzYY9VuWWSGV/view
https://drive.google.com/file/d/1AaFpLm2g9eWqmJ8Wgf1HKzYY9VuWWSGV/view
https://drive.google.com/file/d/1fSFXfvZq5oFCWspAh8RPYLMrlHH0OTOg/view
https://drive.google.com/file/d/1fSFXfvZq5oFCWspAh8RPYLMrlHH0OTOg/view
https://drive.google.com/file/d/1nm0XSOgjVWMd9pR0ZEbdEXH02kobmp8V/view
https://drive.google.com/file/d/1nm0XSOgjVWMd9pR0ZEbdEXH02kobmp8V/view
https://drive.google.com/file/d/1ftCYsBDmyKF2lY4dAxixWQEA525i0YI9/view
https://drive.google.com/file/d/1cXoN5EseYCGhnkLbkGjIX0DylLRZZoeI/view
https://drive.google.com/file/d/1DBWoUl03YcCX34Z4tCF0CVeHtoSF8rd2/view
https://drive.google.com/file/d/1i-nsUSN-KZIzo5vFkIdUxi9CDqe37Fy8/view
https://drive.google.com/file/d/1i-nsUSN-KZIzo5vFkIdUxi9CDqe37Fy8/view
https://drive.google.com/file/d/18ZlWalN6U-e5TkyVddO4D52EvSXouGiM/view
https://drive.google.com/file/d/1pZT1-GbetI2nl6awq3_3YjeJG2SMpqxN/view
https://drive.google.com/file/d/1SQATP2MmrslmNPDPcf-TWCvBCanJ9VyN/view
https://drive.google.com/file/d/1SQATP2MmrslmNPDPcf-TWCvBCanJ9VyN/view
https://drive.google.com/file/d/1dvDwzDKkJ4_Wm5Dcq4M70Wj0rMNCm45X/view
https://drive.google.com/file/d/1dvDwzDKkJ4_Wm5Dcq4M70Wj0rMNCm45X/view
https://drive.google.com/file/d/1dvDwzDKkJ4_Wm5Dcq4M70Wj0rMNCm45X/view
https://drive.google.com/file/d/1m2joZlJhYk4wLmeXplGZKfwWEGPoF4_s/view
https://drive.google.com/file/d/1g4dOXQP9iY8MJW0eMAxbSDdWjdRF9y8m/view
https://drive.google.com/file/d/1wxLPjgpwEQTBQ-kl3UWkViDG3NzwUdwf/view
https://drive.google.com/file/d/1o-FHOiRzkcWVySTPaPhOv8k6DfbsbBNC/view
https://drive.google.com/file/d/1o-FHOiRzkcWVySTPaPhOv8k6DfbsbBNC/view
https://drive.google.com/file/d/1S6KULnQ-vijxvjlLVSJNB8RHhKJu1uZl/view
https://drive.google.com/file/d/11h_7uQQ4l1P_fK0_vngedxHTGHgJhobf/view
https://drive.google.com/file/d/1RmomI2JYf3V_GUr_79TKBmYeRTGMiOl5/view
https://drive.google.com/file/d/1EPmKHsgtXvBQVkpnvxzL79rPMGW3mkNp/view
https://drive.google.com/file/d/1T844vfQXYSlI7o_8f4-qEriEx_eOllTJ/view
https://drive.google.com/file/d/1SozY56dZyx-k5smSIP3N9Mg-BrvEWjl3/view
https://drive.google.com/file/d/1OQJA6hiTKSnHQfjs50WuVIgRQlNkuETy/view
https://drive.google.com/file/d/1qKW7lMKifa6PA0vzdNTwLGJdpbMGEYH3/view
https://drive.google.com/file/d/11pQ2xXi6a1eY3TR64wXHwd720ZGEsnKi/view
https://drive.google.com/file/d/11pQ2xXi6a1eY3TR64wXHwd720ZGEsnKi/view
https://drive.google.com/file/d/1gLpg99JQ6Fsw8ZFVNIh5rwhExOxZyv-D/view


16 医師を含む関係者が参加する合議体で議論を行い、
医師労働時間短縮計画を作成している ● 達成している 〇

多職種の委員で構成されている安全衛生
委員会（医師部会）で議論を行い作成して
いる。

1 【項目番号16】安全衛生委員会（医師部会）名簿 .
pdf 1 すべて

● 達成している 〇
安全衛生委員会（医師部会）の議事録により医
師労働時間短縮計画が適切に作成されたことを
確認した。

2 【項目番号16】医師部会会議録（ 2月）.pdf 2 P.1-1（1）

3 【項目番号16】医師部会会議録（ 3月）.pdf 3 P.1-1（1）

4 【項目番号16】医師部会会議録（ 4月）.pdf 4 P.2-2（2）

5 【項目番号16】医師労働時間短縮計画（ R6年度以
降）.pdf 5 すべて

17
医師労働時間短縮計画の対象医師に対して、計画
の内容について説明するとともに意見交換の場を設
けている

達成している 〇
対象医師も出席している診療部総会で説
明を行い、意見交換を実施すると共に、後
日メールで意見を募る事も実施しました。

1 【項目番号17】医師労働時間短縮計画（ R6年度以
降）.pdf 1 すべて

達成している 〇
安全衛生委員会（医師部会）の議事録におい
て、意見交換をおこなった上で労働時間短縮計
画が取りまとめられ提出されたことを確認した。

2 【項目番号17】診療部総会会議録（ R5年度）.pdf 2 P.2（4）

3 3
4 4
5 5

18
医師労働時間短縮計画を院内に掲示する等により、
全ての職員に対して、医師労働時間短縮計画の内容
を周知している

達成している 〇
院内ポータルサイトの掲示板にて全職員に
周知している。

1 【項目番号18】短縮計画掲載場所 .pdf 1 すべて

達成している 〇 医師労働時間短縮計画をポータルサイトで確認
できるよう整備されていることを確認した。

2 【項目番号18】短縮計画掲示内容 .pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

19
１年に１回、ＰＤＣＡサイクルの中で自己評価を行い、
労働時間の目標や取組内容について必要な見直し
を行っている

● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

20 評価を受ける医療機関における労働（滞在）時間を把
握する仕組みがある ● 達成している 〇

就業管理システムを採用し労働時間を把
握・管理している。

1 【項目番号20】5月出勤簿（医師3例）.pdf 1 すべて

● 達成している 〇 勤怠記録・マニュアル等により労働時間を把握
する仕組みがあることを確認した。

2 【項目番号20】医師勤務心得 .pdf 2 P.1（1）

3 【項目番号20】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 3 すべて

4 4
5 5

21 評価を受ける医療機関の滞在時間のうち労働ではな
い時間（主に自己研鑽）を把握する仕組みがある

達成している 〇

項目番号3に記載したように、医師に自己
研鑽のルールを周知し、自己研鑽で院内に
滞在していた場合は、対象理由を選択し退
勤するようルールを定めている。

1 【項目番号21】5月出退勤時刻確認簿（医師 3例）.
pdf 1 すべて

達成している 〇
自己研鑽として取り扱うルールおよびその取り
扱いが適切にされていることをマニュアル・勤怠
記録から確認した。

2 【項目番号21】医師業務心得 .pdf 2 P.3（4）

3 【項目番号21】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 3 P.7・8＜乖離理由の選び方について＞

4 4
5 5

22 副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも月に１
回は、申告等に基づき把握する仕組みがある ● 達成している 〇

医師からの申告ではなく、兼業先から報告
してもらうことにより把握している。現状、就
業管理システムに兼業先の労働時間を入
力できないため、専用の Excel様式を作成
し管理している。今後システム更新を検討
し、来年度はシステム対応する予定であ
る。更新時期につきましては、項目番号 49
の取組状況をご確認ください。

1 【差替】【項目番号 22】医師5月時間外労働（宿日直
・兼業先時間含む） 3例.pdf 1 すべて

● 達成している 〇
医師派遣の実績および派遣先病院への勤務実
績の報告依頼の文書及びそれを把握する仕組
みを確認した。

2 【差替】【項目番号 22】医師派遣実績（ 5月3例）.pdf 2 すべて

3 【項目番号22】近江八幡市営利企業等の従事制限
に関する規則 .pdf 3 すべて

4 【項目番号22】近江八幡市職員服務規程 .pdf 4 第19条

5 【項目番号22】労働時間報告依頼 .pdf 5 すべて

23
副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労
働時間数及び勤務間インターバル確保の実施状況
のいずれも管理している

● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

24
宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と
同態様の業務に従事した場合には、事後的に休息を
付与する配慮を行っている

● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

25
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息
の付与の対象となる医師及び時間数を少なくとも月１
回は把握する仕組みがある

● 達成している 〇

医師勤務心得に勤務間インターバル・代償
休息規程の内容がまだ院内で固まってい
ないため、ルール（案）として明記している。
今後システム更新を検討し、来年度はシス
テム対応する予定である。更新時期につき
ましては、項目番号 49の取組状況をご確認
ください。

1 【項目番号25】インターバル中業務従事報告カード
（案）.pdf 1 すべて

● 達成している 〇

代償休息を仕組みについて周知されており、代
償休息取得の申請書が準備されていることから
代償休息付与の対象者を把握する仕組みがあ
ることを確認した。労働時間短縮計画には令和  
6 年度以降はシステムを活用し、適切な勤務計
画作成及び労働時間管理を行うとされているこ
とを確認した。

2 【項目番号25】医師勤務心得 .pdf 2 P.11（6）
3 3
4 4
5 5
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https://drive.google.com/file/d/16ZwgEoaA-PLjSp3i5l26fYZGfXbvwVAz/view
https://drive.google.com/file/d/16ZwgEoaA-PLjSp3i5l26fYZGfXbvwVAz/view
https://drive.google.com/file/d/1x_Bl0TamNcWCuhkGRoA6NHx7GKMwi68C/view
https://drive.google.com/file/d/1UlwLOUj6ZxLZWyE2L9xqO_pYE-I2UjkT/view
https://drive.google.com/file/d/1xkjJ2sKt4fWuVosq_GgeRUNTRqBAqPyo/view
https://drive.google.com/file/d/1oBKsfydyF7WXul-xZveEwvurd5X1wP2s/view
https://drive.google.com/file/d/1oBKsfydyF7WXul-xZveEwvurd5X1wP2s/view
https://drive.google.com/file/d/1PlNa5Voz9snnr50QgX3zV-wxHnCSfjrZ/view
https://drive.google.com/file/d/1PlNa5Voz9snnr50QgX3zV-wxHnCSfjrZ/view
https://drive.google.com/file/d/1hcKGdqEIZn4crQ82tzwy6CDJKXQJCSTJ/view
https://drive.google.com/file/d/1M5gaDu69KmctwvDhXPfryZQtgmZPPQxK/view
https://drive.google.com/file/d/18kI3qzbb816MNKkGtfT7hh5-_w1ei81A/view
https://drive.google.com/file/d/1d4BYD3qabF3pcQETjmsJI-VGWoIL7YJE/view
https://drive.google.com/file/d/1Tm28c-sC3OMngK0UFBUOCRmenTmM5NkE/view
https://drive.google.com/file/d/1Fl_k6arxw26VstW7vr_DywPVXkyWt25I/view
https://drive.google.com/file/d/1Fl_k6arxw26VstW7vr_DywPVXkyWt25I/view
https://drive.google.com/file/d/1WC8LLCbosYP1SEqUSEjj1tkAZhY_za2J/view
https://drive.google.com/file/d/1WC8LLCbosYP1SEqUSEjj1tkAZhY_za2J/view
https://drive.google.com/file/d/1wFTmmMBTiA86vewVsO5OK6oYvJGmI23Y/view
https://drive.google.com/file/d/1e-sdu-JvBMGqEbXBTabWPydQJZhTgvm-/view
https://drive.google.com/file/d/1e-sdu-JvBMGqEbXBTabWPydQJZhTgvm-/view
https://drive.google.com/file/d/1S4PEMpqdv55aruItEwpU-SP7XhRpoDBo/view
https://drive.google.com/file/d/1S4PEMpqdv55aruItEwpU-SP7XhRpoDBo/view
https://drive.google.com/file/d/1aSJjM3Y3b_PyOlVWGd3u80OD3U99dWn9/view
https://drive.google.com/file/d/1k_dl_7XRbYEj0QSM-yTqEzRgu6SNxKYZ/view
https://drive.google.com/file/d/1k_dl_7XRbYEj0QSM-yTqEzRgu6SNxKYZ/view
https://drive.google.com/file/d/1ivQBRsxZ14kK6CTT-CzMs6ANTA_9IKxn/view
https://drive.google.com/file/d/1NUZ01GUIApP4WSH4uGXlGIgu9xAbRVIC/view
https://drive.google.com/file/d/1eMVirT-VlVldw0hKiM0uPGUybqLWqnuw/view
https://drive.google.com/file/d/1eMVirT-VlVldw0hKiM0uPGUybqLWqnuw/view
https://drive.google.com/file/d/1TCoNG3iT7Qyu3Zm4Dg6y441COLgGIidA/view


26
少なくとも月に２回、各診療部門の長または勤務計画
管理者が管理下にある医師の労働時間について、把
握する仕組みがある

達成している 〇

就業管理システムで把握できる仕組みがあ
り、確認するようルールを定めている。診療
部門の長には、確認を促す通知も行ってい
る。

1 【項目番号26】医師勤務心得 .pdf 1 P.8（15）

達成している 〇

医師勤務心得・その他 (15)において主任部長
は、月2回(15日前後および月末 )所属職員医師
の労働時間を把握することと明記されている。ま
た勤務管理者へ月 2回以上の労働時間確認に
ついて行うよう促しているメールを確認した、

2 【項目番号26】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 2 P.18

3 【項目番号26】労働時間確認依頼通知 .pdf 3 すべて

4 4
5 5

27 少なくとも月に１回は医師本人へ自身の労働時間に
ついて、フィードバックされる仕組みがある

達成している 〇

就業管理システムで把握できる仕組みがあ
り、確認するようルールを定めている。ま
た、労務管理責任者である院長から、確認
するよう通知も行っている。

1 【項目番号27】医師勤務心得 .pdf 1 P.8（16）

達成している 〇

医師の勤務心得・その他 (16)において医師職員
は、自分の労働時間状況を少なくとも月に 1回
(中旬~下旬頃)は必ず確認しなければならないと
明示されているとともに院長より自身の労働時
間の確認を行うよう促しているメールを確認し
た。

2 【項目番号27】自身の労働時間管理（院長通知） .
pdf 2 すべて

3 【項目番号27】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 3 P.12-1

4 4
5 5

28
少なくとも月に１回は管理者、労務管理責任者及び
事務統括部署が医療機関全体の医師の勤務状況に
ついて、把握する仕組みがある

達成している 〇

就業管理システムで把握できる仕組みがあ
り、確認するよう周知している。また、事務
統括部署から、労務管理責任者である院
長や事務長などが出席している会議に、月
間労働時間数集計表を報告資料として提
出している。

1 【項目番号28】月間労働時間数集計表（ 5月）.pdf 1 すべて

達成している 〇 幹部へ提出している医師個人ごとの労働時間集
計表を確認した。

2 【項目番号28】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 2 P.19

3 3
4 4
5 5

29
勤務実態に課題がある診療科や医師に対して、注意
喚起を行う等、医師の労働時間短縮に向けた行動変
容を起こす仕組みがある

達成している 〇

時間外・休日労働時間が多い医師がいた
場合、所属長経由で通知を行っている。ま
た、労働安全衛生委員会（医師部会）にて、
課題がある診療科・医師について協議して
おり、診療科として対策を講じる必要がある
と判断した場合、所属長に改善を講じるよう
指導するようにしている。

1 【項目番号29】80時間超過職員通知（腎臓内科） .
pdf 1 すべて

達成している 〇

衛生委員会の設置規程及び議事録を確認した。
また当該医師の診療科部長、当該医師について
も労働時間短縮に向けた取り組みを促している
ことを確認した。

2 【項目番号29】安全衛生に関する規程 .pdf 2 P.1第4条の2

3 【項目番号29】医師部会会議録（ 4月）.pdf 3 P.2-2（3）

4 【項目番号29】面接希望有無の返信メール（腎臓内
科）.pdf 4 すべて

5 5

30 労働安全衛生法に基づき産業医が選任されている ● 達成している 〇
産業医を選任しており、労働安全衛生委員
会にも出席してもらっている。

1 【項目番号30】産業医選任が分かる資料 .pdf 1 すべて

● 達成している 〇 産業医が選任され、行政官庁へ届け出がされて
いることを確認した。

2 【項目番号30】労働安全衛生委員会　会議録（ 6月）.
pdf 2 P.1（出席者）

3 【項目番号30】労働安全衛生委員会名簿 .pdf 3 すべて

4 【項目番号30】労働保険年度更新申告書 .pdf 4 すべて

5 5

31 医師に対する面接指導の実施体制が整備されている ● 達成している 〇
必要な研修を6名の医師が受講した。ま
た、面接指導規程を定めている。

1 【項目番号31】医師勤務心得 .pdf 1 P.10（5）

● 達成している 〇 6名の面接指導実施医師および運用マニュアル
について確認した。

2 【項目番号31】面接指導の流れ .pdf 2 すべて

3 【項目番号31】面接指導医リスト .pdf 3 すべて

4 4
5 5

32 面接指導対象医師が、必要に応じて、産業医に相談
可能な体制が整備されている

達成している 〇

産業医は、当院に勤務する医師であり、産
業医の業務にも記載しているように、希望
があれば相談可能である。また、面接指導
規程にも希望があれば面談可能と明記して
いる。

1 【項目番号32】医師勤務心得 .pdf 1 P.10（5）-7

達成している 〇
医師勤務心得に面接指導対象医師が産業医に
面談を受ける体制が整備されていることが明記
されている。

2 【項目番号32】産業医の業務 .pdf 2 最下部3行
3 3
4 4
5 5

33 面接指導実施医師が、面接指導対象医師の直接の
上司とならないような体制がとられている

達成している 〇

複数の医師（6名）が面接指導実施医師で
あり、対象医師の上司とならないよう、事務
担当者が振り分けて面接指導を設定してい
る。

1 【項目番号33】医師勤務心得 .pdf 1 P.10（5）-1の5行目

達成している 〇
資料　面接指導の流れにおいて、対象者を直接
の上司ではない面接指導実医師に振り分け、面
接指導の日程調整を行うことが確認できた。

2 【項目番号33】面接指導の流れ .pdf 2 ②

3 【項目番号33】面接指導医リスト .pdf 3 すべて

4 4
5 5

34 面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医
師のみではなく、他職種がサポートする体制がある

達成している 〇
総務課総務・人事グループ職員が面接指
導に携わっている。

1 【項目番号34】医師勤務心得 .pdf 1 P.11（5）-9

達成している 〇
総務人事グループが窓口となり調整担当を担っ
ていることが、資料　面接指導の流れから確認
できた。

2 【項目番号34】面接指導の流れ .pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

35 月の時間外・休日労働が 100時間以上になる面接指
導対象医師を月単位で把握する仕組みがある ● 達成している 〇

就業管理システムで把握できる。当院で
は、100時間を超えた医師には産業医面談
を実施しており、 80時間を超えた段階の面
接指導医師面談では、産業医面談実施時
期と日が近すぎると意見があった事から、
50時間超を超えた段階で面談とした。対象
医師は、事業管理者・院長・事務長へ報告
を行っている。

1 【項目番号35】医師勤務心得 .pdf 1 P.10（5）-1

● 達成している 〇 月50時間以上の残業を行っている医師を把握し
ている資料を確認した。

2 【項目番号35】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 2 P.19・20

3 【項目番号35】面接指導の流れ .pdf 3 すべて

4 【項目番号35】面接指導対象者（ 6月）.pdf 4 すべて

5 5
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https://drive.google.com/file/d/1NJGlPepLH5FT4PdmYGcz9eCT2G1jBj_1/view
https://drive.google.com/file/d/1iATQSjpERDmfGW3QhM8Ftmoq9vQgiZg-/view
https://drive.google.com/file/d/1iATQSjpERDmfGW3QhM8Ftmoq9vQgiZg-/view
https://drive.google.com/file/d/15ZgBZYSmVWhKtRVAuEGDeI-iRYNJ64iN/view
https://drive.google.com/file/d/1y-zGxUAlnoaaemKK5lx5fco_zUkR23tb/view
https://drive.google.com/file/d/1RNroJzCuVFcIyuDzKKHJ_CVAaUkG3pMD/view
https://drive.google.com/file/d/1RNroJzCuVFcIyuDzKKHJ_CVAaUkG3pMD/view
https://drive.google.com/file/d/1QVVn5Gm5wvPrwkl2kf4jFGxOFf2nKQX2/view
https://drive.google.com/file/d/1QVVn5Gm5wvPrwkl2kf4jFGxOFf2nKQX2/view
https://drive.google.com/file/d/1K2gJMnrELEX-oJOogAZIH5ptbAX-nWgW/view
https://drive.google.com/file/d/15SRY6Q7oFmctDLTMnnVsksktWvJUqbeZ/view
https://drive.google.com/file/d/15SRY6Q7oFmctDLTMnnVsksktWvJUqbeZ/view
https://drive.google.com/file/d/1G5g3AWldk-QMfJvryEE4ZYL3TFfv7eam/view
https://drive.google.com/file/d/1G5g3AWldk-QMfJvryEE4ZYL3TFfv7eam/view
https://drive.google.com/file/d/1z8mdsOPJIo_HYOY06QZj0OIOBjM0AW6D/view
https://drive.google.com/file/d/1rX3sBjGv1TdRyTEW51oXp_0BDiI0FDWW/view
https://drive.google.com/file/d/1AAaG55O1zctn5eiBdmvKttVCsaqTqgoo/view
https://drive.google.com/file/d/1AAaG55O1zctn5eiBdmvKttVCsaqTqgoo/view
https://drive.google.com/file/d/1lACxO3rlnUd5iMhFyVLFz7ZSjSZgjIbz/view
https://drive.google.com/file/d/1470-zRwiaudBYYVBYbWHgVSov05dm-qb/view
https://drive.google.com/file/d/1470-zRwiaudBYYVBYbWHgVSov05dm-qb/view
https://drive.google.com/file/d/1GpXIG_PZoTdFhXCYT0xHyHy114ysm9XY/view
https://drive.google.com/file/d/1lh0m9zJ_06xSas_6dUyMynRRAVqy_xnI/view
https://drive.google.com/file/d/1wIuEb2NGn2pEZMmRqW5Gv5bsrAT52ZqT/view
https://drive.google.com/file/d/1-_vulNqu7h_7SajoTrK-NahPzRBwqUjY/view
https://drive.google.com/file/d/1UYBEqWadxXKWZEPe0MBpRc7oC9CSpVTO/view
https://drive.google.com/file/d/17rAeKkRuzl-fkfmVnq_z6mLhT-UTqsR3/view
https://drive.google.com/file/d/1yKn1J35682UEIKpY4MZ-R3xtkb7LEdAj/view
https://drive.google.com/file/d/1L3aB-aW1Zeabdve_t-zEhxoHJYxeWDdl/view
https://drive.google.com/file/d/1KI5CBHki6povhthfthrhfFZWVclv_uig/view
https://drive.google.com/file/d/1KNdImrVVBOakgZKV6TVxSt1KLUawSEiq/view
https://drive.google.com/file/d/13wk42I8WiBS5xrbTpK8GlVwajm3uKiwa/view
https://drive.google.com/file/d/1A04wyewjqUk-HhpjG1lp50ZIMk-x2BNn/view
https://drive.google.com/file/d/1t36y5F1p0tHC8qMSncmWqmDdVEEMqyl6/view
https://drive.google.com/file/d/1ouhXf7--9osts4kfXi3wi_AS5_qc-CcH/view
https://drive.google.com/file/d/1ouhXf7--9osts4kfXi3wi_AS5_qc-CcH/view
https://drive.google.com/file/d/13A037Xwlf6EvEPVVOYlOh9I_UH2YjMW8/view
https://drive.google.com/file/d/1vlVNzT0kCFbcxEhxsn6cJCLYFl6j5gZq/view


36
月の時間外・休日労働が 100時間以上になる面接指
導対象医師へ面接指導の案内や連絡が確実に行え
る体制がある

● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

37
面接指導について、医師本人に加えて、所属長及び
シフト管理者にも面接指導の実施についての連絡体
制がある

達成している 〇
面接指導の実施は、本人及び診療科所属
長にも通知している。

1 【項目番号37】医師勤務心得 .pdf 1 P.11（5）-8

達成している 〇 所属長・シフト管理管理者へも面接指導の実施
について報告しているメールを確認した。

2 【項目番号37】面接指導対象者通知（メール記録） .
pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

38 面接指導実施医師へ面接指導対象医師の勤務状況
等、面接指導に必要な情報が提供されている ● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

39 対象の医師に面接指導が実施され、医療機関に結
果が報告されている ● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

40
面接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・報
告を行った場合には、その判定・報告を最大限尊重
し、就業上の措置を講じている

初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

41
就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所属
長と勤務計画管理者に対し、管理者、労務管理責任
者又は委任された者や部署より通知し、措置を実施
する体制がある

達成している 〇
通知・措置を講じた者はいないが、措置が
必要となる者が発生した場合、規程に基づ
き対応する。

1 【項目番号41】医師勤務心得 .pdf 1 P.10（5）-5

達成している 〇

医師勤務心得に「責任者は面接指導実施医師
の意見を勘案し、必要があると認めるときは作
業の転換ほか、適切な措置を講ずる」記載され
ていることを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

42 月の時間外・休日労働が 155時間を超えた医師を月
単位で把握する仕組みがある ● 達成している 〇

155時間を超えた医師はいないが、項目番
号35同様に就業管理システムで把握でき
る。【追記】今後、就業管理システム更新を
検討し、来年度は月 155時間を超えた時点
で労務管理責任者等にアラートが発せられ
る機能が追加される予定である。更新時期
につきましては、項目番号 49の取組状況を
ご確認ください。

1 【項目番号42】医師勤務心得 .pdf 1 P.10（5）-1・P.11（5）-9

● 達成している 〇
主任部長が月2回は確認することや 155時間以
上の残業を行っていないか確認するよう就業管
理システムのマニュアルには記載されている。

2 【項目番号42】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 2 P.19・20

3 3
4 4

5 5

43
月の時間外・休日労働が 155時間を超えた場合、当
該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、管理者、
労務管理責任者又は委任された者や部署より通知
し、措置を実施する体制がある

達成している 〇
155時間を超えた医師はいないが、規程に
基づき対応する。

1 【項目番号43】医師勤務心得 .pdf 1 P.10（5）-6・P.11（5）-9

達成している 〇

医師勤務心得に「月の時間外・休日労働が 155
時間を超えた医師の責任者および面接指導実
施医師への報告は、労働安全衛生委員会事務
局担当職員が行う」こととされていることを確認し
た。

2 【項目番号43】就業管理システム操作マニュアル .
pdf 2 P.19・20

3 3
4 4
5 5

44 衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催さ
れている ● 達成している 〇

労働安全衛生規則に基づき、労働安全衛
生委員会を毎月開催している。

1 【項目番号44】議事概要（4～6月）.pdf 1 すべて

● 達成している 〇 安全衛生委員会の設置規程および毎月開催さ
れていることを確認した。

2 【項目番号44】近江八幡市病院企業職員の安全衛
生に関する規程 .pdf 2 P.2第6条5

3 【項目番号44】職員数 .pdf 3 すべて

4 【項目番号44】労働安全衛生委員会名簿 .pdf 4 すべて

5 5

45 長時間労働の医師への対応状況の共有や対策等が
検討されている

達成している 〇
労働安全衛生委員会（医師部会）で協議・
検討している。

1 【項目番号45】医師部会会議録（ 4月）.pdf 1 P.2（3）

達成している 〇
衛生委員会にて長時間労働を行っている医師の
報告と対応状況が検討されていることを議事録
にて確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

46 医師に対する健康診断の実施率 ● 達成している 〇

受診率は100％ではない、未受診者には、
受診を促す通知文書を出している。また、
促しても受診しない医師には、未受診理由
書の提出をしてもらい記録している。

1 【項目番号46】R04_10健診受診率 .pdf 1 すべて

● 達成している 〇

病院としては、未受診者に対して受診を勧告、そ
れでも受診がない場合は、その理由を確認し、
そのうえで、他の健診施設へ受診を促しており、
十分な対応を行っていることを確認した。

2 【項目番号46】R4未受診者リスト（未受診理由あ
り）.pdf 2 すべて

3 【項目番号46】受診を促した通知文書 .pdf 3 すべて

4 4
5 5

- 21 -

https://drive.google.com/file/d/1YwtVZcDjiOw-2fg3VO3RdwedYikispPH/view
https://drive.google.com/file/d/1rY6OtM9Te_azp6gHEU0C1KerJa-Wzi29/view
https://drive.google.com/file/d/1rY6OtM9Te_azp6gHEU0C1KerJa-Wzi29/view
https://drive.google.com/file/d/1OoMiyOGM5ubmRUNSH8cpMhOd6uGTOvC6/view
https://drive.google.com/file/d/1EiZIq4z17zieJu7Rz4lK5ZgsZ9ZADZXt/view
https://drive.google.com/file/d/18KQ-hYOYCu6mm_VQrt6Y1OSjkWtbGmVq/view
https://drive.google.com/file/d/18KQ-hYOYCu6mm_VQrt6Y1OSjkWtbGmVq/view
https://drive.google.com/file/d/1hHDN32kAcl9-7Qh0w7FnxZahR6yQivc-/view
https://drive.google.com/file/d/188_GIooZxvVk78WYfGaLxeZ86u6M5kTg/view
https://drive.google.com/file/d/188_GIooZxvVk78WYfGaLxeZ86u6M5kTg/view
https://drive.google.com/file/d/11vnEDwia7BoClz1N69tb-jbLyNKuh4qa/view
https://drive.google.com/file/d/1t6RkGJJi5iHFaDjWFVKCTXNuQVsje9PA/view
https://drive.google.com/file/d/1t6RkGJJi5iHFaDjWFVKCTXNuQVsje9PA/view
https://drive.google.com/file/d/1ksWy6d_MTlCb1Z7SbukvyGG9tBAyAqHQ/view
https://drive.google.com/file/d/17SZcuqw19Ih-CEmA9QnClvr3uh56_6WV/view
https://drive.google.com/file/d/12YpEY6WdHk4GtXDrFR6EwsA93qjjvkdQ/view
https://drive.google.com/file/d/1tag5BBxJowq91wR0XJrlgIH0J_CZpWM3/view
https://drive.google.com/file/d/1jjovbE9Rs31ooP92Yb8J6Fh6vpOWX1Bj/view
https://drive.google.com/file/d/1jjovbE9Rs31ooP92Yb8J6Fh6vpOWX1Bj/view
https://drive.google.com/file/d/13Ml5ov07SxXdw-CcUXrFQ0BUWlwUQPVJ/view


47 健康診断の実施時には、受診しやすい選択肢を提示
し、受診を促している

達成している 〇
健康診断を複数の受診日から選択できる
ようにしている。

1 【項目番号47】R4年度_健康診断実施通知 .pdf 1 すべて

達成している 〇 健診を受診しやすい選択肢が提供されているこ
とを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

48
Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師について
は、健康診断の結果による追加検査や再受診が必
要とされた場合の受診勧奨、その結果のフォローを
行う体制がある

達成している 〇

すみやかに受診が必要な職員には、個人
宛に緊急連絡通知をしている。要精検・要
指導の職員には、所属長宛に通知文書を
配布し、対象職員が確認出来るよう通知し
ている。また、健診結果と一緒に共済組合
から、対象者個人宛の受診勧奨通知文が
通知されてくる為、結果と一緒に本人に渡
している（共済組合通知文書の為、添付書
類は準備出来ません）。

1 【項目番号48】健康診査事務の流れ .pdf 1 すべて

達成している 〇

BC水準対象医師のみならず、健診の結果、所
見のあった職員については、スピーディーに受
診勧奨が行われるフォロー体制の仕組みと対応
を確認した。

2 【項目番号48】健診結果に対しての緊急連絡通知 .
pdf 2 すべて

3 【項目番号48】健診結果に対しての受診勧奨通知 .
pdf 3 すべて

4 4

5 5

49 勤務計画の対象月の時間外・休日労働時間が上限
を超えないように勤務計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇

現在、勤務計画を作成していないが、 7月
下旬から8月中には業者から、働き方改革
に対応する就業管理システムの更新提案
がくる予定である。その提案をうけ、院内で
内容を吟味した後、今年度中に採用し、働
き方改革に沿った適切な勤務計画及び労
務管理を、令和 6年度から開始できるように
する。

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4

5 5

50 法定休日が確保された勤務計画が作成されている
現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇 同上

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4
5 5

51 副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画が作成さ
れている

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇 同上

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4
5 5

52 宿日直許可の有無による取扱いを踏まえた勤務計画
が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇 同上

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4
5 5

53 勤務間インターバルの確保が実施できるような勤務
計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇 同上

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4
5 5

54 代償休息を期限内に付与することができるような勤
務計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇 同上

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4
5 5

55 副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間
を配慮した勤務計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇
同上　　　　　　　　　　　　　　　　※兼業届を
提出されている医師は基本的に、当院勤務
がない土日祝に従事している。

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4
5 5
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https://drive.google.com/file/d/1net_yB2JSx8CnMPxDNclxi4hVYYw2wxe/view
https://drive.google.com/file/d/1z851VPABzhsOFqRJvhU7bihy3HAM0Q9o/view
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https://drive.google.com/file/d/1rOsIKSCMbp2Rd_LGj59irvziV6JXT2ek/view
https://drive.google.com/file/d/1rOsIKSCMbp2Rd_LGj59irvziV6JXT2ek/view
https://drive.google.com/file/d/1hu_szUsjs87Zona6tAJV9DeqcrEuhG9j/view
https://drive.google.com/file/d/1hu_szUsjs87Zona6tAJV9DeqcrEuhG9j/view
https://drive.google.com/file/d/1rOsIKSCMbp2Rd_LGj59irvziV6JXT2ek/view
https://drive.google.com/file/d/1rOsIKSCMbp2Rd_LGj59irvziV6JXT2ek/view
https://drive.google.com/file/d/1hu_szUsjs87Zona6tAJV9DeqcrEuhG9j/view
https://drive.google.com/file/d/1hu_szUsjs87Zona6tAJV9DeqcrEuhG9j/view
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56 作成された勤務計画について、事務の統括部署が主
体となった体制でダブルチェックが実施されている

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇

同上　　　　　　　　　　　　　　　　※システム
更新後は、勤務計画作成者が作成した勤
務計画を、院長（労務管理責任者）及び事
務長（事務統括者）がチェックする体制を整
える予定である。

1 【項目番号49~56】医師労働時間短縮計画（ R6年度
以降）.pdf 1 P.4【労働時間管理方法】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇

令和 5 年度中に就業管理システムの更新を行
い、令和  6 年度以降はシステムを活用し、適切
な勤務計画作成及び労働時間管理を行うよう、
労働時間短縮計画に記載されている。

2 【項目番号49~56】就業管理システム操作マニュア
ル.pdf 2 P.16

3 3
4 4
5 5

57
少なくとも年に１回は、病院長を含む医療機関内の管
理職層に対して、医療機関の管理者としての人事・労
務管理に関する外部のマネジメント研修を受講、また
は外部からの有識者を招聘し研修を実施している

達成している 〇

今年度の受講予定はまだありません。セミ
ナー案内等があれば管理職に受講してもら
います。適切なセミナー案内がなかった場
合、医療勤務環境改善支援センター等に相
談し、外部講師を招聘し研修会を実施しま
す。

1 【項目番号57】WEBセミナー次第 .pdf 1 すべて

達成している 〇 昨年度において行われたことを確認した。

2 【項目番号57】セミナー研修資料 .pdf 2 すべて

3 3
4 4

5 5

58
各診療部門の長又は勤務計画管理者に対して、事
務部門等が、評価を受ける医療機関における人事・
労務管理の各種規程や勤務計画作成・管理に関す
る研修を少なくとも年に１回は実施している

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇

今年度研修については、時期は未定である
が、就業管理システムの更新が完了した
後、対象者にたいして研修を計画・実施し
ます。

1 【項目番号58】医師労働時間短縮計画（ R6年度以
降）.pdf 1 P.5【管理者マネジメント研修】

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇
令和6年度4月以降に管理者マネジメント計画の
予定がされていることを医師労働時間短縮計画
において確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

59
医師に対して、勤怠管理や当人が実施すべき内容
（始業・退勤時刻の申告、副業・兼業先の労働時間の
申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認等）
について、少なくとも年に１回周知している

達成している 〇
医師に対しｅラーニングを活用し研修を実
施した。

1 【項目番号59~60】医師の働き方改革研修資料 .pdf 1 すべて

達成している 〇 医師に対して、勤怠管理や働き方改革のルール
などの周知が適切にされていることを確認した。

2 【項目番号59~60】医師の働き方改革研修実施記
録.pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

60

Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師に対しては、
勤怠管理や当人が理解すべき内容（始業・退勤時刻
の申告、健康管理の重要性、面接指導の受診、勤務
間インターバル確保等）に関する研修が少なくとも年
に１回は実施している

達成している 〇
Ｂ水準適用医師だけではなく、ｅラーニング
を活用し研修を実施した。

1 【項目番号59~60】医師の働き方改革研修資料 .pdf 1 すべて

達成している 〇 医師に対して、勤怠管理や働き方改革のルール
などの周知が適切にされていることを確認した。

2 【項目番号59~60】医師の働き方改革研修実施記
録.pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

61 医師以外の職種へのタスク・シフト／シェア業務の適
切な推進のために、院内のルールが定められている

達成している 〇
タスク・シフト /シェアに関する内規に院内
ルールを定めている。

1 【項目番号61】医師業務に関するタスクシフト･シェ
アに関する内規 .pdf 1 すべて

達成している 〇
医師業務に関するタスク・シフト /シェアに関する
内規においてその方針等が示されてることを確
認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

62 多職種からなる役割分担を推進のための委員会又
は会議でタスク・シフト /シェアについて検討している

達成している 〇
多職種の委員で構成されている安全衛生
委員会（医師部会）で検討している。

1 【項目番号62】医師部会議事概要 6月.pdf 1 Ｐ.1（1）

達成している 〇 安全衛生委員会（医師部会）において検討され、
推進されていることを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

63
特定行為研修修了者の活用等、特に推進するとされ
ているタスク・シフト /シェアを少なくとも一つは実施し
ている

達成している 〇 特定行為研修修了者が実践している。

1 【項目番号63】特定行為研修修了者 .pdf 1 すべて

達成している 〇 特定行為研修を受講し、院内において活用され
ていることを確認した。

2 【項目番号63】特定行為実践報告 .pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

64 その他の医師の労働時間短縮に効果的なタスク・シ
フト／シェアについて検討又は実施している

達成している 〇

労働安全衛生委員会で決裁をえた、負担
軽減実施計画に記載したタスク・シフト /シェ
アの実施に向けて今年度取り組んでいる。
現況調査を9月頃実施予定。

1 【項目番号64】病院勤務医の負担軽減実施計画 .
pdf 1 Ｐ.1-4）（1）～（3）

達成している 〇
病院勤務医の負担軽減実施計画において効果
的なタスクシフト /シェアが実施されていることを
確認した。

2 【項目番号64】労働安全衛生委員会会議録（ 5月）.
pdf 2 Ｐ.1-1（1）

3 3
4 4
5 5

65 タスク・シフト／シェアの実施に当たり、関係職種への
説明会や研修を開催している

達成している 〇
関係職種が参加している部会で説明会を
実施している。

1 【項目番号65】【説明資料】タスクシフト・シェアに関
する薬剤部の基本方針 .pdf 1 すべて

達成している 〇
拡大診療部会において薬剤師へのタスクシフト
（内服処方オーダの事例）の説明が行われたこ
とを確認した。

2 【項目番号65】【説明資料】医政発通知文書（薬剤
師部分抜粋） .pdf 2 すべて

3 【項目番号65】R5.6.20出席者.pdf 3 すべて

4 【項目番号65】令和5年6月　拡大診療部会次第 .pdf 4 【報告連絡事項】 4

5 5
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66 タスク・シフト /シェアについて、患者への説明が院内
掲示等によって実施している

達成している 〇
病院ホームページで医師の負担軽減のた
めにタスク・シフト /シェアを実施している事
を情報発信している。

1 【項目番号66】タスク･シフト､シェア病院 HP掲載画
像.pdf 1 すべて

達成している 〇 病院HPにおいて確認した
2 2
3 3
4 4
5 5

67
医療機関全体において、夜間帯の勤務体制につい
て、労働時間短縮のための取組を少なくとも一つは
実施している

達成している 〇

患者さんが多い時間帯に研修医が副直
（17:15～翌8:30）・副々直（17:15～21:00）
に従事している。委員会などで検討した開
始当時の議事録がある訳ではないが、労
働安全衛生委員会（医師部会）で、取組とし
て発言があった事から、労働時間短縮のた
めの医療機関全体の取組として職員は認
識している。

1 【項目番号67~68】医師部会会議録（ 2月）.pdf 1 Ｐ.3（10）・（11）

達成している 〇
患者が多い時間帯に研修医を活用し、副直、
副々直に対応していることを確認した。医師間の
タスクシェアリングと考えられる。

2 【項目番号67~68】宿日直関係担当表（ 5月）.pdf 2 すべて

3 3
4 4

5 5

68
医療機関全体において、休日の勤務体制について、
労働時間短縮のための取組を少なくとも一つは実施
している

達成している 〇

研修医が土日祝に副直（ 17:15～翌8:30）・
副々直（12:00～21:00）に従事している。ま
た、大型連休（GW・年末年始）に内科日直
者の増員（12:00～21:00）を実施している。
委員会などで検討した開始当時の議事録
がある訳ではないが、労働安全衛生委員
会（医師部会）で、取組として発言があった
事から、労働時間短縮のための医療機関
全体の取組として職員は認識している。

1 【項目番号67~68】医師部会会議録（ 2月）.pdf 1 Ｐ.3（10）・（11）

達成している 〇
患者が多い時間帯に研修医を活用し、副直、
副々直に対応していることを確認した。医師間の
タスクシェアリングと考えられる。

2 【項目番号67~68】宿日直関係担当表（ 5月）.pdf 2 すべて

3 3
4 4

5 5

69
会議やカンファレンスの効率化・合理化、勤務時間内
の実施等、時間外労働の削減のための取組を少なく
とも一つは実施している

達成している 〇

患者家族への病状説明を勤務時間内実施
するよう患者・職員に対し周知している。ま
た、集合研修としていた参加必須研修を空
いた時間に受講出来る eターニング研修に
変更し、時間を有効活用出来るようにして
いる。

1 【項目番号69】「医師の働き方改革」に伴う病院から
のお願い  _ 近江八幡市立総合医療センター .pdf 1 11行目

達成している 〇

個人情報の研修会のアンケートが添付されてお
り、Eラーニングによる研修にシフトしていること
を示していると考えられることから、時間外労働
削減に向けた取り組みと理解できる。

2 【項目番号69】個人情報保護院内研修会実施記録 .
pdf 2 すべて

3 【項目番号69】病院勤務医の負担軽減実施計画 .
pdf 3 P.6-9）

4 4
5 5

70 医師が短時間勤務等を希望した場合に受け入れ、活
用できる環境がある

達成している 〇
医師が活用できる制度を条例で定めてい
る。

1 【項目番号70】近江八幡市職員の育児休業等に関
する条例 .pdf 1 すべて

達成している 〇 育児短時間勤務制度に関する条例を拝見し確
認した。

2 【項目番号70】近江八幡市職員の勤務時間、休暇
等に関する条例 .pdf 2 P.2第8条の3

3 3
4 4
5 5

71 医師が働きやすい子育て・介護の支援環境を整備し
ている

達成している 〇
医師も利用できる院内保育所を設置してい
る。※利用実績までの提出は不要となって
おりますが添付しています。

1 【項目番号71~72】ふたば保育所　利用状況シート
2023.6月.pdf 1 すべて

達成している 〇 保育所の利用規定等から、支援環境を整備して
いることを確認した。

2 【項目番号71~72】ふたば保育所利用規則 .pdf 2 すべて

3 【項目番号71~72】近江八幡市立総合医療センター
保育所設置規程 .pdf 3 すべて

4 4
5 5

72 女性医師等就労支援事業や復職支援事業への取組
を実施、または相談窓口を設けている

達成している 〇

女性医師の就労・復職支援として院内保育
所を設置している。相談窓口は、総務課総
務・人事グループに設置しており、労働条
件通知書にて周知している。

1 【項目番号71~72】ふたば保育所　利用状況シート
2023.6月.pdf 1 すべて

達成している 〇

保育所の利用規定等から、支援事業に取り組ん
でいることを確認し、労働条件通知書から、雇用
管理の改善等に関する事項に係る相談窓口を
設置していることを確認した。

2 【項目番号71~72】ふたば保育所利用規則 .pdf 2 すべて

3 【項目番号71~72】近江八幡市立総合医療センター
保育所設置規程 .pdf 3 すべて

4 【項目番号72】労働条件通知書（項目番号 72用）.
pdf 4 P.2（その他）の3・4行目

5 5

73 ICTを活用した医師の労働時間短縮や業務効率化の
取組を検討又は実施している

達成している 〇
DX推進室を設置し ICTの活用について検
討している。

1 【項目番号73】ＤＸ推進室会議録 .pdf 1 すべて

達成している 〇
DX推進室会議において外来業務の効率化を図
るためにポケサポの導入と AI問診導入の検討を
行っていることが確認できた。

2 【項目番号73】ポケさぽ資料 .pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

74
副業・兼業を行う医師について、副業・兼業先へ医師
の休息時間確保への協力を、必要に応じて依頼して
いる

達成している 〇
協力依頼を行った兼業先医療機関はあり
ません。現時点の兼業・派遣先は把握して
おり、今後必要があれば依頼します。

1 【差替】【項目番号 74】兼業・派遣申請者一覧 .pdf 1 すべて

達成している 〇 兼業・副業を行っている医師及び副業・兼業先
の医療機関リストを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5
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https://drive.google.com/file/d/1WNdiTGTDoI1Bun0ieL7fdwez4_lxFrkZ/view
https://drive.google.com/file/d/1eyPRnD8bBna-p0HKbUu-wKyVr6FdemZk/view
https://drive.google.com/file/d/1WNdiTGTDoI1Bun0ieL7fdwez4_lxFrkZ/view
https://drive.google.com/file/d/1eyPRnD8bBna-p0HKbUu-wKyVr6FdemZk/view
https://drive.google.com/file/d/1-_P29iA1oQuFuGWHnin8q8sMPjN_V52e/view
https://drive.google.com/file/d/1-_P29iA1oQuFuGWHnin8q8sMPjN_V52e/view
https://drive.google.com/file/d/14rEv7_j_PvsqLU_47QTZZFFfJpfVdhiW/view
https://drive.google.com/file/d/14rEv7_j_PvsqLU_47QTZZFFfJpfVdhiW/view
https://drive.google.com/file/d/13FwRKVvFaIv4tpNoOk6hMgFRYZ1xp1wJ/view
https://drive.google.com/file/d/13FwRKVvFaIv4tpNoOk6hMgFRYZ1xp1wJ/view
https://drive.google.com/file/d/1IwSGcvlzEZd55ITlrDi5lc_w4ekPnzMo/view
https://drive.google.com/file/d/1IwSGcvlzEZd55ITlrDi5lc_w4ekPnzMo/view
https://drive.google.com/file/d/1lIZX3WVttjAChzxOCczodflSlxtv8hTF/view
https://drive.google.com/file/d/1lIZX3WVttjAChzxOCczodflSlxtv8hTF/view
https://drive.google.com/file/d/17xx4ICYlJCh4mjb-q4C-rT2hqZZmDi--/view
https://drive.google.com/file/d/17xx4ICYlJCh4mjb-q4C-rT2hqZZmDi--/view
https://drive.google.com/file/d/16XeddVtqnnf2R6u8I0uSenWRNogCXwTS/view
https://drive.google.com/file/d/1A7zHrK5Fpo2gYi4oRied8cmRu44FjGdx/view
https://drive.google.com/file/d/1A7zHrK5Fpo2gYi4oRied8cmRu44FjGdx/view
https://drive.google.com/file/d/17xx4ICYlJCh4mjb-q4C-rT2hqZZmDi--/view
https://drive.google.com/file/d/17xx4ICYlJCh4mjb-q4C-rT2hqZZmDi--/view
https://drive.google.com/file/d/16XeddVtqnnf2R6u8I0uSenWRNogCXwTS/view
https://drive.google.com/file/d/1A7zHrK5Fpo2gYi4oRied8cmRu44FjGdx/view
https://drive.google.com/file/d/1A7zHrK5Fpo2gYi4oRied8cmRu44FjGdx/view
https://drive.google.com/file/d/1RoM1q14teI0QpWTrhHvp_caCeT31pvvB/view
https://drive.google.com/file/d/1RoM1q14teI0QpWTrhHvp_caCeT31pvvB/view
https://drive.google.com/file/d/1r37CJHeK44n2ez_fH8cGbyCNeBpR8sd4/view
https://drive.google.com/file/d/1VGTqkRcCkSq2kc8UZKvUjnvPJY0UdoZP/view
https://drive.google.com/file/d/1OZ8PiNDD56dJvcD8uMCqK6Yk5d6JlqcZ/view


75
（Ｃ-１水準を適用する臨床研修医・専攻医がいる場
合）臨床研修医・専攻医について、研修の効率化の
取組を少なくとも一つは実施している

該当者なし 〇 C水準適応なし

1 1

該当者なし 〇 該当者がいないことを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

76
（Ｃ-２水準を適用する医師がいる場合）技能研修計画
の内容と、実際の業務内容や勤務実態が乖離するよ
うな場合に、当該医師からの相談に対応出来る体制
を設けている

初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

77
医療機関の取組の中で、患者に理解を求める必要が
ある内容（診療時間外の病状説明の原則廃止、外来
診療科の制限や時間短縮など）について、掲示や
ホームページ等で患者への周知が行われている

達成している 〇
医師の労働時間短縮のための協力願い
を、病院のホームページ及び院内各所に掲
示し患者さんや患者家族に周知している。

1 【項目番号77】「医師の働き方改革」に伴う病院から
のお願い  _ 近江八幡市立総合医療センター .pdf 1 すべて

達成している 〇
「医師の働き方改革」に伴う病院からのお願いを
病院HPで確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

78 近隣の医療機関に対し、病診連携等を意識した協同
のメッセージや密なコミュニケーションを取っている

達成している 〇

地域医療機関に出席頂く、地域医師会共
済の地域医療連携会議を毎年開催し、密
なコミュニケーションを取っている。また、地
域医師会にも後援して頂いている市民公開
講座を定期的に開催している。

1 【項目番号78】市民公開講座チラシ（循環器内科） .
pdf 1 すべて

達成している 〇 病診連携を強化していることが添付資料から確
認した。

2 【項目番号78】地域医療連携会議プログラム .pdf 2 すべて

3 【項目番号78】地域医療連携会議資料表紙 .pdf 3 すべて

4 【項目番号78】連携会議開催結果報告 .pdf 4 すべて

5 5

79 Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師の年間平均
時間外・休日労働時間数

改善している 〇 取組により改善している。

1 【項目番号79~80】比較表79･80.pdf 1 すべて

改善している 〇 令和3年度・4年度の個人別残業時間数を確認
し、労働時間短縮が進んでいることを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

80 Ｂ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師の年間最長
時間外・休日労働時間数

改善している 〇 取組により改善している。

1 【項目番号79~80】比較表79･80.pdf 1 すべて

改善している 〇 令和3年度・4年度の個人別残業時間数を確認
し、労働時間短縮が進んでいることを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

81 年間の時間外・休日労働が 960時間超1860時間以
下の医師の人数・割合・属性

改善している 〇 取組により改善している。

1 【項目番号81~82】比較表81･82.pdf 1 すべて

改善している 〇 令和3年度・4年度の個人別残業時間数を確認
し、労働時間短縮が進んでいることを確認した。

2 2
3 3
4 4
5 5

82 年間の時間外・休日労働が 1860時間超の医師の人
数・割合・属性

改善している 〇
減少はしていないが、取組により増加して
おらず改善していると捉えている。

1 【項目番号81~82】比較表81･82.pdf 1 すべて

改善していない ×
令和3年度・4年度の個人別残業時間数を確認し
たが、該当者はいずれも 1名であるが、労働時間
の短縮には至っていないと判断される。

2 2
3 3
4 4
5 5

83 勤務間インターバル確保の履行状況 ● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

84 代償休息の付与状況 ● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

85 面接指導対象医師に対する面接指導の実施状況 ● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5
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https://drive.google.com/file/d/1hUwWF2GMfp_tvY35JQ90iLmqx1BL2ki8/view
https://drive.google.com/file/d/1hUwWF2GMfp_tvY35JQ90iLmqx1BL2ki8/view
https://drive.google.com/file/d/1_FvIBlt0sgK56g8zu22f8gCmcS6Ao7Pg/view
https://drive.google.com/file/d/1_FvIBlt0sgK56g8zu22f8gCmcS6Ao7Pg/view
https://drive.google.com/file/d/1fQa4nfmWc_3_NaNvk8VEJkGcau2kpbsR/view
https://drive.google.com/file/d/1tIa6VeEE8NqfztZbm6Ufx0RshbSMwAbM/view
https://drive.google.com/file/d/1LQO8fYo58ee7_gOhxwTonIZtM79nr25n/view
https://drive.google.com/file/d/1jRgnbEkncQ1NoT0oePqs4oNFdu3Md3LX/view
https://drive.google.com/file/d/1jRgnbEkncQ1NoT0oePqs4oNFdu3Md3LX/view
https://drive.google.com/file/d/11SWQpUN8xCa64KV2-0nKZLe-rdlFnGbU/view
https://drive.google.com/file/d/11SWQpUN8xCa64KV2-0nKZLe-rdlFnGbU/view


86 月の時間外・休日労働が 155時間を超えた医師に対
する措置の実施状況 ● 初回審査では審査対象外のため対応不要

1 1

● 初回審査では審査対象外のため対
応不要

記載不要

2 2
3 3
4 4
5 5

87

年に１回は職員満足度調査並びにＢ水準、連携Ｂ水
準及びＣ水準適用医師からの意見収集を実施し、健
康面と勤務へのモチベーション、医療提供体制に関
する懸念事項等の内容について、情報を収集してい
る

現時点では達成していないが、具体的な実
施時期を定め、取り組むことを医師労働時
間短縮計画に記載している

〇

職員満足度調査を実施していないため、短
縮計画に取組目標として記載している。【追
記】なお、Ｂ水準適用医師からの意見収集
については、職員満足度調査の調査票属
性欄にＡ水準医師かＢ水準医師かが分か
るよう選択肢を設け対応する。

1 【項目番号87】医師労働時間短縮計画（ R6年度以
降）.pdf 1 P.7（その他の勤務環境改善）

現時点では達成していないが、具体
的な実施時期を定め、取り組むこと
が医師労働時間短縮計画に記載さ
れている

〇 職員満足度調査を実施していないため、労働時
間短縮計画に取組目標として記載されている。

2 2
3 3
4 4

5 5

88
年に１回は患者満足度調査又は患者からの意見収
集を実施し、医療の質の低下や医療機関が課題と捉
える内容について、情報を収集している

達成している 〇
年に1回患者満足度調査を実施し、調査結
果を取りまとめホームページで公表してい
る。

1 【項目番号88】令和４年度外来満足度調査 .pdf 1 すべて

達成している 〇 令和4年度に実施され、その結果が取りまとめら
れていることを確認した。

2 【項目番号88】令和４年度入院満足度調査 .pdf 2 すべて

3 3
4 4
5 5

- 26 -

https://drive.google.com/file/d/1uVjragQSgCdtKqqh4eYh5L1DUDmfG_Jd/view
https://drive.google.com/file/d/1uVjragQSgCdtKqqh4eYh5L1DUDmfG_Jd/view
https://drive.google.com/file/d/1D78-c9viOivqGn5E7VN677PsIH_W8QqH/view
https://drive.google.com/file/d/1FoGmj4G0JJ2Mz7F6cXXZ9YkEgSKxE2ll/view


様式第１号（特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請） 

長 浜 病 人 第 104号 

令 和 5年 9月  日 

 

滋賀県知事  三日月 大造 様 

 

                    開設者住所 〒１０５－８５２１ 

                           東京都港区芝大門１丁目１番３号 

                       氏名  日本赤十字社 

                                                                 

 

 

特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請書 

 

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正

する法律（令和３年法律第49号。以下「改正法」という｡)附則第５条の規定により改正法第３

条の規定による改正後の医療法（昭和23年法律第205号。以下「医療法」という｡)第113条の規

定により、別紙のとおり申請する。 

 

 

法人にあっては、名称、代表者の氏名お

よび主たる事務所の所在地 

- 1 -

Administrator
資料５-３



別紙（特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請） 

開

設

者 

住所（法人である

ときは主たる事務

所の所在地） 

ふりがな とうきょうとみなとくしばだいもん 

東京都港区芝大門１丁目１番３号 

氏名（法人である

ときは名称） 

ふりがな にほんせきじゅうじしゃ 

日本赤十字社 

管理者の氏名 

ふりがな くすい たかし 

楠井 隆 

病院または診療所の

名称 

ふりがな ながはませきじゅうじびょういん 

長浜赤十字病院 

病院または診療所の

所在の場所 

ふりがな しがけんながはましみやまえちょう 

〒526-8585 

滋賀県長浜市宮前町 14番 7 号 

               電話番号 0749-63-2111 

医療法第 113条第１項

の指定に係る業務の

内容（該当する番号

を○で囲むこと。） 

１ 救急医療 

２ 居宅等における医療 

３ 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療 

添付書類 

① 医師労働時間短縮計画（案） 

② 医療法第 113 条第１項に規定する業務があることを証する書類 

（別添１（様式第１号関係）、対象医療機関に該当することを証す

る書類） 

③ 医療法第 113 条第３項第２号の要件を満たすことを証する書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 

④ 医療法第 113 条第３項第３号の要件を満たすことを誓約する書類 

（様式第５号（誓約書）） 

⑤ 医療法第 132 条の規定により通知された法第 131 条第１項第１号の

評価の結果を示す書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 
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別添１（様式第１号関係） 

医療法第 113 条第１項の指定に係る業務があることを証する書類 

 

１．業務内容（該当する内容に○をつけること。） 

１号 ○ 三次救急 

 二次救急   救急車の受入件数              件 

       時間外・夜間・休日入院患者数        件 

     ※４月１日から翌年３月３１日までの１年間の件数を記載

し、申請時点における最新の病床機能報告の報告内容と同

様にすること。 

２号  居宅等における医療 

（36 協定に記載する予定の具体的な業務内容を記載すること） 

 

 

３号 ○ 地域において当該病院または診療所以外で提供することが困難な医療 

（36 協定に記載する予定の具体的な業務内容を記載すること） 

外来、入院診療等、急変患者対応等 

 

 

２．当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間がやむを得ず長時間となる理由 

（当該業務による症例件数等の実績件数を含め、具体的な内容を記載すること。） 

当院は、救命救急センターとして、年間 4480 件の救急車を受け入れている。整形

外科においては緊急手術が必要となる症例が多く、時間内・時間外に限らず手術を実

施している。休日や夜間の呼び出し、時間外にまたがる手術なども多く、通常業務や

病棟業務等が後回しになり時間外が増加する傾向にある。 

また当院は地域周産期母子医療センターとして、湖北・湖東地域を中心とした地域

の中核的施設であり、年間 645 件の分娩を行っており、昼夜問わず分娩対応や呼び出

しが多い。前述の通り産婦人科においても近隣地域より母体搬送等も多く年間 350 件

救急受診があり、救命救急センターでの対応、入院に係る対応等により、時間外労働

が長時間となる傾向がある。（上記数値については令和 4年度実績） 

 

問合せ先 

担当部署・氏名 人事課 廣江 有士郎 

連絡先電話番号 0749-63-2111 

連絡先メールアドレス jinji@nagahama.jrc.or.jp  
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令和 6 年度 長浜赤十字病院 医師労働時間短縮計画 
 

計画期間 

 令和 6年 4月～令和 11年 3 月末 

  

対象医師 

整形外科医師（9名（A:3 名／B：6名）） 

 産婦人科医師（8名（A：4名／B：4名）） 

 

１．労働時間と組織管理 
 
（１）労働時間数 
整形外科医師（9 名（B：6 名）） 

年間の時間外・休日労働時間数 
令和 4 年度実績 
（8 名） 

令和 6 年度目標 
計画期間終了年

度の目標 
平均 802 時間 55 分 800 時間 800 時間 
最長 1074 時間 39 分 1,000 時間 960 時間 
960 時間超～1,860 時間の人数・割合 2 人・25% 3 人・34％ 0 人・0% 
1,860 時間超の人数・割合 0 人・0% 0 人・0% 0 人・0% 

 
 産婦人科医師（8 名（B：4 名）） 

年間の時間外・休日労働時間数 
令和 4 年度実績

見込（7 名） 
令和 6 年度目標 

計画期間終了年

度の目標 
平均 952 時間 28 分 900 時間 800 時間 
最長 1269 時間 38 分 1000 時間 960 時間 
960 時間超～1,860 時間の人数・割合 4 人・57％ 3 人・38% 0 人・0% 
1,860 時間超の人数・割合 0 人・0％ 0 人・0% 0 人・0% 

 
（２）労務管理・健康管理 
【労働時間管理方法】 
令和 4 年度の取組実績 ・勤怠管理システムによる自己申告 

（バーコードによる出退勤記録と時間外・

休日労働申請との乖離警告あり） 
・時間外・休日労働の申請手続きの変更・周   

 知 
・医師の自己申告により副業・兼業先の労

働時間を把握する仕組みを構築する 
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2 
 

令和 6 年度の取組目標 ・時間外・休日労働時間数について、医師は

本人分を月 1 回、診療部長は所属医師分

を月 2 回確認するよう労務管理者から通

知し、月間合計が 80 時間以上となる医師

については注意喚起を行う 
計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 
【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】 
令和 4 年度の取組実績 （産婦人科については宿日直業務なし 

休日・夜間はすべてオンコールで対応） 
・宿日直許可のある宿日直と許可の無い宿 
日直を分けて管理する 

令和 6 年度の取組目標 ・宿日直許可に基づき適切に管理する 
計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 
【医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続等】 
令和 4 年度の取組実績 ・自己研鑽のルールを定める 

・労働時間該当性を明確にするための現在  

 の手続きを周知する 
令和 6 年度の取組目標 ・自己研鑽の申請を徹底する 

・自己研鑽を行う環境を整備する 
計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 
【労使の話し合い、36 協定の締結】 
令和 4 年度の取組実績 ・過半数代表者と協議・締結し、届け出た

36 協定を院内ポータルに掲載する 
・36 協定を年 1 回実態に即して見直す 

令和 6 年度の取組目標 ・36 協定の締結に関して、医師（特に B 水

準医師）から意見をくみ取る 
計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 
【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】 
令和 4 年度の取組実績 ・安全衛生委員会を月 1 回開催する 

・上記委員会で長時間労働職員の状況共有

や対策等を検討する 
・健康診断を法律に基づき実施する 
・時間外・休日労働が月 80 時間を超えた医

- 5 -



3 
 

師に対し、産業医による面接指導勧奨を

通知する 
令和 6 年度の取組目標 ・健康診断受診率を 100%にする 

・時間外・休日労働が月 80 時間を超えた医

師および所属長に対し、時間外労働削減

への取組を促す 
・時間・休日労働が 100 時間を超えると見

込まれる医師について面接指導を漏れな

く実施する 
計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 
【追加的健康確保措置の実施】 
令和 6 年度に向けた準備 ・令和 5 年度中に面接指導実施医師 2 名を

確保する（必要な研修の受講を終える） 
・連続勤務時間制限、勤務間インターバル、

代償休息について、具体的なルールを策

定し、周知する 
令和 6 年度の取組目標 ・連続勤務時間制限、勤務間インターバル

確保及び代償休息確保を可能とする勤務

体制とし、対象医師への面接指導を漏れ

なく実施する 
計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 
（３）意識改革・啓発 
【管理者マネジメント研修】 
令和 4 年度の取組実績 国等が実施する病院長向けの研修会に病

院長が参加 
当年度の取組目標 ・管理職向けにトップマネジメント研修の

受講を促す 
・各所属長等向けに労務管理に関するマネ

ジメント研修を年 1 回開催し受講を促す 
計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 
（４）策定プロセス 
 各職種（医師、看護師、放射線技師、検査技師、薬剤師、栄養士、事務）で構成される医

療従事者等負担軽減促進委員会を開催し、この計画の検討を行い策定した。案の段階で、対

象医師やタスク・シフト先となる各部門への聞き取りを行い、策定後には当該計画を全職員
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に周知している。 
 
２．労働時間短縮に向けた取組 
 
（１）タスク・シフト／シェア 

【看護師】 

計画策定時点での取組実績 ・特定行為（38行為 21区分）のうち 19 行

為 9区分を一部研修終了看護師が実施 

・事前に取り決めたプロトコールに基づく

薬剤の投与、採血・検査の実施 

・血管造影・画像下治療（IVR）の介助 

・注射、採血、静脈路の確保 

・尿道カテーテル留置、皮下埋め込み式 CV

ポートの穿刺、胃瘻・EDチューブの抜去、

ドレッシング抜去、軟膏処置、光線両方

の開始・中止について特定看護師が実施 

・診察前の情報収集 

計画期間中の取組目標 ・特定行為を行う看護師を増加させる 

（特定行為研修の費用補助） 

 

【助産師】 

計画策定時点での取組実績 院内助産・助産師外来の実施 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 

【薬剤師】 

計画策定時点での取組実績 ・周術期における薬学的管理 

・病棟における薬学的管理 

・事前に取り決めたプロトコールに沿って

行う処方された薬剤の投与量の変更 

・薬物療法に関する説明 

・医師への処方提案等の処方支援 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 

【診療放射線技師】 

計画策定時点での取組実績 ・日本診療放射線技師会タスク・シフト／

シェアに関する厚生労働大臣指定研修

（基礎研修・実技研修）について 9 名修
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了 

・撮影部位の確認及び検査オーダーの代行

入力 

・画像誘導放射線治療（IGRT）における画像

の一次照合 

・放射線造影検査時の造影剤注入装置の操

作、投与終了後の抜針及び止血 

・放射線検査等に関する説明、同意書の受  

 領 

・放射線管理区域内での患者誘導 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 

【臨床検査技師】 

計画策定時点での取組実績 ・日本臨床検査技師会タスク・シフト／シ

ェアに関する厚生労働大臣指定講習の基

礎講習について 5名修了 

・外来における採血行為 

・細胞診や超音波検査の検査所見の記載 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 

【臨床工学技師】 

計画策定時点での取組実績 ・全身麻酔装置の操作 

・麻酔中にモニターに表示されるバイタル

サインの確認、麻酔記録の記入 

・全身麻酔装置の使用前準備、気管挿管や

術中麻酔に使用する薬剤の準備 

・手術室や病棟等における医療機器の管理 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 

【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士】 

計画策定時点での取組実績 ・リハビリテーションに関する各種書類の

記載・説明・書類交付 

・作業療法を実施するに当たっての運動、

感覚、高次脳機能、ADL 等の評価 

・侵襲性を伴わない嚥下検査 

・嚥下訓練・摂食機能療法における患者の

嚥下状態等に応じた食物形態等の選択 
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・高次脳機能障害、失語症、言語発達障害、

発達障害等の評価に必要な臨床心理・神 

経心理学検査種目の実施 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 

【医師事務作業補助者】 

計画策定時点での取組実績 各種書類の記載 

計画期間中の取組目標 医師事務作業補助者を増員する 

 

（２）医師の業務の見直し 

計画策定時点での取組実績 ・外来の機能分化（紹介・逆紹介の活性化） 

・総合診療科の設置 

・当直明けの勤務負担の軽減（救命救急セ

ンター当直明けの勤務免除） 

・病状説明の勤務時間内実施 

・クリニカルパス・地域連携パスの活用 

計画期間中の取組目標 ・外来の機能分化の推進 

・医師事務作業補助者の活用推進 

・カンファレンスの勤務時間内実施および

所要時間の短縮 

 

（３）その他の勤務環境改善 

計画策定時点での取組実績 ・CT 装置、MRI 装置、内視鏡手術支援ロボ

ット（ダヴィンチ）の更新 

・保育所利用時の助成金支給 

・病児保育利用時の助成金支給 

・育児短時間勤務制度の利用 

計画期間中の取組目標 ・長時間労働医師の宿日直免除 

・問診票の電子化 

 
（４）副業・兼業を行う医師の労働時間の管理 
計画策定時点での取組実績 ・副業・兼業届の導入による副業・兼業把握 

・月 1 回の自己申告により副業・兼業先の

労働時間を把握する 

計画期間中の取組目標 ・副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計

画を作成する 
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様式第５号（誓約書） 

 

 

誓  約  書 

 

 

 

当長浜赤十字病院は、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 113 条第３項第３

号に規定する要件を満たしていることを誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益

を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ２０２３年  月  日 

 

 

               住所（または所在地） 

滋賀県長浜市宮前町１４番７号 

 

               医療機関名および代表者名  

長浜赤十字病院 院長 楠井 隆 
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評価第23-59号
2023年9月14日

長浜赤十字病院　病院長 殿

医療機関勤務環境評価センター
代表　松 本 吉 郎

　このたび、貴院より受審申請いただきました「医療機関の医師の労働時間短縮の取組 」
の評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）を通知いたします。
　評価結果報告書の内容をご確認いただき、貴院が所在する都道府県への指定申請に向けた
手続きを進めていただくとともに、今後の医師の労働時間短縮に向けた取組にもご活用いた
だきますようお願いいたします。また、本評価結果につきましては、医療法第１０９条 に
基づき、貴院が所在する都道府県にも通知を行いますのでご了知願います。
　なお、 評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）の内容について異議がある場合
は、評価センターに対して異議申し立てを行うことができます。
　該当箇所とご意見をご記載（必要に応じて根拠となる資料を添付）の上、本通知の到達日
の翌日から１４日以内に当センター事務局宛て(isi-hata@po.med.or.jp)にメール にてご連絡
いただきますようお願いいたします。

評価結果通知書
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2023年9月7日

医療機関勤務環境評価センター
代表 松 本 吉 郎

評価結果報告書

長浜赤十字病院　病院長 殿

[全体評価]

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる

［指摘事項・助言等］
労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な要件を満たしている。それ以外の労務管理体制の
整備や労働時間短縮に向けた取り組みとして少なくとも月に１回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部
署が医療機関全体の医師の勤務状況について把握する仕組みがあり、十分になされている。労働時間短縮も
進んでいる。
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個別項⽬評価結果

医療機関コード

医療機関名

医師労働時間
短縮計画

サーベイヤー評価記⼊欄
項⽬
番号 項⽬ 必須

項⽬ ⾃⼰評価 取組状況 提出資料名 資料の該当箇所
提出資料
なし

必須
項⽬ 評価結果 評価コメント

2510300102

⻑浜⾚⼗字病院

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

02_令和6年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮計画.pdf

03_⻑浜⾚⼗字病院処務規程.pdf.pdf
04_⼈事課事務分掌.pdf

03_⻑浜⾚⼗字病院処務規程.pdf.pdf

05_医師の⾃⼰研鑽にかかる取扱いについて.pdf
06_⾃⼰研鑽にかかる労働時間該当性ルール院
内周知画⾯について.pdf
07_医師の⾃⼰研鑽の労働時間該当性のルール_
周知メール.pdf

08_令和5年1⽉5⽇付医企第247号「医師の働き
⽅改⾰にかかる留意事項について」.pdf

09_医療従事者等負担軽減促進委員会_規程.pdf
10_第52回_医療従事者等負担軽減促進委員会_
報告書.pdf
11_第53回_医療従事者等負担軽減促進委員会_
報告書.pdf
12_第54回_医療従事者等負担軽減促進委員会_
報告書.pdf
13_医療従事者等負担軽減促進委員会_報告書_
公開場所.pdf
14_⻑浜⾚⼗字病院職員就業規則.pdf
15_⻑浜⾚⼗字病院給与規程（抜粋）.pdf
16_就業規則・給与規程の院内掲載場所につい
て.pdf
17_職員就業規則の変更届.pdf

【18_給与規程の変更届】【99_⻑浜⾚⼗字病院
就業規則改正にかかる意⾒書等について】【
110_⽇本⾚⼗字社職員給与要綱】【111_給与規
程の変更届（※就業規則内の給与規程の変
更）】.pdf

16_就業規則・給与規程の院内掲載場所につい
て.pdf

1 労務管理に関する責任者を置き、かつ責任の所在
とその役割を明確に⽰している 達成している 〇

⼈事課⻑が労務管理を含む⼈事課業務の責任者であ
ることを⼈事課事務分掌表に明記しており、⼈事課
⻑の責任の範囲および⼈事課労務係の業務内容につ
いては処務規程、⼈事課事務分掌表に明記してい
る。

1 1 13ページ

達成している
添付されている資料に労務管理や労働時間管
理に関する責任者が明確化されており、責任
と役割が明⽂化されている。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

2 労務管理に関する事務の統括部署が明確に存在す
る 達成している 〇

労務管理に関する事務は⼈事課労務係が⾏ってお
り、⼈事課労務係の業務内容を処務規程に明記して
いる

1 1 13ページ

達成している 添付されている資料で当該事務の統括部署が
存在することが明らかである。

2 2
3 3
4 4
5 5

3 医師の⾃⼰研鑚の労働時間該当性のルールを定め
ている 達成している 〇 医師の⾃⼰研鑽の労働時間該当性のルールを定め、

イントラネットで周知している。

1 1 すべて

達成している
基発0701第9号令和元年7⽉1⽇の内容に基づ
き、適切なルールを定めておりイントラネッ
トでの周知もなされている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

4
追加的健康確保措置の体制を整備するために、勤
務間インターバルと代償休息に関するルールをい
ずれも定めている

達成している 〇
⽇本⾚⼗字社の就業規則準則等の改定をもってルー
ルを定める予定であり、令和5年度中に策定する予定
である。

1 1 3〜4ページ

達成している
「取組状況」に記載があるように「令和5年
度中に策定する予定」との表記であったため
「達成」と評価させていただいた。

2 2
3 3
4 4
5 5

5
議事録または議事概要を院内で公開することが前
提の多職種からなる役割分担推進のための委員会
⼜は会議が設置されている

達成している 〇

院⻑・副院⻑を含む医師・看護師・放射線技師・検
査技師・薬剤師・臨床検査技師・管理栄養⼠・事務
からなる役割分担推進のための委員会（医療従事者
等負担軽減促進委員会）を設置しており、会議を
⾏って議事録を院内公開している。議事録の公開に
ついては、各所属⻑が出席する管理会議に提出し、
各所属⻑から所属職員に伝達している。

1 1 すべて

達成している 働き⽅改善のワーキンググループが存在して
おり、議事録も公開されている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

6 就業規則、賃⾦規程を作成し、定期的に⾒直しを
⾏い、変更を⾏った際には周知されている 達成している 〇

就業規則については⻑浜⾚⼗字病院就業規則を作成
しており、本社の⽇本⾚⼗字社職員就業規則改定に
伴い定期的に⾒直し・変更を⾏って適切に代表意⾒
聴取、労基届出を⾏っている。賃⾦規程については
⽇本⾚⼗字社給与要綱に則って対応しており、⽇⾚
⼗字社本社にて定期的に⾒直し・変更を⾏って当院
へ変更通知されれば代表意⾒聴取、労基届出を⾏っ
ている他、⻑浜⾚⼗字病院給与規程（抜粋）を作成
しており、定期的に⾒直し・変更を⾏って適切に代
表者意⾒聴取・労基届出を⾏っている。変更時には
院内メールで周知し、常時最新版をイントラネット
に掲載している。

1 1 すべて

達成している

添付資料より、就業規則・賃⾦規定の存在が
確認でき変更を⾏った事跡も確認できた。就
業規則変更の際に必要な、労働者代表の意⾒
聴取も適切に実施されている。また周知に関
しても添付資料より確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

7 就業規則、賃⾦規程をいつでも医師が確認するこ
とができる 達成している 〇

⻑浜⾚⼗字病院職員就業規則、⽇本⾚⼗字社職員給
与要綱、⻑浜⾚⼗字病院賃⾦規程のいずれも院内
ポータル及び院内共有フォルダ内で常時閲覧可能な
状態である。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、医師が確認できると認めた。
2 2
3 3
4 4
5 5

● ●

● ●

● ●

- 13 -



8 育児・介護休業に関する規程を作成している 達成している 〇
⽇本⾚⼗字社育児休業規程、⽇本⾚⼗字社介護休業
規程を職員代表意⾒聴取・労基届出の上で周知して
いる。

1 1 すべて

達成している
添付資料より既定の存在が確認できた。ま
た、労働者からの意⾒聴取、関係⾏政機関へ
の届け出も確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

9
常勤・⾮常勤医師に対し、雇⽤契約を医師個⼈と
締結し、雇⽤契約書⼜は労働条件通知書を書⾯で
交付している

達成している 〇

常勤医師に対しては、辞令（⼈事異動通知書）およ
び就業規則等添付書類を配布・説明し、労働条件を
明⽰している。⾮常勤医師に対しては、雇⽤契約書
をもって雇⽤契約を締結し、労働条件を明⽰してい
る。（※令和5年4⽉より添付の雇⽤契約書を使⽤す
る運⽤とする）

1 1 4〜5ページ

達成している
添付資料より常勤・⾮常勤医師に対し、雇⽤
契約を医師個⼈と適切に締結し通知がなされ
ていることが確認できた。また、雇⽤契約書
の内容も必要事項が適切に記載されている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

10
常勤・⾮常勤医師に対し、⼊職時に、就業規則、
賃⾦規程や労働時間の管理⽅法に関して、医師本
⼈へ周知している

達成している 〇
⼊職時にオリエンテーションを⾏い、就業規則、賃
⾦規程については別添の資料を配付し周知してい
る。勤怠管理については資料をもとに⼈事課担当者
が説明を⾏っている。

1 1 すべて

達成している 添付資料より周知の事実が確認できた。
2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

11
宿⽇直許可の有無による労働時間の取扱い（「宿
⽇直許可のある宿直・⽇直」と「宿⽇直許可のな
い宿直・⽇直」）を区別して管理している

達成している 〇

宿⽇直許可のない宿⽇直（当⽉2回⽬の⽇直、当週2
回⽬の宿直、⼟曜⽇⽇直の午前8:30〜12:30と⽇直の
16:30〜17:00）については、時間外労働として取扱
い、時間外⼿当を⽀給して時間外労働数に加算して
いる。 
【追記】内科系と外科系に関しては、基本的に宿直
週2回、⽇直⽉2回とならないようにシフトを組み、
上記の対応と同様に取り扱っている。現状との内容
の乖離については時間については上記の対応、⼈数
については許可時より増員し対応、宿⽇直料につい
ては「15_⻑浜⾚⼗字病院給与規程（抜粋）」のよう
に対応しているため、勤務環境について悪化しない
よう対応している。社労⼠の⽅にも許可内容を確認
し、現状と許可の乖離については現状の対応で問題
ないと確認。また宿⽇直許可のある診療科について
は「68〜70_医師にかかる勤務計画」の資料の勤務
計画を使⽤し、上記の通り管理・対応を⾏ってい
る。

1 1 すべて

達成している

添付資料の「27_宿⽇直許可書」、「サンプ
ル3例」より、宿⽇直許可の有無による労働
時間の取扱いが適切に⾏われていることが確
認できた。
また、追加された資料より、宿⽇直勤務から
通常の法定時間外労働への扱いの変更等が明
確に記載されており実態が把握することがで
きた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

12 36協定では実態に即した時間外・休⽇労働時間数
を締結し、届け出ている 達成している 〇 36協定については前年度実績を根拠に実態に即した

休⽇・時間外労働数を締結して届け出ている。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、適切に締結、届け出されてい
ることが確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

13
36協定を超えた時間外・休⽇労働が発⽣した場合
の⾒直し⽅法があり、かつその⽅法に基づく⾒直
しを実施している

達成している 〇

勤怠システム⼊⼒期限後（労働時間確定後）に⾏う
前⽉の時間外・休⽇労働時間数の集計作業にて、36
協定を超える時間外・休⽇労働が発⽣したことが判
明した場合は、対象診療科にヒアリングを⾏い、勤
務実態の確認や今後の対策ついて検討の上、36協定
の⾒直しをする。ただし、これまでに36協定を超え
た時間外・休⽇労働は発⽣していない。

1 1 2ページ

達成している 当該事案が発⽣した場合の⾒直し⽅法が具体
的に定めていることが確認できた。

2 2
3 3
4 4

5 5

14 36協定の締結当事者となる過半数代表者が適切な
選出プロセスを経て選出されている 達成している 〇

36協定を締結するための過半数代表者を選出するこ
とを明らかにした上で、公募・⽴候補者の信任決議
を⾏い選出している。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、適切な選出プロセスを経て選
出されていることが確認できた。

2 2 すべて
3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

19_⽇本⾚⼗字社育児休業規程（令和4年10⽉1
⽇改正）①.pdf
20_⽇本⾚⼗字社育児休業規程（令和4年10⽉1
⽇改正）②.pdf
21_⽇本⾚⼗字社介護休業規程（令和4年4⽉1⽇
改正）.pdf
100_⽇本⾚⼗字社育児休業規程の変更届につい
て.pdf
【101_⽇本⾚⼗字社育児休業規程にかかる意⾒
書等について】【102_「⽇本⾚⼗字社育児休業
規程の改正について」の⼀部改正の変更届につ
いて】【103_「⽇本⾚⼗字社育児休業規程の改
正について」にかかる意⾒書等について】【
104_「⽇本⾚⼗字社介護休業規程」の⼀部改正
の変更届について】【105_「⽇本⾚⼗字社介護
休業規程」の⼀部改正にかかる意⾒書等につい
て】.pdf
08_令和5年1⽉5⽇付医企第247号「医師の働き
⽅改⾰にかかる留意事項について」.pdf
22_（項⽬9）常勤医師の労働条件通知項⽬記載
場所について.pdf
23_⼈事異動通知書（常勤医師サンプル2例）.
pdf
24_雇⽤契約書（⾮常勤医師サンプル1例）.pdf
【追加】115_嘱託・臨時職員及びパート職員就
業規則令和3年1⽉1⽇改正.pdf
25_オリエンテーション配布資料.pdf
26_勤怠管理システム操作⽅法（⼀般⽤）.pdf

27_宿⽇直許可書.pdf
28_（項⽬11.20）サンプル１ ⼩児科・⼭本
Dr.pdf
29_（項⽬11.20）サンプル１ ⼩児科・清⽔
Dr.pdf
30_（項⽬11.20）サンプル１ 精神科・池⽥
Dr.pdf

【追加】116_（項⽬11）サンプル_消化器内
科・藤本Dr_117_（項⽬11）サンプル_外科・⾕
⼝Dr.pdf

31_2022年度36協定届.pdf
32_2022年度時間外・休⽇労働に関する協定書.
pdf
33_前年度の時間外・休⽇労働の実績を⽰す資
料（2021年度職員別時間外勤務時間数調査表）.
pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf

35_職員代表者の選出について.pdf
36_職員代表⽴候補届出書_代表者記⼊.pdf
37_職員代表者の選任ついて_メール送付.pdf
38_「職員の過半数代表者」信任同意結果につ
いて_メール送付.pdf
39_「職員の過半数代表者の信任同意結果につ
いて」.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
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15
36協定の締結に関して、医師（特にＢ⽔準、連携
Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師）から意⾒をくみ取る
仕組みがある

達成している 〇 36協定締結前に対象の診療科についてはカンファレ
ンスにて意⾒を聴取した。

1 1 すべて

達成している
添付資料より医師から意⾒をくみ取る仕組み
があることが確認できた。現在の課題や、B
⽔準への申請が必要な旨、増員など具体的な
意⾒内容が確認できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

16 医師を含む関係者が参加する合議体で議論を⾏
い、医師労働時間短縮計画を作成している 達成している 〇

医療従事者等負担軽減促進委員会（医師を含む関係
職種が参加する合議体）にて議論を⾏い、詳細はＢ
⽔準となりうる各診療科と議論して計画作成を⾏っ
た

1 1 すべて

達成している
添付資料より計画の作成にあたり、医師を含
む合議体で議論が⾏われており議事録も確認
できた。合議体の名称と構成メンバーも具体
的に確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

17
医師労働時間短縮計画の対象医師に対して、計画
の内容について説明するとともに意⾒交換の場を
設けている

達成している 〇
対象医師が所属している所属の診療科に計画の内容
について説明の上意⾒を聴取し、労働時間短縮計画
に反映している。

1 1 すべて

達成している

計画の作成にあたり、医師を含む合議体で議
論を⾏い、計画の内容について説明し意⾒交
換の場が設けられたことが添付資料より確認
できた。「Ｂ⽔準」の指定を受けることが必
要な診療科がある旨も表記され計画案も作成
されている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

18
医師労働時間短縮計画を院内に掲⽰する等によ
り、全ての職員に対して、医師労働時間短縮計画
の内容を周知している

達成している 〇
院内ポータルサイトに掲載しており、全職員が確認
できる状態に掲⽰している。また、公開時にはメー
ルでの配信を⾏い周知している。

1 1 すべて

達成している 添付資料より周知の事実が確認できた。
2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

19
１年に１回、ＰＤＣＡサイクルの中で⾃⼰評価を
⾏い、労働時間の⽬標や取組内容について必要な
⾒直しを⾏っている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

20 評価を受ける医療機関における労働（滞在）時間
を把握する仕組みがある 達成している 〇 バーコードにより出退勤打刻を⾏うシステムを導⼊

している。

1 1 2,3,5〜6ページ

達成している 添付資料より労働（滞在）時間を把握する仕
組みがあることが確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5

21
評価を受ける医療機関の滞在時間のうち労働では
ない時間（主に⾃⼰研鑽）を把握する仕組みがあ
る

達成している 〇

勤怠管理システムにおいて、出退勤時間と30分以上
の乖離があった場合に滞在時間が⾃⼰研鑽であった
かどうかを申告するシステムがあり、⾃⼰研鑽だっ
た場合について申告するよう周知している。今後
は、⾃⼰研鑽時間についても時間外・休⽇労働時間
の申告同様、開始時間と終了時間が申告できるシス
テムを導⼊予定である。

1 1 すべて

達成している

添付資料より「労働では無い時間（主に⾃⼰
研鑽）」を把握する仕組みがあることが確認
できた。出退勤時間に乖離があった場合の申
告システムも整備されていることも併せて確
認できた。

2 2 2,3,5〜6ページ

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

22 副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも⽉
に１回は、申告等に基づき把握する仕組みがある 達成している 〇

副業・兼業申請書にて基本的な勤務曜⽇・勤務時間
を把握し、実際の労働時間は⽉1回副業・兼業先での
労働時間申告書を医師が提出して⾃⼰申告する仕組
みとしている。現在当院で副業・兼業を⾏っている
医師は1名のみであり、当該1名の資料を提⽰する。
※当院の勤怠システム上、副業時間等を⼊⼒出来な
いため、労務管理担当者が申請書を元に⼿⼊⼒し管
理する。今後副業に係る時間を⼊⼒できるシステム
導⼊を検討中。

1 1 すべて

達成している

副業・兼業先の労働時間の実績を確認する仕
組みがあることが添付資料より確認できた。
労働者からの申請に基づき労務管理担当者が
⼿⼊⼒していることも併せて確認することが
でき、今後システムを導⼊することも検討さ
れている。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4

5 5

23
副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休
⽇労働時間数及び勤務間インターバル確保の実施
状況のいずれも管理している

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

24
宿⽇直許可のある宿直・⽇直中に通常の勤務時間
と同態様の業務に従事した場合には、事後的に休
息を付与する配慮を⾏っている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

40_36協定締結に関するヒアリング実施記録に
ついて.pdf

01_令和5年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf
02_令和6年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf
10_第52回_医療従事者等負担軽減促進委員会_
報告書.pdf
42_医師労働時間短縮にかかる⻑時間労働医師
との意⾒交換に関する議事録.pdf
41_令和4年度⻑浜⾚⼗字病院委員会⼀覧表（
R4.9.1現在）.pdf
01_令和5年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf
02_令和6年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf
42_医師労働時間短縮にかかる⻑時間労働医師
との意⾒交換に関する議事録.pdf

43_医師労働時間短縮計画掲載場所.pdf
44_医師労働時間短縮計画職員周知メール（項
⽬18）.pdf

26_勤怠管理システム操作⽅法（⼀般⽤）.pdf
28_（項⽬11.20）サンプル１ ⼩児科・⼭本
Dr.pdf
29_（項⽬11.20）サンプル１ ⼩児科・清⽔
Dr.pdf
30_（項⽬11.20）サンプル１ 精神科・池⽥
Dr.pdf

05_医師の⾃⼰研鑽にかかる取扱いについて.pdf
45_⾃⼰研鑽の申請⽅法について.pdf
46_（項⽬21）⾃⼰研鑽サンプル１ 循内・髙
⽊Dr.pdf
47_（項⽬21）⾃⼰研鑽サンプル１ ⼩児科・
成宮Dr.pdf
48_（項⽬21）⾃⼰研鑽サンプル１ ⼩児科・
清⽔Dr.pdf
49_（項⽬22）サンプル１ 消化器内科・酒井
Dr（副業を含む）.pdf
50_副業・兼業申請書兼通知書.pdf
51_副業・兼業先での労働時間申告書.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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25
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休
息の付与の対象となる医師及び時間数を少なくと
も⽉１回は把握する仕組みがある

達成している 〇

2024年4⽉に向けて、現在当院が勤怠管理システム
を導⼊しているテック情報が、インターバル・代償
休息の付与状況を確認できるシステム（医師の働き
⽅改⾰に対応するシステム）を開発中とのことだ
が、詳細はまだ明らかになておらず、情報を待って
いる状態（2024年4⽉までには運⽤が開始できると
のこと）。
現時点では添付資料の通りシステム導⼊・運⽤につ
いて検討を⾏っている、
【追記】テック情報より2023年6⽉中にシステム改
修について案内されるという回答であったが、時間
を要しており、案内が遅れているとのこと。2024年
4⽉よりシステムを使⽤して52の資料の運⽤とする予
定であるが、暫定的に勤怠管理システムより帳票を
作成し、そのデータを元にインターバル管理を⾏う
こととしている。システムが改修されるまでは添付
のデータを元にリストアップし、対応する予定。代
償休息については、本社からの通知待ちであり現在
のところ保留としている。

1 1 すべて

達成している

資料52より代償休息を付与すべき対象医師と
その時間数を把握するルールが整えられてい
ることが確認できた。
また追加された資料132より管理実績も確認
でき達成していると判断した。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4

5 5

26
少なくとも⽉に２回、各診療部⾨の⻑または勤務
計画管理者が管理下にある医師の労働時間につい
て、把握する仕組みがある

達成している 〇

⽉2回勤怠管理システムを⽤いて労働時間を確認する
よう通達する。該当診療科に時間外・休⽇労働時間
数が⽉80時間を超える医師がいる場合は、別途通知
書で労働時間を通知し、労働時間削減に向けた取り
組みを勧奨する。

1 1 1ページ

達成している

添付資料より、該当事項に関する仕組みがあ
ることが確認できた。追加された資料より
「各診療部⾨の⻑または勤務計画管理者」へ
の通知内容、管理者からの回答内容（産婦⼈
科サンプル）が確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5

27 少なくとも⽉に１回は医師本⼈へ⾃⾝の労働時間
について、フィードバックされる仕組みがある 達成している 〇

⽉1回勤怠システムを⽤いて労働時間を確認するよう
通達する。⽉80時間を超える医師については別途通
知書で労働時間を通知し、労働時間削減に向けた取
り組みを勧奨する。

1 1 4ページ

達成している
添付資料より、該当事項に関する仕組みがあ
ることが確認できた。追加された資料から実
施の内容が確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

28
少なくとも⽉に１回は管理者、労務管理責任者及
び事務統括部署が医療機関全体の医師の勤務状況
について、把握する仕組みがある

達成している 〇
勤怠管理システムの⼊⼒期限が過ぎ、時間外・休⽇
労働時間数が確定したら、すべての医師の時間外・
休⽇労働時間数を安全衛⽣委員会および⼈事課⻑に
報告する運⽤としている。

1 1 2ページ

達成している 添付資料より、該当事項の仕組みがあること
が確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

29
勤務実態に課題がある診療科や医師に対して、注
意喚起を⾏う等、医師の労働時間短縮に向けた⾏
動変容を起こす仕組みがある

達成している 〇

現在時間外・休⽇労働時間数が⽉80時間を超える医
師については通知書を配布して注意喚起・⾯接指導
勧奨を⾏っており、2024年4⽉以降は診療部⻑にも
通知書を配布して労働時間削減に向けた取り組みを
勧奨する。

1 1 6~8ページ

達成している
添付資料より、医師の労働時間短縮に向けた
⾏動変容を起こす仕組みがあることが確認で
きた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

30 労働安全衛⽣法に基づき産業医が選任されている 達成している 〇
平成26年に3名の産業医を選任し労基に届け出ており
（うち1名は令和3年3⽉末に退職）、令和5年度は新
たに1名の産業医を選任する予定である。

1 1 すべて

達成している 添付資料より選任の事跡が確認できた。
2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

31 医師に対する⾯接指導の実施体制が整備されてい
る 達成している 〇

令和5年度中に産業医2名が⾯接指導実施医師養成講
習会を修了し、令和6年度からマニュアルに則って⾯
接を実施する予定である。

1 1 すべて

達成している

令和5年度中に産業医2名が⾯接指導実施医師
養成講習会を修了し、令和6年度からマニュ
アルに則って⾯接を実施する予定であるが、
添付資料より実施体制が整備されていると判
断し「達成している」と評価を下した。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

32 ⾯接指導対象医師が、必要に応じて、産業医に相
談可能な体制が整備されている 達成している 〇 ⾯接指導実施医師（修了予定）は全員産業医であ

る。

1 1 すべて

達成している

評価者の「取組状況」に記載の「⾯接指導実
施医師（修了予定）は全員産業医である。」
との⽂⾔より「達成している」との評価を下
した。ただ「⾯接指導対象医師」が「全員産
業医」であることの周知は必要かと思われ
る。

2 2 すべて
3 3
4 4

5 5

● ●

● ●

● ●

52_（項⽬25）代償休息付与に関する管理⽅法
について.pdf
【追加】131_勤務間インターバルの管理システ
ム（暫定）.pdf
【追加】132_勤務間インターバルの管理システ
ム_サンプル_産婦⼈科濱⼝Dr.pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf
【追加】118_（項⽬26）⽉1回⽬通知（第2週
⽬）.pdf
【追加】119_（項⽬26）⽉2回⽬通知（第4週
⽬）.pdf
【追加】120_2023年6⽉分_（診療科部⻑宛）時
間外・休⽇労働数に関する通知_産婦⼈科（サン
プル）.pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf
【追加】121_2023年6⽉分_（医師宛）時間外・
休⽇労働数に関する通知_⼭野Dr（サンプル）.
pdf
【追加】122_医師本⼈への労働時間周知メール.
pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf
【追加】123_2023年度時間外集計.pdf
【追加】128_全医師時間外報告_周知メール
（管理者、労務管理責任者、事務統括部書）.
pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf
53_（項⽬29）休⽇・時間外労働時間数の管理
について.pdf
106_休⽇・時間外労働時間数60時間超医師リス
ト（R5.2⽉）.pdf
107_⾯接指導勧奨通知書（R5.2⽉）.pdf
114_勤怠管理システムによる各診療部⻑の所属
員労働時間確認画⾯.pdf
54_産業医選任報告.pdf
55_安全衛⽣委員会議事録（R5.3⽉開催分）.pdf

56_⾯接指導実施マニュアル.pdf
57_⾯接指導医リスト.pdf

57_⾯接指導医リスト.pdf
58_産業医証.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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33 ⾯接指導実施医師が、⾯接指導対象医師の直接の
上司とならないような体制がとられている 達成している 〇

診療科の異なる産業医2名が⾯接指導実施医師となる
予定であり、⾯接指導実施医師が直属の上司（同じ
診療科の医師）とならないようにルールを設けてい
る。

1 1 すべて

達成している 添付資料より当該体制があることが確認でき
た。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

34
⾯接指導の実施にあたり、産業医、⾯接指導実施
医師のみではなく、他職種がサポートする体制が
ある

達成している 〇
産業医（＝⾯接指導実施医師）以外に、産業カウン
セラーによるカウンセリングや衛⽣管理者・労務管
理者による職場巡回を⾏っている。

1 1 すべて

達成している 添付資料より当該体制があることが確認でき
た。

2 2
3 3
4 4
5 5

35 ⽉の時間外・休⽇労働が100時間以上になる⾯接
指導対象医師を⽉単位で把握する仕組みがある 達成している 〇 マニュアル参照

1 1 1ページ

達成している 添付資料より当該仕組みがあることが確認で
きた。

2 2
3 3
4 4
5 5

36
⽉の時間外・休⽇労働が100時間以上になる⾯接
指導対象医師へ⾯接指導の案内や連絡が確実に⾏
える体制がある

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

37
⾯接指導について、医師本⼈に加えて、所属⻑及
びシフト管理者にも⾯接指導の実施についての連
絡体制がある

達成している 〇 マニュアル参照

1 1 すべて

達成している 添付資料より当該体制があることが確認でき
た。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

38 ⾯接指導実施医師へ⾯接指導対象医師の勤務状況
等、⾯接指導に必要な情報が提供されている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

39 対象の医師に⾯接指導が実施され、医療機関に結
果が報告されている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

40
⾯接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・
報告を⾏った場合には、その判定・報告を最⼤限
尊重し、就業上の措置を講じている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

41

就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所
属⻑と勤務計画管理者に対し、管理者、労務管理
責任者⼜は委任された者や部署より通知し、措置
を実施する体制がある

達成している 〇 マニュアル参照

1 1 すべて

達成している 添付資料より当該体制があることが確認でき
た。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

42 ⽉の時間外・休⽇労働が155時間を超えた医師を
⽉単位で把握する仕組みがある 達成している 〇 マニュアル参照

※155時間を超える医師はいない

1 1 1ページ

達成している 添付資料より当該仕組みがあることが確認で
きた。

2 2
3 3
4 4
5 5

43

⽉の時間外・休⽇労働が155時間を超えた場合、
当該医師の所属⻑と勤務計画管理者に対し、管理
者、労務管理責任者⼜は委任された者や部署より
通知し、措置を実施する体制がある

達成している 〇 マニュアル参照

1 1 1ページ

達成している 添付資料より当該体制があることが確認でき
た。

2 2
3 3
4 4
5 5

44 衛⽣委員会が法令で定められた頻度・内容で開催
されている 達成している 〇 安全衛⽣委員会を⽉1回開催しており、法令で定めら

れた内容について検討している。

1 1 すべて

達成している
添付資料より当該委員会が法令で定められた
頻度・内容で開催されていることが確認でき
た。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

56_⾯接指導実施マニュアル.pdf
57_⾯接指導医リスト.pdf

56_⾯接指導実施マニュアル.pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf
56_⾯接指導実施マニュアル.pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf
56_⾯接指導実施マニュアル.pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf

34_医師の時間外・休⽇労働の管理マニュアル.
pdf

59_安全衛⽣委員会規則.pdf
60_安全衛⽣委員会次第（R5.1⽉〜R5.3⽉）.pdf
61_安全衛⽣委員会議事録（R5.1⽉〜R5.3⽉）.
pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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45 ⻑時間労働の医師への対応状況の共有や対策等が
検討されている 達成している 〇

⻑時間労働の医師について報告を⾏い、その原因や
改善策について検討している。必要に応じ、委員⻑
より管理会議、幹部会での議題とし、検討・改善で
きる仕組みを整えている。

1 1 すべて

達成している 添付されている議事録、資料より当該対策等
が検討されていることが確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて
4 4
5 5

46 医師に対する健康診断の実施率 達成している 〇
健康保険を受診していない医師について、再三受診
勧奨をし健診予約も取り付けるが、近くなると予定
が⼊ったとのことでキャンセルをされ、再予約を促
すも予定は未定とのことで対応していただけない。

1 1 すべて

達成している
未受診者が「2名」と実施率が100%に近い状
態であることが確認できた。未受診者2名に
おいて未受診の理由の聞き取りも⾏われてい
る。受診促進に向けての資料も確認できた。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

47 健康診断の実施時には、受診しやすい選択肢を提
⽰し、受診を促している 達成している 〇

定期健康診断はおよそ1ヶ⽉、⽣活習慣病健康診断（
35歳・40歳以上）は10⽉〜3⽉の希望⽇と受診可能
期間を⻑く設けて希望⽇に受診ができる体制を整え
ている。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、受診しやすい選択肢を整備し
受診を促していることが確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

48

Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師について
は、健康診断の結果による追加検査や再受診が必
要とされた場合の受診勧奨、その結果のフォロー
を⾏う体制がある

達成している 〇

追加検査や再受診が必要とされた場合は、受診勧奨
を⾏い、⼆次健診結果の報告を義務づけている。
【追記】フローについては上記の通り、再検査等が
必要であった場合には、67の資料と問診票（結果）
を本⼈に返却し、医療機関を受診していただく。そ
の後内容を産業医が確認し、意⾒欄に記載をする。
（今回提出分については、B⽔準医師のものではな
い）

1 1 すべて

達成している

添付資料より、⼆次健診についての報告を求
めている事実が確認でき、追加された資料よ
り受診勧奨の事実が確認できたことから「受
診勧奨、その結果のフォローを⾏う体制があ
る。」ことが確認できた。

2 2 すべて

3 3
4 4

5 5

49 勤務計画の対象⽉の時間外・休⽇労働時間が上限
を超えないように勤務計画が作成されている 達成している 〇

宿⽇直許可のない宿⽇直は原則禁⽌し、やむを得ず
許可外の宿⽇直を⾏う⼩児科、精神科に関しても、
回数の偏りがないように勤務計画を作成している。

1 1 すべて

達成している 添付資料より「勤務計画」が作成されている
ことが確認できた。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて
5 5

50 法定休⽇が確保された勤務計画が作成されている 達成している 〇 当院は⼟⽇祝を休⽇としており、法定休⽇が確保さ
れている。

1 1 5〜6ページ

達成している 添付資料より「法定休⽇」が確保されている
ことが確認できた。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて
5 5

51 副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画が作成
されている 達成している 〇

消化器内科酒井医師の副業・兼業については2⽉から
届出を受けており、令和5年度以降勤務計画に反映さ
せる予定である。その他副業・兼業を⾏っている医
師はいない。

1 1 すべて

達成している 添付されている資料より、達成されているこ
とが確認できた。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて
5 5

52 宿⽇直許可の有無による取扱いを踏まえた勤務計
画が作成されている 達成している 〇

・宿⽇直許可のある宿⽇直と許可の無い宿⽇直を区
別している。具体的には項⽬11の通り。
・精神科医師は⼈数が暦の⽇数に⾜りないためやむ
を得ず宿⽇直許可のない宿直（同週2回⽬の宿直＝全
時間時間外労働扱い）を⾏うことがあるが、令和5年
4⽉より以下①②のルールを設けることで基準の勤務
間インターバルを確保する。
①許可のない宿直は翌⽇が休⽇（＝勤務間インター
バルが確保できる）場合のみ許可する
②やむを得ず翌⽇が平⽇となる⽇に宿直を⾏った場
合、翌⽇⽇勤の午後は勤務免除とする

1 1 すべて

達成している
添付資料より宿⽇直許可があることが確認で
き、適切な勤務計画が作成されている。精神
科については令和5年4⽉より対応とのこと。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて

5 5

53 勤務間インターバルの確保が実施できるような勤
務計画が作成されている 達成している 〇

項⽬52の精神科の事例以外は現状で必要な連続イン
ターバルが確保できる体制となっている。精神科に
ついては令和5年4⽉より調整する。
【追記】精神科については上記52の項⽬にあるよう
な取り決めのためシフトを組む時点ではインターバ
ルが確保できている。宿直許可のない週2回⽬の宿直
をやむを得ず⾦・⼟曜⽇以外にされる場合は翌⽇午
後を勤務免除とすることで勤務間インターバルが確
保出来る。

1 1 すべて

達成している
添付された資料より、精神科においても令和
5年4⽉より勤務間インターバルの確保が実施
できるような勤務計画が作成され実施されて
いることが確認できた。

2 2 すべて
3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

54 代償休息を期限内に付与することができるような
勤務計画が作成されている

現時点では達成していないが、
具体的な実施時期を定め、取り
組むことを医師労働時間短縮計
画に記載している

〇

代償休息を休⽇に付与するか所定労働⽇・所定労働
時間に付与するかは令和5年度中に改定される⽇本⾚
⼗字社本社の就業規則で定めることとなっている。
休⽇に付与する場合は⼟⽇祝⽇は休⽇としているた
め、確実に期限内に付与することができる。所定労
働時間内に付与する場合は、事前に勤務計画に付与
⽇時を指定するよう運⽤する予定である。

1 1 3〜4ページ
現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

添付資料より令和5年度中に取り組むことが
確認できた。

2 2 5〜6ページ
3 3 すべて
4 4 すべて

5 5 すべて

60_安全衛⽣委員会次第（R5.1⽉〜R5.3⽉）.pdf
61_安全衛⽣委員会議事録（R5.1⽉〜R5.3⽉）.
pdf
62_安全衛⽣委員会資料（R5.1⽉〜R5.3⽉）.pdf

63_（項⽬46）健診受診率について.pdf
64_受診勧告資料.pdf

64_令和4年度第1回職員定期健康診断⽇程表.pdf
65_令和4年度第2回定期職員健診⽇程表.pdf
66_⽣活習慣病健康診断（35歳・40歳以上の職
員健診）希望⽇調査票（サンプル）.pdf

67_（項⽬48）⼆次健診受診報告書について.pdf
【追加】124_⼆次健診受診報告書（サンプル）.
pdf

31_2022年度36協定届.pdf
68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf
70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf

14_⻑浜⾚⼗字病院職員就業規則.pdf
68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf
70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf

50_副業・兼業申請書兼通知書.pdf
68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf
70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf

27_宿⽇直許可書.pdf
68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf
70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf

68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf
70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf
【追加】125_精神科にかかる勤務計画（R5.6
⽉）.pdf

【追加】126_精神科_勤務間インターバル_サン
プル.pdf

08_令和5年1⽉5⽇付医企第247号「医師の働き
⽅改⾰にかかる留意事項について」.pdf
14_⻑浜⾚⼗字病院職員就業規則.pdf
68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf

70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

● ●
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55 副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時
間を配慮した勤務計画が作成されている 達成している 〇

副業・事業兼業申請書兼通知書に記載のある移動⼿
段、移動時間を確認し、勤務計画作成時には考慮し
ている。

1 1 すべて

達成している
副業・兼業を⾏っている医師が副業先で勤務
する前後の勤務⽇に宿⽇直などのシフトを組
み⼊れないような配慮がなされていることが
確認できた。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて
5 5

56
作成された勤務計画について、事務の統括部署が
主体となった体制でダブルチェックが実施されて
いる

達成している 〇

添付のマニュアルに沿って勤務計画のダブルチェッ
クを⾏う予定である。
【追記】添付のマニュアルに沿って、勤務計画が作
成されたら、⼈事課労務係がデータを出⼒し、エク
セルシートにまとめ、勤務内容を確認している。68
〜70の資料のように、毎⽉シートを作成しダブル
チェックを⾏っている。シート確認後、印刷し係り
が押印をし綴っている。

1 1 すべて

達成している

追加された資料の右下に「廣江」の印影が確
認できた。これを「ダブルチェックの実施」
と判断し「達成している」と判断した。
「⼈事課事務分掌表」によると「廣江」とは
「主事」の「廣江有志郎」⽒ことが窺える。
分掌業務は「20.医師の働き改⾰に関するこ
と」を副主任として担っていることも確認で
きた。

2 2 すべて
3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

57

少なくとも年に１回は、病院⻑を含む医療機関内
の管理職層に対して、医療機関の管理者としての
⼈事・労務管理に関する外部のマネジメント研修
を受講、または外部からの有識者を招聘し研修を
実施している

達成している 〇

令和4年度に関しては病院⻑がトップマネジメント研
修を受講しており、令和6年度以降は病院⻑および各
診療部⻑（副院⻑含む）がトップマネジメント研修
を年1回受講する予定である。

1 1 すべて

達成している

追加された資料より研修の実施及び実施内容
が確認できた。また添付されている「マネジ
メント研修終了証」は当該研修を受講し修了
したものであることも明らかであることから
「達成している」と判断した。

2 2 すべて

3 3 すべて
4 4
5 5

58

各診療部⾨の⻑⼜は勤務計画管理者に対して、事
務部⾨等が、評価を受ける医療機関における⼈
事・労務管理の各種規程や勤務計画作成・管理に
関する研修を少なくとも年に１回は実施している

達成している 〇 年1回各部⾨⻑に研修を⾏う予定でありる。

1 1 すべて

達成している
追加された資料から、本年10⽉に研修が実施
される予定であることが明らかである。稟議
書が作成され院⻑まで回覧されていることか
ら制度として確⽴されたものと判断できる。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

59

医師に対して、勤怠管理や当⼈が実施すべき内容
（始業・退勤時刻の申告、副業・兼業先の労働時
間の申告、時間外労働の⾃⼰研鑽部分のルール確
認等）について、少なくとも年に１回周知してい
る

達成している 〇 項⽬60と合わせて、当院ではＢ⽔準以外の医師にも
添付資料の研修を受講いただく予定である。

1 1 すべて

達成している
追加された資料から、本年10⽉に研修が実施
される予定であることが明らかである。稟議
書が作成され院⻑まで回覧されていることか
ら制度として確⽴されたものと判断できる。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

60

Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師に対して
は、勤怠管理や当⼈が理解すべき内容（始業・退
勤時刻の申告、健康管理の重要性、⾯接指導の受
診、勤務間インターバル確保等）に関する研修が
少なくとも年に１回は実施している

達成している 〇 令和5年度よりe-learningを⽤いて添付資料のおり研
修を実施する予定。

1 1 すべて

達成している
追加された資料から、本年10⽉に研修が実施
される予定であることが明らかである。稟議
書が作成され院⻑まで回覧されていることか
ら制度として確⽴されたものと判断できる。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

61
医師以外の職種へのタスク・シフト／シェア業務
の適切な推進のために、院内のルールが定められ
ている

達成している 〇

他職種からなる医療従事者等負担軽減促進委員会に
てタスク・シフト／シェアについての具体的な計画
を定めており、タスク・シフト／シェア業務に関し
ては各部署で策定し、委員会内で協議のうえ、院内
ルールについて作成している。

1 1 すべて

達成している 添付資料より当該業務の院内ルールが定めら
れていることが確認できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

62
多職種からなる役割分担を推進のための委員会⼜
は会議でタスク・シフト/シェアについて検討し
ている

達成している 〇
他職種からなる医療従事者等負担軽減促進委員会に
てタスク・シフト／シェアについての具体的な計画
を定めており、タスク・シフト／シェアを推進して
いる。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、当該事項について検討してい
ることが確認できた。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

63
特定⾏為研修修了者の活⽤等、特に推進するとさ
れているタスク・シフト/シェアを少なくとも⼀
つは実施している

達成している 〇
特定看護師研修及び院内技術チェックが終了してい
る看護師に関しては、必要時には担当部⻑に依頼し
特定⾏為を実施する仕組みが院内でできている。

1 1 すべて

達成している
添付資料より、特定⾏為研修修了者が確認で
きタスク・シフト／シェアの実施が確認でき
た。

2 2
3 3
4 4
5 5

64 その他の医師の労働時間短縮に効果的なタスク・
シフト／シェアについて検討⼜は実施している 達成している 〇 計画書に現在実施しているタスク・シフト／シェア

の内容を記載している。

1 1 すべて

達成している 添付資料で医師の労働時間短縮に効果的なタ
スク・シフト／シェアの実施が確認できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

65 タスク・シフト／シェアの実施に当たり、関係職
種への説明会や研修を開催している 達成している 〇

必要に応じ研修を企画し、その⽬的・⽬標・評価を
明確にし実施している。今回提出したタスク・シフ
ト／シェアの取り組みについては放射線科部のオー
ダ代⾏についてであり、78の資料を元に所属⻑より
⼝頭での説明を⾏い、⼊職者、中途採⽤者、また
オーダの操作⽅法が不明な場合は98のマニュアルを
元に説明を⾏っている。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、関係職種への説明会や研修の
開催が確認できた。

2 2 すべて
3 3
4 4

5 5

50_副業・兼業申請書兼通知書.pdf
68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf
70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf

68_医師にかかる勤務計画（R5.1⽉）.pdf
69_医師にかかる勤務計画（R5.2⽉）.pdf
70_医師にかかる勤務計画（R5.3⽉）.pdf
72_医師の勤務計画のダブルチェック⼿順（項
⽬56）.pdf

【追加】134_医師にかかる勤務計画（R5.6
⽉）.pdf

73_マネジメント研修修了証書.pdf
【追加】129_「令和3年度地域医療構想の実
現・働き⽅改⾰の推進に向けた病院管理者研
修」の募集について（通知⽂）.pdf
【追加】130_開催プログラム.pdf

74_労務管理に関する研修資料（医師以外向
け）（項⽬58）.pdf
【追加】133_働き⽅改⾰に関連する研修の実施
について.pdf

75_研修資料（項⽬59.60）.pdf
【追加】133_働き⽅改⾰に関連する研修の実施
について.pdf

75_研修資料（項⽬59.60）.pdf
【追加】133_働き⽅改⾰に関連する研修の実施
について.pdf

76_タスク・シフト／シェア業務に関する院内
ルール.pdf

11_第53回_医療従事者等負担軽減促進委員会_
報告書.pdf
02_令和6年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf

77_特定⾏為実施⼀覧.pdf

01_令和5年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf

78_画像オーダ代⾏による医師の業務負担軽減
について.pdf
98_放射線画像オーダーマニュアル.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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66 タスク・シフト/シェアについて、患者への説明
が院内掲⽰等によって実施している 達成している 〇 各病棟、外来待合等に掲⽰し、患者への説明を実施

している。

1 1 すべて

達成している
添付資料により、タスク・シフト／シェアに
ついて、患者への説明が院内表⽰等によって
実施されていることが確認できた。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

67
医療機関全体において、夜間帯の勤務体制につい
て、労働時間短縮のための取組を少なくとも⼀つ
は実施している

達成している 〇 労働時間短縮のために、夜間は宿直体制としてい
る。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、労働時間短縮のための取組が
実施されていることが確認できた。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

68
医療機関全体において、休⽇の勤務体制につい
て、労働時間短縮のための取組を少なくとも⼀つ
は実施している

達成している 〇 労働時間短縮のために、休⽇は⽇直体制としてい
る。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、労働時間短縮のための取組が
実施されていることが確認できた。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

69
会議やカンファレンスの効率化・合理化、勤務時
間内の実施等、時間外労働の削減のための取組を
少なくとも⼀つは実施している

達成している 〇

研修会や委員会等の会議について、原則勤務時間内
の実施としており、やむを得ず時間外に実施する場
合は委員会時間外開催申請書を申請することとして
いる。また時間外労働削減のための取り組みについ
て指針を院内ポータルに掲載して周知している。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、当該取り組みがなされている
ことが確認できた。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

70 医師が短時間勤務等を希望した場合に受け⼊れ、
活⽤できる環境がある 達成している 〇

育児短時間勤務制度で、法定以上の年齢の⼦どもで
も（満6歳の年度末まで）短時間勤務を受け⼊れる体
制があり、実際に活⽤している医師がいる。また、
時差出勤や時間外労働の制限、⽇当直の免除等も可
能としている。

1 1 14〜17ページ

達成している
添付資料により医師の短時間勤務等の制度内
容が確認でき、活⽤実績もあることも⽰され
ている。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

71 医師が働きやすい⼦育て・介護の⽀援環境を整備
している 達成している 〇

年次有給休暇とは別に育児・介護のための特別有給
休暇をそれぞれ付与しており、保育料の助成⾦や⺠
間病児保育利⽤時の助成⾦を⽀給する制度もある。

1 1 11ページ

達成している 医師の⼦育て・介護の⽀援環境が整備されて
いることが添付資料により確認できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

72 ⼥性医師等就労⽀援事業や復職⽀援事業への取組
を実施、または相談窓⼝を設けている 達成している 〇

⼦育てや介護を⾏っている職員に対し就労。復職⽀
援を⾏うため、保育料の助成、病児保育利⽤時の助
成、また⼦の養育、介護のための特別有給休暇を付
与を取得できる⽀援を⾏っている。
※保育料については⼥性医師の利⽤有り、病児保育
助成について⼥性医師の利⽤は無し

1 1 すべて

達成している 当該取り組みが対象者に実施されていること
が添付資料より確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて
5 5

73 ICTを活⽤した医師の労働時間短縮や業務効率化
の取組を検討⼜は実施している 達成している 〇

AI技術を活⽤した病変のリアルタイム検出・鑑別を
⽀援する内視鏡機器を取り⼊れ医師の診断の介助・
時間削減・業務効率化を図っている。

1 1 すべて

達成している
AI技術を活⽤した機器を取り⼊れ、時間削
減・業務効率化を検討していることが添付資
料より確認できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

74
副業・兼業を⾏う医師について、副業・兼業先へ
医師の休息時間確保への協⼒を、必要に応じて依
頼している

現時点では達成していないが、
具体的な実施時期を定め、取り
組むことを医師労働時間短縮計
画に記載している

〇

副業・兼業申請書を活⽤し、副業・兼業先を把握し
ている。※当院の勤怠システム上、副業時間等をシ
ステムに⼊⼒出来ないため、労務管理担当者が申請
書を元に管理する。今後副業に係る時間を⼊⼒でき
るシステム導⼊を検討中。

1 1 すべて
現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

労働者の副業先を確認しており、今後具体的
な取り組みがなされることが取組状況の記載
より確認できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

75
（Ｃ-１⽔準を適⽤する臨床研修医・専攻医がい
る場合）臨床研修医・専攻医について、研修の効
率化の取組を少なくとも⼀つは実施している

該当者なし 〇 該当者なし

1 1

該当者なし 添付されている資料より、「該当者なし」と
判断できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

76

（Ｃ-２⽔準を適⽤する医師がいる場合）技能研
修計画の内容と、実際の業務内容や勤務実態が乖
離するような場合に、当該医師からの相談に対応
出来る体制を設けている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

79_タスク・シフトシェアについての院内掲⽰
（患者説明）.pdf
80_令和4年度 医療従事者の負担軽減及び労働
環境改善計画（院内掲⽰）.pdf

27_宿⽇直許可書.pdf
108_（項⽬67）労働時間短縮のための当直運
⽤.pdf

27_宿⽇直許可書.pdf
109_（項⽬68）労働時間短縮のための⽇直運
⽤.pdf

81_「研修会・講演会・委員会等の開催につい
て」（令和４年7⽉1⽇改定）.pdf
82_委員会時間外開催申請書.pdf

19_⽇本⾚⼗字社育児休業規程（令和4年10⽉1
⽇改正）①.pdf
83_育児短時間勤務等に関する申請書兼通知書.
pdf

14_⻑浜⾚⼗字病院職員就業規則.pdf

84_⼦育て・介護の⽀援環境整備について（項
⽬71）.pdf
85_病児保育料の助成について.pdf
112_令和４年度保育料助成申し込みについて.
pdf
113_保育料補助申請書.pdf

86_ICTを活⽤した医師の労時間短縮や業務効率
化の取り組みについて.pdf

50_副業・兼業申請書兼通知書.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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77

医療機関の取組の中で、患者に理解を求める必要
がある内容（診療時間外の病状説明の原則廃⽌、
外来診療科の制限や時間短縮など）について、掲
⽰やホームページ等で患者への周知が⾏われてい
る

達成している 〇 院内に添付資料を掲⽰している。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、患者への周知の事実が確認で
きた。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

78
近隣の医療機関に対し、病診連携等を意識した協
同のメッセージや密なコミュニケーションを取っ
ている

達成している 〇
近隣の医療機関の外部委員を含む委員会を定期的に
開催して密なコミュニケーションを図っているほ
か、毎⽉「地域医療連携だより」を発⾏して連携強
化に繋げている。

1 1 すべて

達成している 添付資料より、取組の事実が確認できた。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて
5 5

79 Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師の年間平
均時間外・休⽇労働時間数 改善している 〇

令和2年度と令和3年度を⽐較し増加・減少している
医師がそれぞれいるが、令和4年度に関しては、⾒込
みではあるが、時間外数が減少する⾒込み。
※資料参照

1 1 すべて

改善している 添付資料より、改善⾒込みであることが予想
されるため左記の評価に⾄った。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

80 Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師の年間最
⻑時間外・休⽇労働時間数 改善している 〇

令和2年度と令和3年度を⽐較し増加・減少している
医師がそれぞれいるが、令和4年度に関しては、⾒込
みではあるが、時間外数が減少する⾒込み。
※資料参照

1 1 すべて

改善している 添付資料より、改善⾒込みであることが予想
されるため左記の評価に⾄った。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

81 年間の時間外・休⽇労働が960時間超1860時間以
下の医師の⼈数・割合・属性 改善している 〇

令和2年度と令和3年度を⽐較した際には⼈数、割合
ともに増加ているが、令和4年度に関しては、⾒込み
ではあるが減少する⾒込みである。
※資料参照資料参照

1 1 すべて

改善している 添付資料より、改善⾒込みであることが予想
されるため左記の評価に⾄った。

2 2
3 3
4 4
5 5

82 年間の時間外・休⽇労働が1860時間超の医師の⼈
数・割合・属性

前年度、前々年度に該当者はい
ない 〇 該当者なし

1 1 すべて

前年度、前々年度に該当者はいな
い

添付されている資料より、「該当者なし」と
確認できた。

2 2
3 3
4 4
5 5

83 勤務間インターバル確保の履⾏状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

84 代償休息の付与状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

85 ⾯接指導対象医師に対する⾯接指導の実施状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

86 ⽉の時間外・休⽇労働が155時間を超えた医師に
対する措置の実施状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

80_令和4年度 医療従事者の負担軽減及び労働
環境改善計画（院内掲⽰）.pdf
87_「上⼿な医療のかかり⽅」に係る患者への
院内掲⽰.pdf

88_地域医療⽀援事業運営委員会議事録.pdf
89_開放型病床運営委員会議事録.pdf
90_近隣の医療機関からの外部委員⼀覧（項⽬
78）.pdf
91_地域連携だより（2023.3）.pdf

02_令和6年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf
92_B⽔準医師年間平均時間外・休⽇労働時間数
（項⽬79）.pdf

02_令和6年度⻑浜⾚⼗字病院医師労働時間短縮
計画.pdf
93_B⽔準医師年間最⻑時間外・休⽇労働時間数
（項⽬80）.pdf

94_医師の年間時間外休⽇労働960時間超の⼈数
／割合／属性（項⽬81）.pdf

94_医師の年間時間外休⽇労働960時間超の⼈数
／割合／属性（項⽬81）.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

● ●

● ●

● ●

● ●

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため
対応不要

初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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87

年に１回は職員満⾜度調査並びにＢ⽔準、連携Ｂ
⽔準及びＣ⽔準適⽤医師からの意⾒収集を実施
し、健康⾯と勤務へのモチベーション、医療提供
体制に関する懸念事項等の内容について、情報を
収集している

達成している 〇

令和5年度より職員満⾜度調査を実施する予定であ
り、安全衛⽣委員会で協議を⾏っている。アンケー
トの内容と結果活⽤の流れは添付資料の通り。
【追記】令和5年度から実施予定であり、安全衛⽣委
員会で調整中。令和5年10⽉〜11⽉にかけて実施す
ることを、前回の委員会（令和5年6⽉）で決定し
た。

1 1 2ページ

達成している

新たに添付された資料より令和5年10~11⽉
にかけて「職員満⾜度調査」を実施予定であ
ることが「127_安全衛⽣委員会報告書」から
窺える。また項⽬にある「健康⾯と勤務への
モチベーション」の推し量る質問項⽬として
は職員満⾜度アンケートの7~17、医療提供
体制に関する懸念事項等は18~23の質問項⽬
で明確になることが予想される。また、⾃由
記載できる質問項⽬も含まれており情報収集
の役割を担っていると思われる。他⽅、職員
満⾜度調査の実施が「安全衛⽣委員会報告
書」の議事録で明確にされているものの、実
施についての稟議書などが添付されていない
のが懸念されるが、安全衛⽣委員化報告書の
内容から制度として達成していると判断でき
る。

2 2 すべて

3 3 2ページ

4 4

5 5

88
年に１回は患者満⾜度調査⼜は患者からの意⾒収
集を実施し、医療の質の低下や医療機関が課題と
捉える内容について、情報を収集している

達成している 〇
サービス改善委員会にて毎年外来患者、⼊院患者に
患者満⾜度調査を⾏っている。その結果を委員会に
て集計し、また院内に掲⽰し職員に周知している。

1 1 すべて

達成している
添付資料より実施の事実が確認できた。アン
ケート結果を有効に活⽤する仕組みを整えて
いただくことを希望します。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

61_安全衛⽣委員会議事録（R5.1⽉〜R5.3⽉）.
pdf
95_職員満⾜度調査アンケート（案）.pdf
【追加】127_安全衛⽣委員会議事録（R5.6
⽉）.pdf

96_令和4年度⼊院患者満⾜度調査.pdf
97_令和4年度外来患者満⾜度調査.pdf

〇

〇
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様式第２号（連携型特定地域医療提供機関（連携Ｂ水準）指定申請） 

滋医大人-６-９-２  

2023年 10月 27日 

 

滋賀県知事 殿 

 

                   開設者住所 〒520-2192 

        滋賀県大津市瀬田月輪町 

                        氏名                      

                                                                 

 

 

連携型特定地域医療提供機関（連携Ｂ水準）指定申請書 

 

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正

する法律（令和３年法律第49号。以下「改正法」という｡)附則第５条の規定により改正法第３

条の規定による改正後の医療法（昭和23年法律第205号。以下「医療法」という｡)第118条の規

定により、別紙のとおり申請する。 

 

 

滋賀医科大学医学部附属病院 

     病院長 田中 俊宏 

- 1 -

Administrator
資料５-４



別紙（連携型特定地域医療提供機関（連携Ｂ水準）指定申請） 

 

開

設

者 

住所（法人である

ときは主たる事務

所の所在地） 

ふりがな しがけんおおつしせたつきのわちょう 

滋賀県大津市瀬田月輪町 

氏名（法人である

ときは名称） 

ふりがな こくりつだいがくほうじんしがいかだいがく 

国立大学法人滋賀医科大学 

管理者の氏名 

ふりがな たなか としひろ 

田中 俊宏 

病院または診療所の

名称 

ふりがな しがいかだいがくいがくぶふぞくびょういん 

滋賀医科大学医学部附属病院 

病院または診療所の

所在の場所 

ふりがな しがけんおおつしせたつきのわちょう 

〒５２０－２１９２ 

滋賀県大津市瀬田月輪町 

               電話番号 ０７７-５４８－２１１１ 

添付書類 

① 医師労働時間短縮計画（案） 

② 医療法第 118条第１項の指定にかかる派遣の実施に関する書類 

（別添２（様式第２号関係）、様式第６号（派遣先医療機関一

覧）） 

③ 医療法第 118 条第２項において準用する法第 113 条第３項第２号の

要件を満たすことを証する書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 

④ 医療法第 118 条第２項において準用する法第 113 条第３項第３号の

要件を満たすことを誓約する書類 

（様式第５号（誓約書）） 

⑤ 医療法第 132 条の規定により通知された法第 131 条第１項第１号の

評価の結果を示す書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 
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別添２（様式第２号関係） 

 

医療法第 118条第１項の指定に係る派遣の実施に関する書類 

 

派遣を行うことによって当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間がやむを得ず長

時間となる理由 

（派遣先医療機関名、派遣先で従事する業務内容等を含め、具体的に記載すること。） 

 

① 医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり月１～２日の手術応援に

対応している。（１人当たり平均年４３時間、他院での時間外労働を行っている。）

これは、地域住民のために医療提供体制を確保するために必要なものである。 

 

② 医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり週１～３日，２～９時間

の外来診療及び病棟診療を行っている。（１人当たり平均年３２６時間、他院での

時間外労働を行っている。）これは、地域住民のために医療提供体制を確保するた

めに必要なものである。 

 

③ 医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり週１～３日，２～２４時

間の救急対応を行っている。（１人当たり平均年２９９時間、他院での時間外労働

を行っている。）これは、地域住民のために医療提供体制を確保するために必要な

ものである。 

 

④ 医師確保が困難な複数の病院に医師を派遣し、１人当たり週１～３日の宿直及び月

１日の日直の対応を行っている。（１人当たり平均年１３０時間、他院での時間外

労働を行っている。）これは、地域住民のために医療提供体制を確保するために必

要なものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

担当部署・氏名 人事課・村山 晃一 

連絡先電話番号 ０７７－５４８－２８２２ 

連絡先メールアドレス hqshoku@belle.shiga-med.ac.jp   
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 様式第６号（派遣先医療機関一覧）

　 ※内容が同様のものであれば、任意の様式でも差し支えありません。

病院名

所在
都道府県

名称 診療科

1
乳腺・小児・一般
外科

1 滋賀県 医療法人マキノ病院 外科

2 放射線科 2 滋賀県 医療法人マキノ病院 放射線科

3 脳神経内科 1 滋賀県 医療法人華頂会琵琶湖養育院病院 神経内科

4 泌尿器科 4 滋賀県 医療法人華頂会琵琶湖養育院病院 泌尿器科

5 放射線科 2 滋賀県 医療法人華頂会琵琶湖養育院病院 放射線科

6 脳神経外科 1 滋賀県
医療法人敬愛会（特定医療法人）東近江敬
愛病院

脳外科

7 脳神経内科 2 滋賀県
医療法人敬愛会（特定医療法人）東近江敬
愛病院

内科

8 脳神経外科 3 滋賀県
医療法人幸生会琵琶湖中央リハビリテー
ション病院

脳神経外科

9 脳神経内科 1 滋賀県
医療法人幸生会琵琶湖中央リハビリテー
ション病院

脳神経内科

10 消化器外科 1 滋賀県 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 消化器外科

11 消化器内科 2 滋賀県 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 消化器内科

12
乳腺・小児・一般
外科

1 滋賀県 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 外科

13 脳神経外科 1 滋賀県 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 脳神経外科

14 泌尿器科 6 滋賀県 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 泌尿器科

15 放射線科 4 滋賀県 医療法人弘英会琵琶湖大橋病院 放射線科

16 救急科 1 滋賀県 医療法人社団幸信会青葉病院 救急科

17 消化器外科 5 滋賀県 医療法人社団仁生会甲南病院
外科・消化器外
科・肛門外科

18 消化器内科 3 滋賀県 医療法人社団仁生会甲南病院
内科・消化器内
科

19 心臓血管外科 7 滋賀県 医療法人社団仁生会甲南病院
循環器内科・心
臓血管外科

20
乳腺・小児・一般
外科

1 滋賀県 医療法人社団仁生会甲南病院 乳腺外来

21 泌尿器科 1 滋賀県 医療法人社団仁生会甲南病院 泌尿器科

22 消化器外科 2 滋賀県 医療法人社団美松会生田病院
消化器内科・消
化器外科

23 消化器内科 2 滋賀県 医療法人社団美松会生田病院
消化器内科・消
化器外科

24 泌尿器科 7 滋賀県 医療法人社団美松会生田病院 泌尿器科

25 消化器内科 1 滋賀県 医療法人社団昴会湖東記念病院 内科

派遣先医療機関一覧

滋賀医科大学医学部附属病院

2023年１０月　１日時点の派遣状況　（※申請時から近い任意の日をご記入ください。）

NO. 派遣元診療科
派遣
人数

派遣先病院
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派遣
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26 心臓血管外科 11 滋賀県 医療法人社団昴会湖東記念病院 心臓血管外科

27 脳神経外科 1 滋賀県 医療法人社団昴会湖東記念病院 脳神経外科

28 脳神経内科 3 滋賀県 医療法人社団昴会湖東記念病院 脳神経内科

29 救急科 1 滋賀県
医療法人社団昴会東近江市蒲生医療セン
ター

内科

30 消化器外科 1 滋賀県
医療法人社団昴会東近江市蒲生医療セン
ター

外科

31 心臓血管外科 9 滋賀県
医療法人社団昴会東近江市蒲生医療セン
ター

外科

32 脳神経外科 2 滋賀県
医療法人社団昴会東近江市蒲生医療セン
ター

外科

33 脳神経内科 6 滋賀県
医療法人社団昴会東近江市蒲生医療セン
ター

内科

34 放射線科 3 滋賀県
医療法人社団昴会東近江市蒲生医療セン
ター

放射線科

35 血液内科 1 滋賀県 医療法人社団昴会東近江市立能登川病院 血液内科

36 消化器外科 2 滋賀県 医療法人社団昴会東近江市立能登川病院 外科

37 脳神経外科 1 滋賀県 医療法人社団昴会東近江市立能登川病院 脳神経外科

38 脳神経内科 2 滋賀県 医療法人社団昴会東近江市立能登川病院 内科

39 泌尿器科 3 滋賀県 医療法人社団昴会東近江市立能登川病院 泌尿器科

40 放射線科 1 滋賀県 医療法人社団昴会東近江市立能登川病院 放射線科

41 女性診療科 1 滋賀県 医療法人社団昴会日野記念病院 婦人科

42 消化器外科 6 滋賀県 医療法人社団昴会日野記念病院 外科

43 脳神経外科 2 滋賀県 医療法人社団昴会日野記念病院 脳神経外科

44 泌尿器科 3 滋賀県 医療法人社団昴会日野記念病院 泌尿器科

45 女性診療科 1 滋賀県 医療法人真心会南草津野村病院 婦人科

46
乳腺・小児・一般
外科

1 滋賀県 医療法人真心会南草津野村病院
乳腺・小児・一
般外科

47 救急科 3 滋賀県 医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院 救急科

48 消化器内科 1 滋賀県 医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院
内科・消化器内
科

49 脳神経外科 3 滋賀県 医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院 脳神経外科

50 脳神経内科 3 滋賀県 医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院 神経内科
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 様式第６号（派遣先医療機関一覧）
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51 泌尿器科 5 滋賀県 医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院 泌尿器科

52 消化器外科 8 滋賀県 医療法人芙蓉会南草津病院 消化器外科

53 脳神経外科 1 滋賀県 医療法人芙蓉会南草津病院 脳神経外科

54 脳神経内科 9 滋賀県 医療法人芙蓉会南草津病院 神経内科

55 消化器内科 1 滋賀県 医療法人明和会琵琶湖病院 内科

56 消化器内科 1 滋賀県 医療法人友仁会友仁山崎病院 消化器内科

57 放射線科 2 滋賀県 医療法人友仁会友仁山崎病院 放射線科

58 心臓血管外科 1 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 心臓血管外科

59 放射線科 4 滋賀県 近江八幡市立総合医療センター 放射線科

60 消化器外科 1 滋賀県
公益財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病
院

外科

61 消化器内科 1 滋賀県
公益財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病
院

消化器内科

62 放射線科 2 滋賀県
公益財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病
院

放射線科

63 消化器内科 1 滋賀県 公益財団法人青樹会滋賀八幡病院
内科・消化器
科・循環器科

64 救急科 1 滋賀県 公益財団法人豊郷病院 循環器内科

65 消化器内科 1 滋賀県 公益財団法人豊郷病院 消化器内科

66 消化器外科 3 滋賀県 公益財団法人豊郷病院 外科

67
乳腺・小児・一般
外科

1 滋賀県 公益財団法人豊郷病院 外科

68 脳神経内科 2 滋賀県 公益財団法人豊郷病院 脳神経内科

69 泌尿器科 2 滋賀県 公益財団法人豊郷病院 泌尿器科

70 放射線科 3 滋賀県 公益財団法人豊郷病院 放射線科

71 消化器外科 3 滋賀県 甲賀市立信楽中央病院 総合診療

72 泌尿器科 2 滋賀県 高島市民病院 泌尿器科

73 放射線科 4 滋賀県 高島市民病院 放射線科

74 消化器内科 4 滋賀県 市立長浜病院 消化器内科

75 泌尿器科 1 滋賀県 市立長浜病院 泌尿器科
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 様式第６号（派遣先医療機関一覧）
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76 放射線科 3 滋賀県 市立長浜病院 放射線科

77 消化器内科 1 滋賀県 市立野洲病院 内科

78 脳神経外科 1 滋賀県 市立野洲病院 脳神経外科

79 泌尿器科 1 滋賀県 市立野洲病院 泌尿器科

80 放射線科 1 滋賀県 市立野洲病院 放射線科

81 泌尿器科 1 滋賀県 滋賀県立小児保健医療センター 泌尿器科

82 放射線科 1 滋賀県 滋賀県立小児保健医療センター 放射線科

83 放射線科 2 滋賀県 滋賀県立精神医療センター 放射線科

84 救急科 4 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 救急科

85 血液内科 1 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 血液内科

86 消化器外科 1 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター
消化器外科・腹
膜播種センター

87 消化器内科 2 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 消化器内科

88 心臓血管外科 3 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 心臓血管外科

89 脳神経外科 3 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 脳神経外科

90 脳神経内科 2 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター
脳神経内科（神
経内科）

91 泌尿器科 3 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 泌尿器科

92 放射線科 4 滋賀県 社会医療法人誠光会淡海医療センター 放射線科

93 救急科 3 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 救急科

94 消化器内科 1 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 消化器内科

95 心臓血管外科 2 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 心臓血管外科

96 救急科 2 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会守山市民病院 救急科

97 消化器内科 2 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会守山市民病院 消化器内科

98 泌尿器科 7 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会守山市民病院 泌尿器科

99 放射線科 4 滋賀県 社会福祉法人恩賜財団済生会守山市民病院 放射線科

100 救急科 2 滋賀県 地方独立行政法人公立甲賀病院 救急科
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101 女性診療科 1 滋賀県 地方独立行政法人公立甲賀病院 産婦人科

102 消化器内科 1 滋賀県 地方独立行政法人公立甲賀病院 消化器内科

103 心臓血管外科 2 滋賀県 地方独立行政法人公立甲賀病院 心臓血管外科

104 母子診療科 1 滋賀県 地方独立行政法人公立甲賀病院 産婦人科

105 放射線科 6 滋賀県 地方独立行政法人公立甲賀病院
放射線診断科・
ＩＶＲ科

106 救急科 2 滋賀県 地方独立行政法人市立大津市民病院 救急診療科

107
乳腺・小児・一般
外科

1 滋賀県 長浜市立湖北病院 外科

108 消化器外科 1 滋賀県 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院 消化器外科

109 脳神経内科 3 滋賀県 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院 脳神経内科

110
乳腺・小児・一般
外科

1 滋賀県
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療
センター

外科

111 放射線科 2 滋賀県
独立行政法人国立病院機構東近江総合医療
センター

放射線科

112 心臓血管外科 2 滋賀県
独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病
院

心臓血管外科

113 心臓血管外科 2 滋賀県 日本赤十字社大津赤十字病院 心臓血管外科

114 救急科 1 滋賀県 日本赤十字社長浜赤十字病院 救急科

115 血液内科 1 滋賀県 日本赤十字社長浜赤十字病院 血液内科

116 消化器内科 2 滋賀県 日本赤十字社長浜赤十字病院 消化器内科

117 心臓血管外科 1 滋賀県 日本赤十字社長浜赤十字病院 心臓血管外科

118 脳神経内科 1 滋賀県 日本赤十字社長浜赤十字病院 神経内科

119 泌尿器科 1 滋賀県 日本赤十字社長浜赤十字病院 泌尿器科

120 放射線科 1 滋賀県 日本赤十字社長浜赤十字病院 放射線科

121 消化器内科 1 滋賀県 彦根市立病院 消化器内科

122 母子診療科 1 滋賀県 彦根市立病院 産婦人科

123 救急科 4 三重県 伊賀市立上野総合市民病院 救急科

124 心臓血管外科 2 三重県 伊賀市立上野総合市民病院 外科

125 脳神経外科 1 三重県 伊賀市立上野総合市民病院 脳神経外科

- 8 -



 様式第６号（派遣先医療機関一覧）

　 ※内容が同様のものであれば、任意の様式でも差し支えありません。

病院名

所在
都道府県

名称 診療科

派遣先医療機関一覧

滋賀医科大学医学部附属病院

2023年１０月　１日時点の派遣状況　（※申請時から近い任意の日をご記入ください。）

NO. 派遣元診療科
派遣
人数

派遣先病院

126 泌尿器科 8 京都府 医療法人医仁会武田総合病院 泌尿器科

127 放射線科 1 京都府 医療法人医仁会武田総合病院 放射線科

128 泌尿器科 5 京都府 医療法人亀岡病院 泌尿器科

129 泌尿器科 4 京都府 医療法人健康会総合病院京都南病院 泌尿器科

130 消化器外科 1 京都府 医療法人弘正会西京都病院
消化器・一般外
科

131 消化器内科 1 京都府 医療法人弘正会西京都病院
消化器・一般内
科

132 放射線科 8 京都府 医療法人財団康生会武田病院 放射線科

133 放射線科 1 京都府 医療法人社団恵心会京都武田病院 放射線科

134 泌尿器科 2 京都府 医療法人社団蘇生会蘇生会総合病院 泌尿器科

135 脳神経外科 1 京都府
医療法人社団洛和会洛和会音羽リハビリ
テーション病院

脳神経外科

136 救急科 1 京都府 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 救急科

137 脳神経外科 1 京都府 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 脳神経外科

138 放射線科 1 京都府 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 放射線科

139 泌尿器科 2 京都府 医療法人松寿会共和病院 泌尿器内科

140 放射線科 1 京都府 医療法人清仁会洛西シミズ病院 放射線科

141 消化器外科 6 京都府 医療法人総心会長岡京病院
外科・消化器外
科・肛門外科

142 放射線科 1 京都府 医療法人総心会長岡京病院 放射線科

143 泌尿器科 3 京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 泌尿器科

144 放射線科 5 京都府 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 放射線診断科

145 脳神経外科 3 京都府
社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記
念病院

脳神経外科

146 放射線科 7 京都府
社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記
念病院

放射線科

147 泌尿器科 4 京都府 社会福祉法人浩照会伏見桃山総合病院 泌尿器科

148 放射線科 3 京都府 独立行政法人国立病院機構南京都病院 放射線科

149 救急科 1 大阪府 医療法人寺西報恩会長吉総合病院 救急科

150 心臓血管外科 6 大阪府 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 心臓血管外科
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 様式第６号（派遣先医療機関一覧）

　 ※内容が同様のものであれば、任意の様式でも差し支えありません。

病院名

所在
都道府県

名称 診療科

派遣先医療機関一覧

滋賀医科大学医学部附属病院

2023年１０月　１日時点の派遣状況　（※申請時から近い任意の日をご記入ください。）

NO. 派遣元診療科
派遣
人数

派遣先病院

151 救急科 1 大阪府 関西医科大学附属病院 救急科

152 救急科 1 大阪府 公益財団法人浅香山病院 救急センター

153 消化器外科 2 大阪府 社会医療法人信愛会畷生会脳神経外科病院 外科

154 放射線科 1 兵庫県 公立豊岡病院組合立豊岡病院 放射線科

155 心臓血管外科 5 兵庫県
社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓
脳・血管センター

心臓血管外科
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令和６年度 滋賀医科大学医学部附属病院 医師労働時間短縮計画 

計画期間 

令和６年４月～令和９年３月末 

対象医師 

消化器内科医師（連携Ｂ：5名） 

血液内科医師（連携Ｂ：1名） 

脳神経内科医師（連携Ｂ：4名） 

消化器外科医師（連携Ｂ：6名） 

乳腺・小児・一般外科医師（連携Ｂ：1名） 

心臓血管外科医師（連携Ｂ：9名） 

脳神経外科医師（連携Ｂ：6名） 

母子女性診療科医師（連携Ｂ：8名） 

泌尿器科医師（連携Ｂ：10名） 

放射線科医師（連携Ｂ：5名） 

救急科医師（連携Ｂ：11名） 

１．労働時間と組織管理（共通記載事項） 

（１）労働時間数 割合は各診療科全医師数に対する数値を記載

消化器内科医師（連携Ｂ：5名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,031 1,016 1,006 

最長 1,072 1,048 1,032 

960時間超～1,860時間の人数・割合 5・29％ 5・29％ 5・29％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

1
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血液内科医師（連携Ｂ：1名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,240 1,180 1,140 

最長 1,240 1,180 1,140 

960時間超～1,860時間の人数・割合 1・17％ 1・17％ 1・17％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

脳神経内科医師（連携Ｂ：4名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,072 1,048 1,032 

最長 1,134 1,097 1,072 

960時間超～1,860時間の人数・割合 4・25％ 4・25％ 4・25％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

消化器外科医師（連携Ｂ：6名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,361 1,275 1,218 

最長 1,667 1,516 1,415 

960時間超～1,860時間の人数・割合 6・55％ 6・55％ 6・55％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

乳腺・小児・一般外科医師（連携Ｂ：1名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,586 1,452 1,362 

最長 1,586 1,452 1,362 

960時間超～1,860時間の人数・割合 1・16％ 1・16％ 1・16％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 
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心臓血管外科医師（連携Ｂ：9名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,228 1,171 1,132 

最長 1,377 1,288 1,228 

960時間超～1,860時間の人数・割合 9・100％ 9・100％ 9・100％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

脳神経外科医師（連携Ｂ：6名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,182 1,134 1,103 

最長 1,305 1,286 1,227 

960時間超～1,860時間の人数・割合 6・66％ 6・66％ 6・66％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

母子女性診療科医師（連携Ｂ：8名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,339 1,257 1,203 

最長 1,681 1,527 1,424 

960時間超～1,860時間の人数・割合 8・36％ 8・36％ 8・36％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

泌尿器科医師（連携Ｂ：10名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,238 1,178 1,139 

最長 1,377 1,288 1,228 

960時間超～1,860時間の人数・割合 10・91％ 10・91％ 10・91％ 
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1,860時間超の人数・割合 － － － 

放射線科医師（連携Ｂ：5名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,042 1,025 1,013 

最長 1,101 1,071 1,051 

960時間超～1,860時間の人数・割合 5・20％ 5・20％ 5・20％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

救急科医師（連携Ｂ：11名） 

年間の時間外・休日労働時間数 令和３年度実績 令和６年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 1,121 1,087 1,064 

最長 1,319 1,242 1,191 

960時間超～1,860時間の人数・割合 11・100％ 11・100％ 11・100％ 

1,860時間超の人数・割合 － － － 

（２）労務管理・健康管理

【労働時間管理方法】 

令和３年度の取組実績 ・出退勤専用カードリーダによる ICカードリーダ

打刻にて在場時間の把握を行い、出勤簿及び超

過勤務命令簿により管理を行っている。 

令和６年度の取組目標 ・管理者は勤怠管理システム（Dr.JOY）を活用し、

各医師が業務又は研鑽の申請をすることにより

管理を行う。

・兼業先の労働時間については、勤怠管理システ

ムに各医師が実態を入力することにより管理者

は把握を行う。 

・勤怠管理システムにより、本務及び兼業先の労

働時間における、勤務間インターバル確保の状

4
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況の管理を行う。 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】 

令和３年度の取組実績 ・宿日直許可書の有無により労働時間数の管理方

法が異なることについて、全学フォーラムにて

病院長より説明を行った。また、兼業先の宿日直

に関しては、兼業依頼状に宿日直許可の取得欄

を設ける等、様式を変更し兼業先へ通知を行っ

た。

・裁量労働制適用範囲の見直しを行い、宿日直体

制について検討を進めた。

令和６年度の取組目標 ・兼業先の宿日直許可書の取得状況を把握するこ

とともに、勤務間インターバルを確保できる勤

務パターンを作成する。

・代償休息を生じさせる勤務が発生した際は、で

きる限り早く取得できるよう推進し、取得申請

を行う体制を整備する。

・兼業先が宿日直許可を取得しているか否かによ

り、勤務間インターバル等が必要となることを

周知し、勤務間インターバルや代償休息の運用

ルールに則り適切に管理を行う。

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 

【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】 

令和３年度の取組実績 ・病院長を委員長とした労務管理検討専門委員会

において、労働と研鑽の考え方について検討し

た。

令和６年度の取組目標 ・労働と研鑽に関する考え方を明確にし、労働時

間の該当性について周知し、適正な労働時間管

理を行う。

・勤怠管理システム（Dr.JOY）を活用し、超過勤

務と自己研鑽について、適切な管理を実施する。 

計画期間中の取組目標 手続きを周知し適切に取り組む 

【労使の話し合い、36協定の締結】 

5
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令和３年度の取組実績 ・労働者の過半数で組織する教職員団体と協議・

締結し、届け出た 36協定を学内 webサイトに掲

載している。

・実態報告も兼ねて、毎月部署単位における時間

外労働時間実績の情報を教職員団体と共有し、

就業規則等の改正を行う際は、過半数代表者へ

説明のうえ、意見聴取の機会を設定している。

令和６年度の取組目標 ・上記事項に取り組むとともに、年度途中におい

て働き方改革に伴い雇用形態の変更が必要とな

る等、36 協定の見直しが必要となる場合につい

ては適時協議を行う。

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む。 

【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】 

令和３年度の取組実績 ・労働安全衛生委員会を月 1回開催している。

・健康診断を年１回実施し、勤務地にて１週間の

受検期間を設けている。

・特別延長適用者には、「労働者の疲労蓄積度自己

診断チェックリスト」（厚生労働省）を用いた自

己チェック及び自己チェックに基づく産業医面

談を勧告をしている。 

・特別延長を４回適用した医師の勤務時間監督者

へ注意喚起の通知を行う。

・超過勤務の上限時間の特別延長時間を適用した

医師には、過重労働による健康障害を防止する

ため、健康管理上必要な措置を講じ、特別延長適

用者で 60 時間を超える月が３ヶ月連続する場

合、産業医面談及び特別健康診断（問診・血圧測

定）を実施している。

・特別延長を６回を超えて適用した医師の勤務時

間監督者に対して病院長又は副理事（労務担当）

等が直接改善指導を行う。また、当該医師には産

業医面談及び特別健康診断（問診・血圧測定）を

実施している。

・令和４年度に面接指導実施医師として産業医２

名において面接指導実施医師養成講習の受講を
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終了した。令和５年度からは面接指導対象医師

の増加に備え、面接指導実施医師の増員を予定

している。 

令和６年度の取組目標 上記事項に取り組む 

計画期間中の取組目標 同上 

【追加的健康確保措置の実施】 

令和６年度に向けた準備 ・勤務間インターバル、代償休息の運用ルールを

定め、周知のうえ勤怠管理システムを活用して

把握できる体制を整備する。

・各診療科にて勤務パターンの作成を実施し、勤

務間インターバル等が確保できているか検証を

行う。

・令和４年度に面接指導実施医師として産業医２

名において面接指導実施医師養成講習の受講を

終了した。令和５年度からは面接指導対象医師

の増加に備え、面接指導実施医師の増員を予定

している。

令和６年度の取組目標 ・連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及

び代償休息確保を可能とする勤務体制とし、対

象医師に対し面接指導を実施する。

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

（３）意識改革・啓発

【管理者マネジメント研修】 

前年度の取組実績 ・全国医学部長病院長会議（AJMC）主催の医師の

働き方改革セミナーに病院長、副理事（労務担

当）、事務局長、病院事務部長、及び事務担当者

が出席し情報収集を行い、副理事（労務担当）

から診療科長等会議へ情報共有を行った。

・医師の働き方トップマネジメント研修に病院

長、及び事務担当者が出席し情報収集を行った。 

・滋賀県病院協会が主催する医療勤務環境改善説

明会に病院長及び事務担当者が出席し、情報収
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集を行った。 

令和６年度の取組目標 ・国等が実施する病院長向けの研修会に病院長が

参加する。

・医師の働き方改革及び労務研修を e-learningに

て実施し、今後の働き方改革に向けての意識改

革の醸成を図る。 

・国等が実施する労務関係の研修会について診療

科長等へ受講を促す。

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【患者・地域への周知・理解促進】 

前年度の取組実績 ・病状・手術等の説明については、原則として平

日の診療時間内（9時～17時）に行う旨、病院ホ

ームページへ掲載している。

・「患者支援センター」において患者さんの支援と

地域医療機関との連携推進部門として、「地域医

療連携」「紹介診察予約」「医療福祉相談」等の機

能を統合的に実施している。 

令和６年度の取組目標 上記事項に取り組む 

計画期間中の取組目標 同上 

（４）策定プロセス

 労務管理等について審議を行う教職員労務管理検討専門委員会（委員長：労務担当理事）にお

いて、時短計画の検討を行う。また、医師及び医療関係職と事務職員等との間における役割分担

の推進に関する事項を審議する役割分担推進専門委員会（委員長：副病院長）にて医師等の負担

軽減及び処遇の改善に資する計画について検討のうえ、診療科長等会議に報告するとともに周

知し、大学のポータルサイト内へ掲載する。 

２．労働時間短縮に向けた取組（項目ごとに任意の取組を記載） 

（１）タスク・シフト／シェア

8
- 18 -



【看護師】 

計画策定時点での取組実績 

・事前に取り決めたプロトコールに基づく薬剤の

投与、採血・検査の実施

・救急外来における医師の事前の指示や事前に取

り決めたプロトコールに基づく採血・検査の実

施

・注射、採血、静脈路の確保等

・カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為

・診療前の情報収集（病歴聴取、バイタルサイン

測定、服薬状況等の確認等）

・特定行為看護師研修修了者 15名を配置

計画期間中の取組目標 

上記事項に取り組む 

・特定行為に係る看護師の育成（12名）を実施

するとともに、研修修了看護師を有効に活用す

る。

【薬剤師】 

計画策定時点での取組実績 

・周術期における薬学的管理等

・病棟等における薬学的管理等

・事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処

方された薬剤の投与量の変更等

・薬物療法に関する説明等

・医師への処方提案等の処方支援

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【診療放射線技師】 

計画策定時点での取組実績 

・撮影部位の確認・検査オーダーの代行入力等

・画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）における画像

の一次照合等

・放射線検査等に関する説明、同意書の受領

・放射線管理区域内での患者誘導

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 
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【臨床検査技師】 

計画策定時点での取組実績 

・病棟・外来における採血業務

・細胞診や超音波検査等の検査所見の記載

・画像解析システムの操作等

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【臨床工学技士】 

計画策定時点での取組実績 

・心臓・血管カテーテル検査・治療時に使用する

生命維持管理装置の操作

・人工心肺を施行中の患者の血液、補液及び薬剤

の投与量の設定及び変更

・血液浄化装置を操作して行う血液、補液及び薬

剤の投与量の設定及び変更

・手術室や病棟等における医療機器の管理

・生命維持管理装置を装着中の患者の移送

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【理学療法士】 

計画策定時点での取組実績 
・リハビリテーションに関する各種書類の記載・

説明・書類交付

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【作業療法士】 

計画策定時点での取組実績 

・リハビリテーションに関する各種書類の記載・

説明・書類交付

・作業療法を実施するに当たっての運動、感覚、

高次脳機能（認知機能を含む）、ADL 等の評価

等

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【言語聴覚士】 

計画策定時点での取組実績 
・リハビリテーションに関する各種書類の記載・

説明・書類交付
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・侵襲性を伴わない嚥下検査

・嚥下訓練・摂食機能療法における患者の嚥下状

態等に応じた食物形態等の選択

・高次脳機能障害、失語症､言語発達障害､発達障

害等の評価に必要な臨床心理･神経心理学検査

種目の実施等

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【医師事務作業補助者】 

計画策定時点での取組実績 
・医師事務作業補助者 20人体制で医師の具体的

指示の下、診療録等の代行入力を行う。

計画期間中の取組目標 
・医師事務作業補助者を 5名増員し医師の具体的

指示の下、診療録等の代行入力を行う。

（２）医師の業務の見直し

計画策定時点での取組実績 

・各診療科ごとの夜間・休日体制について、病院

長、副理事（労務担当）及び診療科長等におい

て面談を実施し、実態に適した勤務形態の見直

しについて検討を図る。

計画期間中の取組目標 

・診療科ごとの宿日直体制のみではなく、グルー

プ化またはオンコール体制を行い、１人あたり

の宿日直回数を縮小させる体制を構築する。

（３）その他の勤務環境改善

計画策定時点での取組実績 

・子育て・介護中の研究者のニーズに合わせた研

究支援員を迅速に派遣するため、研究者よし、

学生よし、社会よしとなる「三方よし人材バン

ク」を設立し、本学学部学生の登録を推進す

る。 

・女性医師の医療現場への速やかな復帰を支援す
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るとともに、女性医師のみならず、受け入れ診

療科の医師においても当該女性医師を指導する

ことでスキルアップを図る。 

計画期間中の取組目標 

・上記事項に取り組む。

・職員満足度調査を実施し、意見・要望等から課

題の可視化を図り改善に取り組む。

（４）副業・兼業を行う医師の労働時間の管理

計画策定時点での取組実績 

・R3.6に医師に対し 2週間の労働時間の実態調

査を行い、また R3.10に医師に対し、平均的な

1週間の労働時間調査を実施し状況把握を行っ

た。

・R3年度の兼業先の労働時間、及び大学病院で

の時間外労働時間数が 960時間を超える見込み

の医師の洗い出しを実施し医師の特例水準に該

当するか確認を行った。

・兼業先の医療機関について宿日直許可書を取得

しているか確認を実施し、勤務時間の把握を行

った。

計画期間中の取組目標 

・勤怠管理システム（Dr.JOY）において、本務と

兼業先の労働時間、勤務間インターバルを踏ま

えた勤務パターンを作成し、システムで管理可

能となるよう構築する。

・医師の特例水準の適用が見込まれる医師が所属

する診療科等に対しては、診療科長に対し特定

の医師に兼業先の労働時間数が偏らないよう所

属医師の時間外労働時間数を提示し、均等化が

図られるよう推進する。

12
- 22 -



３．自己評価シートの自己評価にて『現時点では達成していないが、具体的な

実施時期を定め、取り組むことを医師労働時間短縮計画に記載している』を選

択した項目の取組計画 

No.49 
勤務計画の対象月の時間外・休日労働時間が上限を超えないように勤務計画

が作成されている 

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

登録作成する。また、2024 年 1 月からは助教等について、変形労働時間制を

適用し、勤務計画をシステムにて作成予定であり、勤務計画の対象月の時間

外・休日労働時間が上限を超えないように勤務計画することができる。 

No.50 
法定休日が確保された勤務計画が作成されている 

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

作成する。また、2024 年 1 月からは助教等については、変形労働時間制を適

用し、勤務計画をシステムにて作成予定であり、法定休日が確保された勤務

計画が作成することができる。 

No.51 
副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画が作成されている 

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

作成する。また、2024 年 1 月から助教等については、変形労働時間制を適用

し、副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画を作成予定である。 

No.52 
宿日直許可の有無による取扱いを踏まえた勤務計画が作成されている 

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

作成する。また、2024 年 1 月から助教等については、変形労働時間制を適用

し、宿直許可の有無による取り扱いを踏まえた勤務計画を作成予定である。 

No.53 勤務間インターバルの確保が実施できるような勤務計画が作成されている 

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

作成する。また、2024 年 1 月から助教等については、変形労働時間制を適用

し、勤務間インターバルの確保が実施できるような勤務計画を作成予定であ

る。 
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No.54 代償休息を期限内に付与することができるような勤務計画が作成されている 

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

作成する。また、2024 年 1 月から助教等については、変形労働時間制を適用

し、代償休息を期限内に付与することができるような勤務計画を作成予定で

ある。 

No.55 
副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間を配慮した勤務計画が作成

されている 

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

作成する。また、2024 年 1 月から助教等については、変形労働時間制を適用

し、副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間を配慮した勤務計画

を作成予定である。 

No.56 
作成された勤務計画について、事務の統括部署が主体となった体制でダブル

チェックが実施されている

取組計画 

勤怠管理システムにおいて、2023 年 4月から医員の勤務計画をシステム上に

作成する。また、2024 年 1 月から助教等については、変形労働時間制を適用

し、作成された勤務計画について、事務の統括部署が主体となった体制での

ダブルチェックを実施予定である。 

No.73 
ICT を活用した医師の労働時間短縮や業務効率化の取組を検討又は実施して

いる 

取組計画 
遠隔電子カルテ閲覧を活用した医師の労働時間短縮や業務効率化の取組を検

討している。 

No.87 

年に１回は職員満足度調査並びにＢ水準、連携Ｂ水準及びＣ水準適用医師か

らの意見収集を実施し、健康面と勤務へのモチベーション、医療提供体制に関

する懸念事項等の内容について、情報を収集している 

取組計画 職員満足度調査の実施を 2023 年 9 月頃に予定している。 
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様式第５号（誓約書） 

 

 

誓  約  書 

 

 

 

当滋賀医科大学医学部附属病院は、医療法（昭和 23年法律第 205号）第 113

条第３項第３号に規定する要件を満たしていることを誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益

を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2023年 10月 27日 

 

 

               住所（または所在地） 

   滋賀県大津市瀬田月輪町 

 

               医療機関名および代表者名  

   滋賀医科大学医学部附属病院 

    病院長 田中 俊宏 
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評価第23-44号
2023年9月21日

滋賀医科大学医学部附属病院　病院長 殿

医療機関勤務環境評価センター
代表　松 本 吉 郎

　このたび、貴院より受審申請いただきました「医療機関の医師の労働時間短縮の取組 」
の評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）を通知いたします。
　評価結果報告書の内容をご確認いただき、貴院が所在する都道府県への指定申請に向けた
手続きを進めていただくとともに、今後の医師の労働時間短縮に向けた取組にもご活用いた
だきますようお願いいたします。また、本評価結果につきましては、医療法第１０９条 に
基づき、貴院が所在する都道府県にも通知を行いますのでご了知願います。
　なお、 評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）の内容について異議がある場合
は、評価センターに対して異議申し立てを行うことができます。
　該当箇所とご意見をご記載（必要に応じて根拠となる資料を添付）の上、本通知の到達日
の翌日から１４日以内に当センター事務局宛て(isi-hata@po.med.or.jp)にメール にてご連絡
いただきますようお願いいたします。

評価結果通知書
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2023年9月19日

医療機関勤務環境評価センター
代表 松 本 吉 郎

評価結果報告書

滋賀医科大学医学部附属病院　病院長 殿

[全体評価]

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われており、労働時間短縮が進んでいる

［指摘事項・助言等］
労働関係法令及び医療法に規定された事項について必要な条件を満たしている。それ以外の労務管理体制の
整備や労働時間短縮に向けた取り組みとして医師の夜間労働や休日労働を極力減らすための啓発活動や医師
以外への業務分担が十分になされている。
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1

個別項⽬評価結果

医療機関コード

医療機関名

医師労働時間
短縮計画

サーベイヤー評価記⼊欄
項⽬
番号 項⽬ 必須

項⽬ ⾃⼰評価 取組状況 提出資料名 資料の該当箇所
提出資料
なし

必須
項⽬ 評価結果 評価コメント

2519902650

滋賀医科⼤学医学部附属病院

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf

1-1_管理運営組織図.pdf
1-2_役員等所掌業務⼀覧.pdf
1-3_教職員労務管理検討専⾨委員会内規.pdf

2-1_組織図.pdf
2-2_⼤学事務分掌規程.pdf

3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
3-2_診療科⻑等会議資料27-3.pdf
3-3,4-3,18-2_画⾯キャプチャ.pdf

3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
4-2,11-3,49-3,50-3,51-3,52-3_診療科⻑等会議資
料27-4.pdf
3-3,4-3,18-2_画⾯キャプチャ.pdf

5-1,16-3_役割分担推進専⾨委員会内規.pdf
5-2,16-4_役割分担推進専⾨委員会名簿.pdf
5-3,61-2,62-2,63-2,64-2,66,-2_役割分担推進専
⾨委員会議事概要.pdf
5-4_議事録掲載場所のキャプチャ.pdf

6-1_教職員就業規則.pdf
6-2_教職員給与規程.pdf
6-3_⾮常勤職員（医員）就業規則.pdf
6-4_就業規則変更届・意⾒書.pdf
【追加】6-5_教職員団体役員会議事概要・通知
メール・画⾯キャプチャ―.pdf
7,8-3_就業規則掲載場所のキャプチャ.pdf

8-1,70-1_教職員の育児休業等に関する規程.pdf
8-2_教職員の介護休業等に関する規程.pdf
7,8-3_就業規則掲載場所のキャプチャ.pdf
8-4_就業規則変更届・意⾒書.pdf
【追加】8-5_教職員の労働時間、休⽇及び休暇
等に関する規程.pdf
9_労働条件通知書.pdf
【追加】9-2_労働条件通知書（常勤⽤）.pdf

10_【常勤・⽇給】新規採⽤⼿続き資料.pdf

1 労務管理に関する責任者を置き、かつ責任の所在
とその役割を明確に⽰している 達成している 〇

労務担当理事である病院⻑を責任者に置
き、医師の働き⽅改⾰に関する取組につ
いて、教職員労務管理検討専⾨委員会に
て検討を⾏っている。

1 1 すべて

達成している 労務管理に関する責任者、その役割を明記し
ている。

2 2 ⾚枠
3 3 すべて
4 4
5 5

2 労務管理に関する事務の統括部署が明確に存在す
る 達成している 〇 ⼈事課職員係で労務管理に関する事務を

担当している。

1 1 ⾚枠

達成している 労務管理に関する事務を統括する部署とその
役割を明記している。

2 2 p2〜p3 第3条2項(4) (7) (10)
3 3
4 4
5 5

3 医師の⾃⼰研鑚の労働時間該当性のルールを定め
ている 達成している 〇

医師の労働と研鑽に関する考え⽅につい
てのルールを定め、診療科⻑等会議にて
副理事（労務担当）から説明を⾏い、学
内ホームページに公開し周知を図ってい
る。

1 1 Ⅱその他（3）マーカー部分

達成している
医師の⾃⼰研鑽の労働時間該当性のルールが
明⽂化され、ホームページにて公開、周知さ
れている。

2 2 すべて
3 3 No.5
4 4
5 5

4
追加的健康確保措置の体制を整備するために、勤
務間インターバルと代償休息に関するルールをい
ずれも定めている

達成している 〇

勤務間インターバル・代償休息に関する
ルールを定め、診療科⻑等会議にて副理
事（労務担当）から説明を⾏い、学内
ホームページに公開し周知を図ってい
る。2023年4⽉より医員の勤務形態を変
形労働時間制に変更し、勤務間インター
バルの確保を可能としている。なお、規
定化については2023年12⽉頃の予定を
している。

1 1 Ⅱその他（3）マーカー部分

達成している
勤務間インターバルと代償休息に関するルー
ルが明⽂化され、ホームページにて公開、周
知されている。

2 2 すべて

3 3 No.6
4 4

5 5

5
議事録または議事概要を院内で公開することが前
提の多職種からなる役割分担推進のための委員会
⼜は会議が設置されている

達成している 〇
役割分担推進専⾨委員会を設置し、1回/
年以上開催し、議事録は学内ホームペー
ジにて公開している。

1 1 すべて

達成している
多職種の委員から役割分担推進専⾨委員会を
設置し、医師の負担軽減・処遇改善に資する
取組について検討され、ホームページにて公
開されている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 ⾚枠
5 5

6 就業規則、賃⾦規程を作成し、定期的に⾒直しを
⾏い、変更を⾏った際には周知されている 達成している 〇

就業規則、賃⾦規程等に変更があった場
合は、教職員団体へ説明のうえ意⾒書を
添えて、労働基準監督署へ届出し、各会
議体で報告や全学メールでの周知を⾏っ
ている。

1 1 すべて

達成している
就業規則、賃⾦規程が作成され、附則で改定
履歴も確認できる。改定した際に周知したこ
とがわかる資料の添付も確認できる。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて

5 5 p1〜p4⻩⾊マーカー部分・p5〜p6すべ
て・p7すべて

7 就業規則、賃⾦規程をいつでも医師が確認するこ
とができる 達成している 〇 学内ホームページに掲載しており、いつ

でも確認することができる。

1 1 すべて

達成している 現在有効な就業規則、給与規定他、各種規程
がいつでも確認できる状態にある。

2 2
3 3
4 4
5 5

8 育児・介護休業に関する規程を作成している 達成している 〇
育児・介護休業法に基づき、就業規則
（育児・介護休業に関する規程を含む）
を定め、労働基準監督署へ届出をしてい
る。

1 1 すべて

達成している
育児介護休業に関する規程のみならず、付随
する⼦の看護休暇や介護休暇、所定外労働の
制限、時間外労働の制限、深夜業の制限等に
関しても明⽂化されている。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて

5 5 ⾚枠

9
常勤・⾮常勤医師に対し、雇⽤契約を医師個⼈と
締結し、雇⽤契約書⼜は労働条件通知書を書⾯で
交付している

達成している 〇 医師に対し、労働条件通知書を書⾯で交
付している。

1 1 すべて

達成している
医師に交付された、労働条件通知書に賃⾦、
労働時間など、法律で定められた事項（明⽰
的事項）が記載されている。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

10
常勤・⾮常勤医師に対し、⼊職時に、就業規則、
賃⾦規程や労働時間の管理⽅法に関して、医師本
⼈へ周知している

達成している 〇
採⽤時の説明にて、就業規則、及び勤怠
管理システム（Dr.JOY）の使⽤⽅法等
についての説明を⾏っている。

1 1 すべて

達成している
勤務医に対し、⼊職時に⼈事労務管理の各種
規程、労働時間の管理⽅法に関して周知して
いる。

2 2
3 3
4 4
5 5

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●
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11
宿⽇直許可の有無による労働時間の取扱い（「宿
⽇直許可のある宿直・⽇直」と「宿⽇直許可のな
い宿直・⽇直」）を区別して管理している

達成している 〇

宿⽇直許可のない宿⽇直は⾏っていな
い。許可書のある宿⽇直の勤務間イン
ターバルについては、厚労省のイメージ
図を⽤いて、診療科⻑等会議で副理事
（労務担当）から説明を⾏い周知してい
る。

1 1 すべて

達成している

宿⽇直の時間帯を労働時間から除外している
こと(ただし、当該宿⽇直中に業務に従事し
た時間については時間外・休⽇労働時間とし
て計上していること)が確認できる。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 ⾚枠

12 36協定では実態に即した時間外・休⽇労働時間数
を締結し、届け出ている 達成している 〇

毎年度実態に即した時間外・休⽇労働時
間数を過半数代表と締結し、時間外労働
休⽇労働に関する協定届を労働基準監督
署へ届け出ている。

1 1 すべて

達成している
36協定の上限時間を定める際に根拠となった
前年度の医師の最⻑時間外・休⽇労働時間の
実績記録の資料が添付されている。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

13
36協定を超えた時間外・休⽇労働が発⽣した場合
の⾒直し⽅法があり、かつその⽅法に基づく⾒直
しを実施している

達成している 〇

超過勤務が45時間を超える⽉が1年のう
ち4回以上となった教職員について、所
属⻑に通知し、超過勤務時間の減縮を求
めている。
36協定の⾒直し⽅法に沿って、必要があ
れば協定の⾒直しを実施する。

1 1 すべて

達成している 定めた時間を超過した場合の⼿順が定められ
ている。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

14 36協定の締結当事者となる過半数代表者が適切な
選出プロセスを経て選出されている 達成している 〇

滋賀医科⼤学教職員団体選挙管理委員会
が滋賀医科⼤学教職員団体役員・監事選
挙実施細則に基づき実施し、全学メール
にて「教職員団体役員・監事の選挙実施
について」案内し、選出結果についても
同様に全学メールにて通知している。

1 1 すべて

達成している 36協定を取り交わした過半数代表者が適切な
プロセスを経て選出されている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて
5 5

15
36協定の締結に関して、医師（特にＢ⽔準、連携
Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師）から意⾒をくみ取る
仕組みがある

達成している 〇

学内の教職員団体宛てのメールアドレス
に意⾒を送ることができ、寄せられた意
⾒が労使協議時に意⾒としてあげられて
いる。今後、医師特別則対象者の区別で
きる情報を追加して、職員満⾜度調査と
兼ねて意⾒をくみ取る仕組みを９⽉頃に
予定している。

1 1 すべて

達成している 36協定の締結に関して、労使協議により医師
から意⾒をくみ取る仕組みがある。

2 2 ⾚枠
3 3
4 4

5 5

16 医師を含む関係者が参加する合議体で議論を⾏
い、医師労働時間短縮計画を作成している 達成している 〇

教育、研究、診療、⼤学運営すべての観
点から検討を⾏うために、病院⻑を委員
⻑とし、基礎系教員、看護系教員、臨床
系教員及び職員を構成員とした委員会で
議論を⾏い、医師労働時間短縮計画を作
成している。医師及び医療関係職と事務
職員等との役割分担の推進については、
役割分担推進専⾨委員会で作成してい
る。

1 1 すべて

達成している 医師を含む関係者が参加する合議体で議論が
⾏われ、労働時間短縮計画を作成している。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて

5 5

17
医師労働時間短縮計画の対象医師に対して、計画
の内容について説明するとともに意⾒交換の場を
設けている

達成している 〇
2⽉の診療科⻑等会議にて、医師労働時
間短縮計画の内容について副理事（労務
担当）から説明し、意⾒交換を⾏ってい
る。

1 1 すべて

達成している 対象医師が参加する会議で、労働時間短縮計
画の説明が⾏われている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4
5 5

18
医師労働時間短縮計画を院内に掲⽰する等によ
り、全ての職員に対して、医師労働時間短縮計画
の内容を周知している

達成している 〇 学内ホームページに医師労働時間短縮計
画を掲載し、周知している。

1 1 すべて

達成している ホームページに医師労働時間短縮計画を掲載
し、周知させている。

2 2 No.7
3 3
4 4
5 5

19
１年に１回、ＰＤＣＡサイクルの中で⾃⼰評価を
⾏い、労働時間の⽬標や取組内容について必要な
⾒直しを⾏っている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

20 評価を受ける医療機関における労働（滞在）時間
を把握する仕組みがある 達成している 〇

出退勤時にICカード（職員証）による打
刻を⾏い、勤怠管理システム（Dr.JOY
）にて労働時間を把握している。

1 1 すべて

達成している 勤怠管理システムにより出退勤の時間を確認
でき、詳細な労働時間を把握している。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

21
評価を受ける医療機関の滞在時間のうち労働では
ない時間（主に⾃⼰研鑽）を把握する仕組みがあ
る

達成している 〇

勤怠管理システム（Dr.JOY）にて、労
働と研鑽の考え⽅に基づき、労働ではな
い時間を医師⾃⾝が⼊⼒を⾏うことで、
把握することができる。2023年4⽉より
医員の勤務計画をシステムに登録し、労
働でない時間について研鑽の⼊⼒を開始
する。

1 1 すべて

達成している
労働ではない時間（主に⾃⼰研鑽）が記録さ
れていることが分かる勤怠記録（医師3名の1
か⽉分）が添付されている。

2 2 すべて

3 3 ⾚枠

4 4
5 5

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

11-1_宿⽇直許可書.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
4-2,11-3,49-3,50-3,51-3,52-3_診療科⻑等会議資
料27-4.pdf
11-4_宿⽇直実務表.pdf
【差し替え】11-5_宿⽇直割振表・実務表・超過
勤務命令簿.pdf
12_時間外労働休⽇労働に関する協定届.pdf
【差し替え】12-2_令和４年度 超過勤務集計.
pdf

13-1,28-3_超過勤務特別延⻑の回数について.pdf
13-2,28-2,29-4_36協定の⾒直し⽅法.pdf

14-1_滋賀医科⼤学教職員団体過半数代表者選出
メール.pdf
14-2_滋賀医科⼤学教職員団体規約.pdf
14-3_滋賀医科⼤学教職員団体役員・監事選挙実
施細則.pdf
14-4_投票⽤紙説明⽂.pdf

15-1_滋賀医科⼤学教職員団体案内.pdf
15-2_労使協議メモ.pdf

16-1_教職員労務管理検討専⾨委員会内規 .pdf
16-2_教職員労務管理検討専⾨委員会名簿.pdf
5-1,16-3_役割分担推進専⾨委員会内規.pdf
5-2,16-4_役割分担推進専⾨委員会名簿.pdf

17-1_診療科⻑等会議規程.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
17-3,18-1,79-2,80-2,81-2,82-2_令和6年度医師労
働時間短縮計画.pdf

17-3,18-1,79-2,80-2,81-2,82-2_令和6年度医師労
働時間短縮計画.pdf
3-3,4-3,18-2_画⾯キャプチャ.pdf

20-1,27-1_Dr.JOYマニュアル（⾃分の出勤簿を
確認する）.pdf
20-2_出勤簿（３例）.pdf

21-1_労働と研鑽に関する考え⽅について.pdf
21-2_Dr.JOYマニュアル（残業 l ⾃⼰研鑽を申請
する）.pdf
【差し替え】21-3_DrJOY画⾯キャプチャ―（⾃
⼰研鑽）.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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3

22 副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも⽉
に１回は、申告等に基づき把握する仕組みがある 達成している 〇

毎⽉1⽇と16⽇に⾏われる兼業審査時に
各医師から提出される新規依頼状及び変
更届により把握している。
2023年4⽉からDr.JOYに兼業先の労働時
間の⾃⼰申告⼊⼒を開始する。

1 1 すべて

達成している

⾃⼰申告ルールに基づいて報告を受けた医師
の実績記録（医師3名の1か⽉分の記録）と副
業・兼業時間まで時間外労働時間に通算され
ていることが分かる勤怠記録（副業・兼業を
⾏った医師3名の1か⽉分）が添付されてい
る。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて

5 5 すべて

23
副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休
⽇労働時間数及び勤務間インターバル確保の実施
状況のいずれも管理している

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

24
宿⽇直許可のある宿直・⽇直中に通常の勤務時間
と同態様の業務に従事した場合には、事後的に休
息を付与する配慮を⾏っている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

25
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休
息の付与の対象となる医師及び時間数を少なくと
も⽉１回は把握する仕組みがある

達成している 〇

勤怠管理システム（Dr.JOY）にて管理
下にある医師の労働時間を把握すること
ができ、予定⼊⼒時に連続勤務制限（
28H）を超えるか、インターバル不⾜の
場合はアラート表⽰させる仕組みがあ
る。2023年4⽉より医員の勤務計画をシ
ステムに登録し、代償休息が⽣じる場合
は⼊⼒を⾏う。

1 1 すべて

達成している
勤怠管理システムにて労働時間を把握するこ
とにより、インターバル確保できなかった医
師や代償休息の時間数を確認できる。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

26
少なくとも⽉に２回、各診療部⾨の⻑または勤務
計画管理者が管理下にある医師の労働時間につい
て、把握する仕組みがある

達成している 〇

勤怠管理システム（Dr.JOY）にて各所
属の所属⻑及び勤務計画管理者について
は、管理下にある医師の労働時間を把握
することができる。管理者の承認につい
ては、週１回、⼜は２週に１回（毎⽉15
⽇、⽉末）で実施する運⽤となってい
る。

1 1 すべて

達成している
少なくとも⽉に2回、各診療部⾨の⻑または
勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時
間について、把握する仕組みがある。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

27 少なくとも⽉に１回は医師本⼈へ⾃⾝の労働時間
について、フィードバックされる仕組みがある 達成している 〇

勤怠管理システム（Dr.JOY）にて管理
下にある医師の労働時間を把握すること
ができる。また、⽉の超過勤務時間が45
時間を超えている教職員に対し、⻑時間
労働による疲労蓄積度チェックの案内を
メールにて送信している。

1 1 すべて

未達成

労働時間が45時間を超える⻑時間労働を⾏っ
ていない医師も医師本⼈が労働時間を把握す
ることが必要です。給与明細には超過勤務時
間の記載はあるが、超過勤務時間以外の所定
労働時間の記載がありません。勤怠管理シス
テムから医師本⼈が確認する場合は、少なく
とも⽉1回確認することを定めたことがわか
る資料が必要です。

2 2 すべて

3 3 ⾚枠
4 4

5 5

28
少なくとも⽉に１回は管理者、労務管理責任者及
び事務統括部署が医療機関全体の医師の勤務状況
について、把握する仕組みがある

達成している 〇

勤怠管理システム（Dr.JOY）にて常
に、管理者、労務管理責任者及び事務統
括部署である⼈事課においては、医師全
員の労働時間を把握することができる。
⽉の超過勤務時間が45時間を超えている
教職員に対しては、⼈事課から労務担当
責任者、及び労働安全衛⽣委員会へ報告
を⾏っている。

1 1 すべて

未達成
超過勤務時間が45時間を超えた教職員につい
ては報告書があり把握できるが、勤務時間45
時間未満の教職員を含む医療機関全体の医師
の勤務状況が把握できない

2 2 すべて
3 3 すべて

4 4 ⾚枠

5 5 すべて

29
勤務実態に課題がある診療科や医師に対して、注
意喚起を⾏う等、医師の労働時間短縮に向けた⾏
動変容を起こす仕組みがある

達成している 〇

超過勤務時間が99時間を超える教職員が
いる診療科に対し、超過勤務時間の減縮
に係る指導書を送付するとともに該当の
教職員に対し産業医⾯談を実施、診療科
へ結果を通知するとともに、改善案の作
成を依頼している。

1 1 すべて

達成している
超過勤務時間を超えた教職員が属する診療科
に指導書の送付、該当教職員には⾯談を実
施、診療科には結果を通知すると共に改善案
の作成依頼もしており仕組みができている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 すべて
5 5

30 労働安全衛⽣法に基づき産業医が選任されている 達成している 〇
労働安全衛⽣法に基づいて産業医を選任
している。
E-Govで申請したため、受付印がないが
労基署には確認済みである。

1 1 すべて

達成している
e-Govで申請し公⽂書等控がない場合も⼿続
の申請がわかる画⾯のコピーを保存しておく
等の処置をされたい

2 2 すべて
3 3 ⾚枠
4 4
5 5

31 医師に対する⾯接指導の実施体制が整備されてい
る 達成している 〇

産業医2名を⾯接指導実施医師として、
実施体制のルール及び⾯接指導実施マ
ニュアルを作成し、⾯接指導ができる体
制を整備している。

1 1 すべて

達成している
⾯接指導実施のルールを定め、マニュアルも
作成されており⾯接指導実施の体制が整備さ
れている。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4
5 5

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

22-1,74-1_兼業依頼状（任期）様式.pdf
22-2,74-2_短期兼業依頼状様式.pdf
22-3,74-3_学内兼業依頼状（兼業許可申請書・
許可書）.pdf
22-4_Dr.JOYマニュアル（兼業・副業の⼊⼒⽅
法）.pdf
【追加】22-5_兼業変更届・兼業取消届・DrJOY
画⾯キャプチャ―（兼業）.pdf

25-1_勤務間インターバル・代償休息に関する
ルール.pdf
25-2_Dr.JOYマニュアル（追加的健康確保措置
（勤務間インターバル））.pdf

26,28-1_Dr.JOYマニュアル（スタッフの出勤状
況を確認する）.pdf
【追加】26-2_2022.05Dr.JOY操作権限と時期.
pdf

20-1,27-1_Dr.JOYマニュアル（⾃分の出勤簿を
確認する）.pdf
27-2_[通知]⻑時間労働による疲労蓄積度チェッ
クの案内について .pdf
【追加】27-3_給与明細.pdf

26,28-1_Dr.JOYマニュアル（スタッフの出勤状
況を確認する）.pdf
13-2,28-2,29-4_36協定の⾒直し⽅法.pdf
13-1,28-3_超過勤務特別延⻑の回数について.pdf
【追加】28-4_第9回労働安全衛⽣委員会議事録
.pdf
【差し替え】28-5_【送付】超過勤務を⽉45時
間を超えて命じられている医師メール・リスト.
pdf
29-1_過重労働に関する指導書.pdf
29-2_過重労働による健康障害防⽌のための産業
医⾯談の実施について.pdf
29-3_⻑時間労働者の産業医⾯談結果及び改善結
果の提出について.pdf
13-2,28-2,29-4_36協定の⾒直し⽅法.pdf

30-1_産業医選任報告書.pdf
30-2_労働安全衛⽣委員会名簿.pdf
30-3_第10回労働安全衛⽣委員会議事録.pdf

31-1_⾯接指導実施ルール.pdf
31-2,32-1,33-1_⾯接指導医師⼀覧.pdf
【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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4

32 ⾯接指導対象医師が、必要に応じて、産業医に相
談可能な体制が整備されている 達成している 〇

産業医が⾯接指導実施医師を兼ねてい
る。
今後、⾯接指導実施医師を増員した場合
にも、⾯接指導実施マニュアルに基づ
き、保健管理センター所属の産業医に相
談可能な体制を整備している。

1 1 すべて

達成している
産業医が⾯接指導実施医師を兼ねており、マ
ニュアルにも産業医に相談可能の旨が明記さ
れ、体制が整備されている。

2 2 p5 Ⅱ2

3 3 ⾚枠
4 4
5 5

33 ⾯接指導実施医師が、⾯接指導対象医師の直接の
上司とならないような体制がとられている 達成している 〇

産業医が⾯接指導実施医師を兼ねている
ため、上司とならない。また、⾯接指導
実施マニュアルに基づき、⾯接指導対象
医師と同じ部署は避けることとなってい
る。

1 1 すべて

達成している
産業医が⾯接指導実施医師を兼ねており、マ
ニュアルにも⾯接指導対象医師と同じ部署は
避けることが明記され、体制が整備されてい
る。

2 2 p5 Ⅱ1

3 3
4 4
5 5

34
⾯接指導の実施にあたり、産業医、⾯接指導実施
医師のみではなく、他職種がサポートする体制が
ある

達成している 〇
⾯接指導実施マニュアルに基づき、産業
医、看護師、保健師が在籍している保健
管理センターと連携する体制がある。

1 1 ⾚枠

達成している
⾯接指導実施にあたり、産業医、看護師、保
健師が在籍している保健管理センターと連携
する体制がマニュアルに明記されている。

2 2 p5 Ⅱ 2

3 3
4 4
5 5

35 ⽉の時間外・休⽇労働が100時間以上になる⾯接
指導対象医師を⽉単位で把握する仕組みがある 達成している 〇

⾯接指導実施マニュアルに記載している
⾯接実施時期に基づき、対象者に連絡を
する仕組みがあり、毎⽉申請のあった時
間外勤務及び兼業時間をエクセル表で突
合し、⽉単位で記録している。

1 1 すべて

達成している
⾯接指導実施マニュアルに時間外・休⽇労働
が100時間以上になる前に本⼈に連絡する旨
が明記されている。

2 2 すべて

3 3 p6 Ⅱ 3

4 4
5 5

36
⽉の時間外・休⽇労働が100時間以上になる⾯接
指導対象医師へ⾯接指導の案内や連絡が確実に⾏
える体制がある

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

37
⾯接指導について、医師本⼈に加えて、所属⻑及
びシフト管理者にも⾯接指導の実施についての連
絡体制がある

達成している 〇
⾯接指導実施マニュアルに記載している
⾯接実施時期に基づき、所属⻑及びシフ
ト管理者にも⾯接指導についての連絡体
制がある。

1 1 p6 Ⅱ 3

達成している

⾯接指導実施マニュアルの⾯接指導実施時期
に管理者より所属⻑及び本⼈に連絡する体制
が記載されている。シフト管理者が置いてい
る場合は当該シフト管理者も連絡体制に含め
る必要がある。

2 2
3 3
4 4
5 5

38 ⾯接指導実施医師へ⾯接指導対象医師の勤務状況
等、⾯接指導に必要な情報が提供されている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

39 対象の医師に⾯接指導が実施され、医療機関に結
果が報告されている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

40
⾯接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・
報告を⾏った場合には、その判定・報告を最⼤限
尊重し、就業上の措置を講じている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

41

就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所
属⻑と勤務計画管理者に対し、管理者、労務管理
責任者⼜は委任された者や部署より通知し、措置
を実施する体制がある

達成している 〇

⾯接指導実施マニュアルに基づき、産業
医による⾯接指導を実施する体制があ
り、⻑時間労働の医師⾯接指導結果報告
書をもって2023年4⽉以降所属⻑に通知
する予定である。

1 1 p9 Ⅳ

達成している
⾯接指導実施マニュアルに連絡体制の記載は
あるが、措置の実施の⼿順が記載されていな
い。

2 2
3 3
4 4
5 5

42 ⽉の時間外・休⽇労働が155時間を超えた医師を
⽉単位で把握する仕組みがある 達成している 〇

毎⽉申請のあった時間外勤務及び兼業時
間をエクセル表で突合し、⽉単位で記録
しており、実際に⽉の時間外・休⽇労働
が155時間を超えた医師はいない。

1 1 すべて

達成している
⽉単位で時間外・休⽇労働が100時間を超え
た時点で集計把握している。41.43に添付さ
れた⾯接指導実施マニュアルから達成してい
ることがわかる。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

43

⽉の時間外・休⽇労働が155時間を超えた場合、
当該医師の所属⻑と勤務計画管理者に対し、管理
者、労務管理責任者⼜は委任された者や部署より
通知し、措置を実施する体制がある

達成している 〇
⾯接指導実施マニュアルに基づき、産業
医による⾯接指導を実施する体制があ
り、⻑時間労働の医師⾯接指導結果報告
書をもって所属⻑に通知している。

1 1 p9 Ⅳ

達成している

⽉の時間外・休⽇労働が155時間を超えた場
合において、管理者より所属⻑及び本⼈に連
絡する旨が記載されており、「36協定の⾒直
し⽅法」で就業上の措置を実施するルールの
記載がある。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

31-2,32-1,33-1_⾯接指導医師⼀覧.pdf
【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf
【追加】32-2_⾯接指導実施マニュアル.pdf

31-2,32-1,33-1_⾯接指導医師⼀覧.pdf
【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf

34-1_保健管理センターホームページ.pdf
【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf

35-1,42-1_令和４年度時間外勤務集計（教員）.
pdf
35-2,42-2_令和４年度時間外勤務集計（医員）.
pdf
【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf

【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf

【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf

35-1,42-1_令和４年度時間外勤務集計（教員）.
pdf
35-2,42-2_令和４年度時間外勤務集計（医員）.
pdf

【修正】31-3,32-2,33-2,34-2,35-3,37,41,43_⾯
接指導実施マニュアル.pdf
【追加】43-2_36協定の⾒直し⽅法.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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5

44 衛⽣委員会が法令で定められた頻度・内容で開催
されている 達成している 〇 労働安全衛⽣法に基づき、労働安全衛⽣

委員会を毎⽉１回実施している。

1 1 ⾚枠第17条

達成している 労働安全衛⽣委員会を毎⽉１回実施し、議事
録も確認できる。

2 2 ⾚枠

3 3 ⾚枠

4 4 ⾚枠

5 5

45 ⻑時間労働の医師への対応状況の共有や対策等が
検討されている 達成している 〇

⻑時間労働を⾏っている医師について
は、労働安全衛⽣委員会にて報告を⾏っ
ている。
また超過勤務時間の多い医師のいる所属
⻑に対しては、労働時間の縮減の依頼を
⾏っている。

1 1 ⾚枠

達成している 労働安全衛⽣委員会において報告され、議事
録も確認できる。

2 2 ⾚枠
3 3
4 4
5 5

46 医師に対する健康診断の実施率 達成している 〇 令和3年度の医師の健康診断受診率は
100％である。

1 1 すべて

達成している 提出資料により職員健康診断受診率は100％
だと確認できる。

2 2
3 3
4 4
5 5

47 健康診断の実施時には、受診しやすい選択肢を提
⽰し、受診を促している 達成している 〇

学内での健康診断の受診に関しては期間
内であれば⾃由に受診できるようにして
おり、学内で通知を⾏っている。また、
健康診断未受診者に対しては、健康診断
実施期間外でも請負業者の施設にて受診
ができるようにしている。

1 1 すべて

達成している
丁寧な案内がされており、期間内であれば⾃
由に受診できるようになっている。期間内に
未受診でも請負業者の施設にて受診できるこ
とが確認できる。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4
5 5

48

Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師について
は、健康診断の結果による追加検査や再受診が必
要とされた場合の受診勧奨、その結果のフォロー
を⾏う体制がある

達成している 〇
⼆次健康診断、及び労災給付請求にかか
る⼆次健康診断の受診を推奨し、結果の
フォローを⾏う体制がある。

1 1 すべて

達成している
⼆次健康診断、及び労災給付請求にかかる⼆
次健康診断の受診の案内もされており、結果
のフォローを⾏う体制がある。

2 2 すべて

3 3 ⾚枠
4 4
5 5

49 勤務計画の対象⽉の時間外・休⽇労働時間が上限
を超えないように勤務計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に登録
作成する。また、2024年1⽉からは助教
等について、変形労働時間制を適⽤し、
勤務計画をシステムにて作成予定であ
り、勤務計画の対象⽉の時間外・休⽇労
働時間が上限を超えないように勤務計画
することができる。

1 1 すべて

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5

50 法定休⽇が確保された勤務計画が作成されている
現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に作成
する。また、2024年1⽉からは助教等に
ついては、変形労働時間制を適⽤し、勤
務計画をシステムにて作成予定であり、
法定休⽇が確保された勤務計画が作成す
ることができる。

1 1 p2〜p6

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5

51 副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画が作成
されている

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に作成
する。また、2024年1⽉から助教等につ
いては、変形労働時間制を適⽤し、副
業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画
を作成予定である。なお、勤務パターン
作成説明に使⽤したものを参考に作成を
依頼している。

1 1 p28〜p30

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5 すべて

52 宿⽇直許可の有無による取扱いを踏まえた勤務計
画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に作成
する。また、2024年1⽉から助教等につ
いては、変形労働時間制を適⽤し、宿⽇
直許可の有無による取り扱いを踏まえた
勤務計画を作成予定である。なお、勤務
パターン作成説明に使⽤したものを参考
に作成を依頼している。

1 1 p8〜p26

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5 すべて

53 勤務間インターバルの確保が実施できるような勤
務計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に作成
する。また、2024年1⽉から助教等につ
いては、変形労働時間制を適⽤し、勤務
間インターバルの確保が実施できるよう
な勤務計画を作成予定である。なお、勤
務パターン作成説明に使⽤したものを参
考に作成を依頼している。

1 1 p8〜p26

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5 すべて

● ●

● ●

44-1_教職員労働安全衛⽣管理規程.pdf
44-2_労働安全衛⽣委員会規程.pdf
44-3_労働安全衛⽣委員会議事次第（第7-9回）.
pdf
44-4_労働安全衛⽣委員会議事録（第7-9回）.
pdf

45-1_第9回労働安全衛⽣委員会次第.pdf
45-2_第9回労働安全衛⽣委員会議事録 .pdf

46_職員健康診断受診率.pdf

47-1_令和４年度教職員定期健康診断の実施につ
いて.pdf
47-2_令和４年度教職員健康診断時間割表.pdf
47-3_予約⽅法（定期健康診断未受検者）.pdf

48-1_⼆次健康診断のご案内.pdf
48-2_労災給付請求にかかる⼆次健康診断につい
て.pdf
48-3_健康診断実施細則.pdf

49-1_Dr.JOYマニュアル（時間外労働の進捗を
確認する）.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
4-2,11-3,49-3,50-3,51-3,52-3_診療科⻑等会議資
料27-4.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf

50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1_Dr.JOY勤務
パターン作成マニュアル.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
4-2,11-3,49-3,50-3,51-3,52-3_診療科⻑等会議資
料27-4.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf

50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1_Dr.JOY勤務
パターン作成マニュアル.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
4-2,11-3,49-3,50-3,51-3,52-3_診療科⻑等会議資
料27-4.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf
51-5,52-5,53-5,55-5_勤務パターン作成説明.pdf
50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1_Dr.JOY勤務
パターン作成マニュアル.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
4-2,11-3,49-3,50-3,51-3,52-3_診療科⻑等会議資
料27-4.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf
51-5,52-5,53-5,55-5_勤務パターン作成説明.pdf
50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1_Dr.JOY勤務
パターン作成マニュアル.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
53-3,54-3_診療科⻑等会議2023.02資料
27-4,5.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf
51-5,52-5,53-5,55-5_勤務パターン作成説明.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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54 代償休息を期限内に付与することができるような
勤務計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に作成
する。また、2024年1⽉から助教等につ
いては、変形労働時間制を適⽤し、代償
休息を期限内に付与することができるよ
うな勤務計画を作成予定である。

1 1 p8〜p26

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5

55 副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時
間を配慮した勤務計画が作成されている

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に作成
する。また、2024年1⽉から助教等につ
いては、変形労働時間制を適⽤し、副
業・兼業先までの移動時間を考慮し、休
息の時間を配慮した勤務計画を作成予定
である。なお、勤務パターン作成説明に
使⽤したものを参考に作成を依頼してい
る。

1 1 p28〜p30

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5 すべて

56
作成された勤務計画について、事務の統括部署が
主体となった体制でダブルチェックが実施されて
いる

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

勤怠管理システムにおいて、2023年4⽉
から医員の勤務計画をシステム上に作成
する。また、2024年1⽉から助教等につ
いては、変形労働時間制を適⽤し、作成
された勤務計画について、事務の統括部
署が主体となった体制でのダブルチェッ
クを実施予定である。

1 1 p8〜p26

現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に具体的な実施時期を
記載し、取り組むことが記載されている。

2 2 Ⅱその他（3）マーカー部分

3 3 すべて

4 4 ⾚枠p13〜p14

5 5

57

少なくとも年に１回は、病院⻑を含む医療機関内
の管理職層に対して、医療機関の管理者としての
⼈事・労務管理に関する外部のマネジメント研修
を受講、または外部からの有識者を招聘し研修を
実施している

達成している 〇
厚⽣労働省主催のトップマネジメント研
修を2022年11⽉29⽇に、病院⻑が受講
している。

1 1 すべて

達成している
提出資料により、厚⽣労働省主催のトップマ
ネジメント研修を受講したことが確認でき
る。

2 2 すべて

3 3 すべて
4 4
5 5

58

各診療部⾨の⻑⼜は勤務計画管理者に対して、事
務部⾨等が、評価を受ける医療機関における⼈
事・労務管理の各種規程や勤務計画作成・管理に
関する研修を少なくとも年に１回は実施している

達成している 〇

令和５年度において、令和４年度と同様
に診療科⻑等会議で適時説明を予定して
いる。また対象者への研修として
e-learningの実施を9⽉頃に予定してい
る。
なお令和２年度においては、e-learning
研修を実施し、受講率100％を達成し教
授会にて報告している。資料については
契約上、年度限りであるためタイトルの
み提⽰する。

1 1 すべて

達成している
提出資料により、研修を実施したことが確認
できる。また、これから実施予定も確認でき
る。

2 2 すべて

3 3 ⻩⾊マーカー部分
4 4 すべて

5 5

59

医師に対して、勤怠管理や当⼈が実施すべき内容
（始業・退勤時刻の申告、副業・兼業先の労働時
間の申告、時間外労働の⾃⼰研鑽部分のルール確
認等）について、少なくとも年に１回周知してい
る

達成している 〇
学内メールにて医師に対して、勤怠管理
システムの操作⽅法や運⽤に関する周知
を⾏っている。

1 1 すべて

達成している
学内メールにて、勤怠管理システムの操作⽅
法や運⽤に関する周知を⾏っていることを確
認できる。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

60

Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師に対して
は、勤怠管理や当⼈が理解すべき内容（始業・退
勤時刻の申告、健康管理の重要性、⾯接指導の受
診、勤務間インターバル確保等）に関する研修が
少なくとも年に１回は実施している

達成している 〇

全学フォーラム（2023.03.28）において
病院⻑から、医師の働き⽅改⾰の進捗と
して⾯接指導実施体制、勤務間インター
バルについて説明を実施した。
今後はe-learning研修を実施するなど、
学内での周知を計画している。

1 1 すべて

達成している 提出資料により、説明を実施したことが確認
できる。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4
5 5

61
医師以外の職種へのタスク・シフト／シェア業務
の適切な推進のために、院内のルールが定められ
ている

達成している 〇

毎年「役割分担推進専⾨委員会」におい
て医師以外の職種へのタスクシフトを含
めた「病院勤務医の負担の軽減及び処遇
の改善に資する計画」を作成し、翌年度
に当該取り組みの評価を⾏っている。

1 1 すべて

達成している
役割分担推進専⾨委員会においてタスク・シ
フトを含めた病院勤務医の負担の軽減及び処
遇の改善に資する計画を作成、取組内容が記
載され、評価も⾏われている。

2 2 すべて

3 3 ⾚枠p8〜p11

4 4
5 5

62
多職種からなる役割分担を推進のための委員会⼜
は会議でタスク・シフト/シェアについて検討し
ている

達成している 〇

毎年「役割分担推進専⾨委員会」におい
て医師以外の職種へのタスクシフトを含
めた「病院勤務医の負担の軽減及び処遇
の改善に資する計画」を作成し、翌年度
に当該取り組みの評価を⾏っている。

1 1 すべて

達成している
役割分担推進専⾨委員会においてタスク・シ
フトを含めた病院勤務医の負担の軽減及び処
遇の改善に資する計画を作成、取組内容が記
載され、評価も⾏われている。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1_Dr.JOY勤務
パターン作成マニュアル.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
53-3,54-3_診療科⻑等会議2023.02資料
27-4,5.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf

50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1_Dr.JOY勤務
パターン作成マニュアル.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
55-3,56-3_ 診療科⻑等会議資料27-5.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf
51-5,52-5,53-5,55-5_勤務パターン作成説明.pdf
50-1,51-1,52-1,53-1,54-1,55-1,56-1_Dr.JOY勤務
パターン作成マニュアル.pdf
3-1,4-1,11-2,17-2,49-2,50-2,51-2,52-2,53-2,54-2
,55-2,56-2_診療科⻑等会議議事録.pdf
55-3,56-3_ 診療科⻑等会議資料27-5.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf

57-1_「トップマネジメント研修」開催のご案
内、お申込・ご参加の御礼.pdf
57-2_20221129トップマネジメント研修資料抜
粋.pdf
57-3,58-4,59-2_働き⽅改⾰関連研修等.pdf

58-1,60-1_医師の働き⽅改⾰周知資料.pdf
58-2_管理職向けWEB労務研修・受講状況まと
め.pdf
58-3_200909第5回教授会議事概要.pdf
57-3,58-4,59-2_働き⽅改⾰関連研修等.pdf

59-1_勤怠管理システム（Dr.JOY）周知メール.
pdf
57-3,58-4,59-2_働き⽅改⾰関連研修等.pdf

58-1,60-1_医師の働き⽅改⾰周知資料.pdf
60-2_医師の働き⽅改⾰eラーニング教材.pdf
60-3_医師の働き⽅改⾰の対応状況について.pdf

61-1,62-1,63-1,64-1,66-1_病院勤務医の負担の
軽減及び処遇の改善に資する計画（R04）計画.
pdf
5-3,61-2,62-2,63-2,64-2,66,-2_役割分担推進専
⾨委員会議事概要.pdf
61-3,63-3,64-3_令和6年度医師労働時間短縮計
画.pdf

61-1,62-1,63-1,64-1,66-1_病院勤務医の負担の
軽減及び処遇の改善に資する計画（R04）計画.
pdf
5-3,61-2,62-2,63-2,64-2,66,-2_役割分担推進専
⾨委員会議事概要.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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63
特定⾏為研修修了者の活⽤等、特に推進するとさ
れているタスク・シフト/シェアを少なくとも⼀
つは実施している

達成している 〇

毎年「役割分担推進専⾨委員会」におい
て医師以外の職種へのタスクシフトを含
めた「病院勤務医の負担の軽減及び処遇
の改善に資する計画」を作成し、翌年度
に当該取り組みの評価を⾏っている。

1 1 すべて

達成している

役割分担推進専⾨委員会においてタスク・シ
フトを含めた病院勤務医の負担の軽減及び処
遇の改善に資する計画を作成、取組内容が記
載され「特定⾏為実施記録・病院勤務医の負
担軽減計画」により実施状況や⽬標からの達
成状況が把握できる。

2 2 すべて

3 3 ⾚枠p8〜p11

4 4 すべて

5 5 すべて

64 その他の医師の労働時間短縮に効果的なタスク・
シフト／シェアについて検討⼜は実施している 達成している 〇

毎年「役割分担推進専⾨委員会」におい
て医師以外の職種へのタスクシフトを含
めた「病院勤務医の負担の軽減及び処遇
の改善に資する計画」を作成し、翌年度
に当該取り組みの評価を⾏っている。

1 1 すべて

達成している
役割分担推進専⾨委員会においてタスク・シ
フトを含めた病院勤務医の負担の軽減及び処
遇の改善に資する計画を作成、取組内容が記
載され、検討している。

2 2 すべて

3 3 ⾚枠p8〜p11

4 4
5 5

65 タスク・シフト／シェアの実施に当たり、関係職
種への説明会や研修を開催している 達成している 〇

医師事務作業補助者等を対象に、医師と
の業務分担に係る研修会を実施してい
る。

1 1 すべて

達成している 医師事務作業補助者等を対象に、医師との業
務分担に係る研修会を実施、予定している。

2 2
3 3
4 4
5 5

66 タスク・シフト/シェアについて、患者への説明
が院内掲⽰等によって実施している 達成している 〇

院内掲⽰（病院１階患者通路）におい
て、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇
の改善に資する計画」について、患者へ
の周知を⾏っている。

1 1 すべて

達成している
院内掲⽰にて病院勤務医の負担の軽減及び処
遇の改善に資する計画を掲⽰、周知してい
る。

2 2 すべて

3 3 すべて
4 4
5 5

67
医療機関全体において、夜間帯の勤務体制につい
て、労働時間短縮のための取組を少なくとも⼀つ
は実施している

達成している 〇

夜間・休⽇の労働時間の延伸の⼀因と
なっていた病状・⼿術等のICを、平⽇
9︓00~17︓00の実施を原則とする旨、
患者へ周知している。
特定の診療科において、夜間・休⽇をオ
ンコール体制とし、夜間・休⽇の労働時
間短縮を図っている。

1 1 すべて

達成している

夜間・休⽇の労働時間の延伸の⼀因となって
いた患者等への説明を平⽇の診療時間内での
実施を原則とすることを掲⽰し、患者へ周知
している。
特定の診療科においては夜間・休⽇をオン
コール体制とし労働時間短縮を図っている、
とのことだが実施を確認できる資料が添付さ
れていない。

2 2 すべて
3 3
4 4

5 5

68
医療機関全体において、休⽇の勤務体制につい
て、労働時間短縮のための取組を少なくとも⼀つ
は実施している

達成している 〇

夜間・休⽇の労働時間の延伸の⼀因と
なっていた病状・⼿術等のICを、平⽇
9︓00~17︓00の実施を原則とする旨を
患者へ周知している。
特定の診療科において、夜間・休⽇をオ
ンコール体制とし、夜間・休⽇の労働時
間短縮を図っている。

1 1 すべて

達成している

夜間・休⽇の労働時間の延伸の⼀因となって
いた患者等への説明を平⽇の診療時間内での
実施を原則とすることを掲⽰し、患者へ周知
している。
特定の診療科においては夜間・休⽇をオン
コール体制とし労働時間短縮を図っている、
とのことだが実施を確認できる資料が添付さ
れていない。

2 2 すべて
3 3
4 4

5 5

69
会議やカンファレンスの効率化・合理化、勤務時
間内の実施等、時間外労働の削減のための取組を
少なくとも⼀つは実施している

達成している 〇
会議のレジュメに各議題の説明時間及び
会議終了予定時間を予め記載し、各委員
に共有することで進⾏がスムーズになる
よう努めている。

1 1 すべて

達成している
会議のレジュメに各議題の説明時間及び会議
終了予定時間を予め記載し、共有することで
進⾏がスムーズになるようにしていることが
確認できる。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて
5 5 すべて

70 医師が短時間勤務等を希望した場合に受け⼊れ、
活⽤できる環境がある 達成している 〇

⼦の養育⼜は家族の介護のために請求し
た場合、所定労働時間の短縮することが
できる。

1 1 すべて

達成している
提出資料の教職員の育児休業等に関する規程
において、⼦の養育のために請求した場合短
時間勤務が認められる。親の介護のための短
時間勤務についての記載は⾒当たらない。

2 2 すべて
3 3
4 4
5 5

71 医師が働きやすい⼦育て・介護の⽀援環境を整備
している 達成している 〇

出産・育児・介護等に直⾯して研究時間
の確保が困難となった研究者に研究⽀援
員を配置して研究の継続を⽀援してお
り、現在12名の医師が利⽤している。

附属病院内と保育所内に搾乳室を設置
し、いつでも利⽤できるようにしてい
る。

2007年2⽉、滋賀医科⼤学保育所「あ
ゆっこ」開設。2013年1⽉に病児保育を
開始した。2022年4⽉〜11⽉の医師の利
⽤状況は、利⽤者延べ186名中83名で
あった。

1 1 すべて

達成している

出産・育児・介護等に当たり研究時間の確保
が困難となった研究者に⽀援員を配置し、研
究の継続を⽀援できる環境が確認できる。
搾乳室を設置しいつでも利⽤できるようにし
ている。
保育所を開設し、多くの医師が利⽤している
ことが確認できる。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4 すべて

5 5

61-1,62-1,63-1,64-1,66-1_病院勤務医の負担の
軽減及び処遇の改善に資する計画（R04）計画.
pdf
5-3,61-2,62-2,63-2,64-2,66,-2_役割分担推進専
⾨委員会議事概要.pdf
61-3,63-3,64-3_令和6年度医師労働時間短縮計
画.pdf
63-4_特定⾏為研修.pdf
【追加】63-5_特定⾏為実施記録・病院勤務医の
負担軽減計画.pdf
61-1,62-1,63-1,64-1,66-1_病院勤務医の負担の
軽減及び処遇の改善に資する計画（R04）計画.
pdf
5-3,61-2,62-2,63-2,64-2,66,-2_役割分担推進専
⾨委員会議事概要.pdf
61-3,63-3,64-3_令和6年度医師労働時間短縮計
画.pdf

65_医師事務研修計画.pdf

61-1,62-1,63-1,64-1,66-1_病院勤務医の負担の
軽減及び処遇の改善に資する計画（R04）計画.
pdf
5-3,61-2,62-2,63-2,64-2,66,-2_役割分担推進専
⾨委員会議事概要.pdf
66-3_負担軽減計画掲載写真.pdf

67-1,68-1_患者さんへのお願い⽂書（病状説
明）.pdf
67-2,68-2_掲⽰物写真.pdf

67-1,68-1_患者さんへのお願い⽂書（病状説
明）.pdf
67-2,68-2_掲⽰物写真.pdf

69-1_教授会議題照会メール.pdf
69-2_教授会資料事前送付メール.pdf
69-3_学内委員会等ヒアリングの報告.pdf
69-4_事務部⾨へ通達.pdf
69-5_会議レジュメ.pdf
8-1,70-1_教職員の育児休業等に関する規程.pdf
70-2_育児短時間勤務者⼀覧.pdf

71-1_募集要項（R4後期・短期） .pdf
71-2_搾乳室.pdf
71-3_「あゆっこ」しおり .pdf
71-4_毎⽉の保育料請求データ.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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72 ⼥性医師等就労⽀援事業や復職⽀援事業への取組
を実施、または相談窓⼝を設けている 達成している 〇

離職した⼥性医師の医療現場への復帰を
⽀援する「スキルズアッププログラム」
を2016年より実施しており、これまで
に9名が利⽤している。

男⼥共同参画推進室のHPに相談窓⼝を
設けており、電話やメールで相談を受け
付けている。

1 1 すべて

達成している
離職した⼥性医師の現場復帰を⽀援するスキ
ルズアッププログラムを実施。また、男⼥共
同参加推進室のHPに相談窓⼝を設置してい
る。

2 2 すべて

3 3 すべて
4 4
5 5

73 ICTを活⽤した医師の労働時間短縮や業務効率化
の取組を検討⼜は実施している

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇
遠隔電⼦カルテ閲覧を活⽤した医師の労
働時間短縮や業務効率化の取組を検討し
ている。

1 1 ⻩⾊マーカー部分
現時点では達成していないが、具
体的な実施時期を定め、取り組む
ことが医師労働時間短縮計画に記
載されている

医師労働時間短縮計画に取り組むことが記載
されているが、具体的な実施時期が記載され
ていない。

2 2 ⾚枠p13〜p14

3 3
4 4
5 5

74
副業・兼業を⾏う医師について、副業・兼業先へ
医師の休息時間確保への協⼒を、必要に応じて依
頼している

達成している 〇
兼業依頼状により兼業先を把握してお
り、また、本学ホームページの兼業依頼
⼿続きに休憩時間の確保を依頼してい
る。

1 1 すべて

達成している
兼業申請⼿続き⼿順に休憩時間を含めた時間
の記載を指⽰する⽂⾔が確認できる。兼業先
も兼業依頼状により把握できる。

2 2 すべて

3 3 すべて

4 4 ⻩⾊マーカー部分
5 5

75
（Ｃ-１⽔準を適⽤する臨床研修医・専攻医がい
る場合）臨床研修医・専攻医について、研修の効
率化の取組を少なくとも⼀つは実施している

該当者なし 〇 該当者なし

1 1

該当者なし 該当者なし
2 2
3 3
4 4
5 5

76

（Ｃ-２⽔準を適⽤する医師がいる場合）技能研
修計画の内容と、実際の業務内容や勤務実態が乖
離するような場合に、当該医師からの相談に対応
出来る体制を設けている

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

77

医療機関の取組の中で、患者に理解を求める必要
がある内容（診療時間外の病状説明の原則廃⽌、
外来診療科の制限や時間短縮など）について、掲
⽰やホームページ等で患者への周知が⾏われてい
る

達成している 〇

医師の負担を減らすため、以下により患
者に理解を求める内容を周知している。

１）”患者さん・ご家族への病状説明等
の実施時間についてのお願い”を病院
ホームページに掲載および院内に掲⽰
２）”外来診療につきまして”を病院ホー
ムページに掲載および院内に掲⽰
３）「外来のご案内」冊⼦により当院が
特定機能病院であることを周知し、①紹
介状のない患者の原則受け⼊れ不可②選
定療養費の設定を周知。

1 1 すべて

達成している
平⽇診療時間内での患者等への説明や外来診
療について、ホームページに掲載・院内での
掲⽰をもって患者への周知が確認できる。

2 2 すべて
3 3 すべて
4 4

5 5

78
近隣の医療機関に対し、病診連携等を意識した協
同のメッセージや密なコミュニケーションを取っ
ている

達成している 〇

関連病院⻑会議を毎年開催し、県内外に
おける近隣医療機関と意⾒交換を⾏う
等、コミュニケーションを取っている。
令和３年度開催時には、医師の働き⽅改
⾰を議題に挙げ、議論・意⾒交換が⾏わ
れた。

1 1 すべて

達成している
提出資料により、関連病院⻑会議を開催し意
⾒交換等、コミュニケーションをとっている
ことが確認できる。

2 2 ⻩⾊マーカー部分

3 3
4 4
5 5

79 Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師の年間平
均時間外・休⽇労働時間数 改善している 〇

兼業先医療機関に、宿⽇直許可取得の協
⼒依頼を⾏ったところ、令和４年度中に
新規取得できた医療機関があったことか
ら、時間外労働時間を減少することがで
きた。

1 1 すべて

改善している 提出資料により、前年度より改善しているこ
とが確認できる。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

80 Ｂ⽔準、連携Ｂ⽔準及びＣ⽔準適⽤医師の年間最
⻑時間外・休⽇労働時間数 改善している 〇

令和４年度中に兼業先の医療機関が新規
宿⽇直許可を取得したことにより、１診
療科において連携B⽔準対象医師の時間
外労働時間の令和３年度合計時間1586.5
時間から504.5時間減少し、令和４年度
の合計時間では、1082時間となること
が確認できた。

1 1 すべて

改善している 提出資料により、前年度より改善しているこ
とが確認できる。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

81 年間の時間外・休⽇労働が960時間超1860時間以
下の医師の⼈数・割合・属性 改善している 〇

令和４年度中に兼業先の医療機関が新規
に宿⽇直許可を取得したことにより、１
診療科において時間外労働時間が960時
間超1860時間以下となる連携B⽔準対象
となる医師４名の令和４年度の時間外労
働時間の合計時間が960時間以下となる
医師が１名確認することができたことに
より、当該診療科に所属する連携B対象
医師の割合が25％から6％の減少し19％
となった。

1 1 すべて

改善している 提出資料により、前年度より改善しているこ
とが確認できる。

2 2 すべて

3 3
4 4

5 5

72-1_⼥性医師⽀援のためのスキルズアッププロ
グラム診療登録医受⼊要項.pdf
72-2_滋賀医科⼤学⼥性医師⽀援のためのスキル
ズアッププログラム概要.pdf
72-3_相談制度.pdf

73-1_第9回教職員労務管理検討専⾨委員会議事
録.pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf

22-1,74-1_兼業依頼状（任期）様式.pdf
22-2,74-2_短期兼業依頼状様式.pdf
22-3,74-3_学内兼業依頼状（兼業許可申請書・
許可書）.pdf
74-4_兼業申請⼿続き⼿順.pdf

77-1_患者さん・ご家族への病状説明等の実施時
間についてのお願い.pdf
77-2_外来診療につきまして.pdf
77-3_外来のご案内.pdf

78-1_令和４年度滋賀医科⼤学関連病院⻑会議議
事要旨.pdf
78-2_令和３年度滋賀医科⼤学関連病院⻑会議議
事要旨.pdf

79-1_連携B⽔準適⽤医師の年間平均時間外・休
⽇労働時間数.pdf
17-3,18-1,79-2,80-2,81-2,82-2_令和6年度医師労
働時間短縮計画.pdf

80-1_連携B⽔準適⽤医師の年間最⻑時間外・休
⽇労働時間数の減.pdf
17-3,18-1,79-2,80-2,81-2,82-2_令和6年度医師労
働時間短縮計画.pdf

81-1_年間の時間外・休⽇労働が960時間超1860
時間以下の医師の⼈数・割合.pdf
17-3,18-1,79-2,80-2,81-2,82-2_令和6年度医師労
働時間短縮計画.pdf

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要
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82 年間の時間外・休⽇労働が1860時間超の医師の⼈
数・割合・属性 改善している 〇 年間の時間外・休⽇労働が1860時間超

の医師はいない。

1 1 すべて

前年度、前々年度に該当者はいな
い

年間の時間外・休⽇労働が1860時間超の医師
はいない。

2 2 すべて

3 3
4 4
5 5

83 勤務間インターバル確保の履⾏状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

84 代償休息の付与状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

85 ⾯接指導対象医師に対する⾯接指導の実施状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

86 ⽉の時間外・休⽇労働が155時間を超えた医師に
対する措置の実施状況

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

87

年に１回は職員満⾜度調査並びにＢ⽔準、連携Ｂ
⽔準及びＣ⽔準適⽤医師からの意⾒収集を実施
し、健康⾯と勤務へのモチベーション、医療提供
体制に関する懸念事項等の内容について、情報を
収集している

現時点では達成していないが、具体的な
実施時期を定め、取り組むことを医師労
働時間短縮計画に記載している

〇

職員満⾜度調査の実施を2023年9⽉頃に
予定している。 
【追記】医師特別則対象者の区別できる
情報を追加し、医師からの意⾒をくみ取
り情報を収集する予定である。

1 1 すべて

未達成 B・C⽔準の医師に対する意⾒収集の実施の
記載がない。

2 2 ⾚枠p13〜p14

3 3
4 4
5 5

88
年に１回は患者満⾜度調査⼜は患者からの意⾒収
集を実施し、医療の質の低下や医療機関が課題と
捉える内容について、情報を収集している

達成している 〇

①令和４年７⽉に外来患者・⼊院患者を
対象に満⾜度調査を実施し、その結果
（速報値）を患者サービス向上委員会で
報告→診療科⻑等会議でベンチマーク値
を診療科へ周知している。
②院内にご意⾒箱を設置し、常時患者か
らの意⾒を収集し、患者サービス向上委
員会に報告のうえ、回答内容を検討をし
ている。
③ボランティア活動者会議において、ボ
ランティア活動員を通じて患者からの意
⾒を収集している。
④モニターズクラブのモニターが患者の
⽬線で、院内スタッフの対応や環境を
チェックしている。

1 1 すべて

達成している
年に１度患者満⾜度調査を実施し集計もして
いる。院内にご意⾒箱を設置し、常時患者か
らの意⾒収集を実施している。

2 2 すべて
3 3 すべて

4 4 すべて

5 5

82_1860時間越え確認⽤裁量労働制・変形労働
時間制⼀覧.pdf
17-3,18-1,79-2,80-2,81-2,82-2_令和6年度医師労
働時間短縮計画.pdf

87-1_滋賀医科⼤学教職員満⾜度調査設問項⽬.
pdf
49-4,50-4,51-4,52-4,53-4,54-4,55-4,56-4,73-2,8
7-2_令和6年度医師労働時間短縮計画.pdf

88-1_⼊院患者、外来患者満⾜度調査.pdf
88-2_患者さんからのご意⾒.pdf
88-3_ボランティア活動者会議議事録.pdf
88-4_病院モニターズクラブモニター会議議事
録.pdf

〇

×

〇

● ●

● ●

● ●

● ●

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

初回審査では審査対象外のため対応不要 初回審査では審査対象外のため対
応不要 記載不要

- 36 -


	【資料5-2】指定申請書類（近江八幡市立総合医療センター）.pdfから挿入したしおり
	05 評価結果通知書.pdfから挿入したしおり
	01_近江八幡市立総合医療センター様_評価結果通知書・都道府県向け通知書 - Google スプレッドシート.pdf
	02_2510401322_全体評価報告書・個別項目評価結果 - Google スプレッドシート.pdf
	03_2510401322_全体評価報告書・個別項目評価結果 - 評価.pdf


	【資料5-3】指定申請書類（長浜赤十字病院）.pdfから挿入したしおり
	05 評価結果通知書.pdfから挿入したしおり
	01.長浜赤十字病院様_評価結果通知書・都道府県向け通知書 - Google スプレッドシート
	02.2510300102_全体評価報告書・個別項目評価結果 - Google スプレッドシート
	03.2510300102_全体評価報告書・個別項目評価結果 - Google スプレッドシート


	【資料5-4】指定申請書類（滋賀医科大学医学部附属病院）.pdfから挿入したしおり
	03 様式第６号（派遣先医療機関一覧）.pdfから挿入したしおり
	一覧表 (4)

	06 評価結果通知書.pdfから挿入したしおり
	01_滋賀医科大学医学部附属病院様_評価結果通知書・都道府県向け通知書 - Google スプレッドシート
	02_2519902650_全体評価報告書・個別項目評価結果 - Google スプレッドシート
	03_2519902650_全体評価報告書・個別項目評価結果 - Google スプレッドシート



